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考える100人のインタビュー調査から見えてきた

選手の実態と特徴的な事例





スリートに感謝を申し上げ、発刊に寄せての言葉とさせていただきます。 

 

 2025 年 12 月吉日 

 

発発刊刊にに寄寄せせてて  

 

元 公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団 

障害者スポーツ・プロジェクト アドバイザー  

河合 純一 

 

公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団の障害者スポーツ・プ

ロジェクトにおきまして、これまでパラアスリート 100 名からのインタビュ

ー調査を取りまとめ、ここに研究成果を発刊されますことを心よりお慶び

申し上げます。 

2025 年 9 月まで、私も本プロジェクトのアドバイザーとして 3 年半ほ

ど関わらせていただきました。献身的な事務局のサポートの下、藤田先

生をはじめとして 3 名の先生方に御尽力いただき、世界的にも稀な研究

成果としてまとまったと考えています。 

パラスポーツ全般の調査・研究においてよく言われることに、「障害が

多様であり、個別性が高いため、n 数を集めることや研究としての質を担

保することが難しい」というものがあります。 

そのような中、長い年月をかけて積み上げてこられた本インタビュー調

査は、障害、競技歴、性別、競技などを広く網羅したものとなりました。そ

こから見えてきた研究成果は、今後の障害のある方々、とりわけ子供たち

に多くの示唆を与えるものとなったと感じています。 

本研究成果が一人でも多くのパラスポーツ関係者、特に指導者の

方々に届き、これからの活動に生かしていただけるものになれば幸いで

す。私も一人のパラリンピアンとして、本研究に基づく教育プログラムの

開発等にしっかりと取り組んでいければと思っています。 

スポーツ基本法が 14 年ぶりに改正され、スポーツ庁が新たなスポー

ツ基本計画（第 4 期）の策定に向けて動き出すタイミングでの発刊となり

ます。スポーツから誰一人取り残されることなく、誰もが自分らしく生きら

れる社会を目指して、私自身、一つでも多くの課題解決方策が具現化で

きるよう引き続き取り組んでまいります。 

本研究に際しまして、100 名のインタビューに御協力いただいたパラア
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手の皆さんに感謝したい。ほぼすべての選手の皆さんは「オフレコ」なし

で、生まれてこれまでの人生、スポーツを始めるようになった契機や周り

の支援のこと、今後のスポーツの取り組みなどを丁寧に答えてくれた。先

天的な障害があっても、子どものころから体を動かすことが好きでそのま

ま競技選手になった人。子どものころから、障害がありながら障害のない

人と常に一緒にスポーツをし、後になって自分がパラスポーツの大会に

出られることを知った人。事故で障害を持っても好きだったスポーツを続

けたいという思いから自ら情報を集め、パラスポーツに親しむようになっ

た人。偶然テレビでパラスポーツを見て関心を持った人。足の切断時に、

スポーツがやりやすいよう切断部位を医師と相談したことが功を奏した

人など。100 人のインタビューでは 100 通りのスポーツとの出会い方や

周りの支援や応援が語られた。可能であれば選手の皆さんが語ってくれ

た言葉をそのまますべて掲載したいところであるが、おそらく 3000 ペー

ジ近い報告書になるであろう。 

今回の本報告ではスポーツ実施のための 7 つの視点と 12 のスポーツ

キャリアパターン（1 章）、スポーツに対する関心の有無（2 章）、スポーツ

キャリアパターンにみるスポーツ開始時のきっかけと継続（3 章）、競技活

動継続時の経済的支援・社会的支援（4 章）、モチベーション（5 章）、障

害者のスポーツを取り巻く社会的環境の変化(6 章)、本調査のまとめと

いくつかの提言(7 章)について報告する。できるだけ各選手が多様であ

ることを損なわないように執筆したつもりであるが、抜け落ちてしまった

部分があまりにも多いことも事実である。2019 年から 2024 年までの

本研究プロジェクトの報告書には、やや詳しく選手のインタビュー結果が

掲載されているので合わせて読んでいただけると幸いである。 

お忙しい中インタビューに応じてくださった選手の皆さんに再度心から

お礼申し上げる。これらの語りは読むだけでも楽しいし、障害のある人た

ちのスポーツキャリアがいかに多様かということを教えてくれている。そし

て何より今後の障害者スポーツの施策を考える時の貴重な基礎資料と

なるに違いない。もっと多くの障害のある多くの人たちが日常的に普通

のこととしてスポーツ活動に携われるようになることを願っている。そして、

最後に 100 人もの選手のインタビューの日程や場所の調整、承諾書の

ははじじめめにに  

 

ヤマハ発動機スポーツ振興財団、障害者スポーツ研究プロジェクトは

2012 年から活動を開始した。「スポーツと深い関わりのある人間科学、

スポーツ医学等の学術及び科学技術の振興を図り、併せて我が国にお

けるスポーツの普及・振興とスポーツ文化の振興・発展を図ることを目的」

とした当財団の目的と、チャレンジする人々を応援するという財団のスピ

リットに沿う形で立ち上がったプロジェクトである。障害のある人のスポ

ーツの普及・振興に寄与するとともに客観的データに乏しい後発の研究

分野において後の研究の基礎となるデータを収集し、残すというまさにチ

ャレンジングな研究プロジェクトである。 

本プロジェクトでは 2013 年にパラリンピアン、そして 2015 年にはジ

ャパンパラ（陸上競技と水泳）参加者に対してアンケート調査を実施した。

その結果パラリンピアンの調査では後天的に障害を持った人が約７割、

これらの選手は受傷後スポーツを始めるまでに１０年以上かかっていたこ

と、公共の一般のスポーツ施設で練習している人が３割と多いこと、スポ

ーツ実施に当たっては、友人やトップ選手、監督、コーチの影響を受けて

いる人が多いことなどが明らかになった。  ジャパンパラに参加した選手の

調査では先天的な障害者が過半数で、スポーツを始めたきっかけとして

は家族の勧めが約３割と多いことなどがわかった。 

これらの調査から障害のあるスポーツ選手のスポーツキャリアの特徴

をある程度知ることができた。しかしながら、選手一人ひとりに目を向け

ると年齢や性別はもとより、障害の種類や程度、先天的障害か後天的障

害か、生まれ育った場所や時代背景などが非常に多様である。このよう

に多種多様な選手たちはどのようなきっかけや支援があってスポーツを

することが可能となったのか？どのような施策が障害者のスポーツ実施

に有効なのか？をより具体的に知ることで、障害者のスポーツ実施に結

び付けたいという動機から 2019 年に本調査を開始した。そして 2024

年度までに合計 100 人の選手のインタビュー調査を実施することができ

た。 

まずは 1 時間～2 時間のインタビュー調査に快く対応してくださった選
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５. クロス集計 

6. まとめと考察 

  

やり取り等をしてくれた本財団職員の皆さまにも感謝したい。間違いなく

本報告は職員の皆さまと研究員の共同作品です。皆さまありがとうござ

いました。 

 

                                     （藤田紀昭） 
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図図表表序序--22  22001155 年年度度キキャャリリアア調調査査概概要要  

  

以上の調査は、パラリンピアンおよび国内選手のキャリア形成や競技

活動の現状把握に有益なものであるが、選手個々のキャリアは、年齢、

性別、障害種や程度、発生時期、学齢期の体育・運動経験、活動地域や

人的・経済的支援の状況等、多種多様な条件によって規定される個別性

の高いものであり、量的調査のみでは選手個々のキャリアを詳細に把握

「「障障害害者者アアススリリーートトののススポポーーツツキキャャリリアアにに関関すするる調調査査」」  

（（22001155 年年度度実実施施））  

【【調調査査対対象象・・回回収収数数】】  

  2015 ジャパンパラ水泳競技大会もしくは陸上競技大会にエントリ

ーした競技者 577 名（回答者数：218 名/回収率：37.8％） 

【【調調査査結結果果要要約約】】  

・回答者の 52.3％が「先天性障害」で、「中途障害」は 35.8％、「無

回答」は 11.9％であった。中途障害の受傷・発症時の平均年齢は

18.0 歳であった。 

・学校体育とのかかわり方について「ほぼ参加した」が最も多く、小学

校では 117 人（68.4%）、中学校では 124 人（68.1%）、高等学校

では 140 人（74.5%）、大学では 17 人（47.2%）であった。 

・競技を始めたきっかけは、「家族のすすめ」（33.9%）が最も多く、「学

校の授業やクラブ活動」（27.5%）、「友達や知人のすすめ」

（23.4%）が上位。 

・練習頻度については「週に 2～3 回程度」（22.5％）が最も多く、

「週に 4～5 回程度」（20.6％）、「週に 1 回程度」（13.8％）、「2～

3 ヶ月に 1 回以下」（12.8％）と続く。 

・出場経験のある国際大会は、「パラリンピック・デフリンピック」が 22

人（10.1%）、「世界選手権」が 32 人（14.7%）、「地域別国際大会」

が 39 人（17.9％）、「それ以外の国際大会」が 53 人（24.3％）であ

り、国際大会未経験者は 115 人（52.8％）であった。 

１１..  キキャャリリアア調調査査のの背背景景・・目目的的  

  

障害者スポーツ選手のキャリアに関する実態把握を目的として、本プ

ロジェクトでは、2013 年度に「パラリンピアンのスポーツキャリアに関す

る調査」、2015 年度に「障害者アスリートのスポーツキャリアに関する調

査」を実施してきた。両調査の概要は図表序-1・2 のとおりである。 

 

図図表表序序--11  22001133 年年度度キキャャリリアア調調査査概概要要  

  

「「パパララリリンンピピアアンンののススポポーーツツキキャャリリアアにに関関すするる調調査査」」  

（（22001133 年年度度実実施施））  

【【調調査査対対象象・・回回収収数数】】  

  2004 年アテネ、2006 年トリノ、2008 年北京、2010 年バンクー

バー、2012 年のロンドンパラリンピックに出場した競技者 321 名（回

答者数：200 名/回収率：62.3％） 

【【調調査査結結果果要要約約】】  

・回答者の 73.5％が「中途障害」で、障害発症平均年齢は 18.8 歳、

パラリンピック出場競技の開始平均年齢は 23.3 歳であった。 

・競技を始めたきっかけは、「友人や知人のすすめ」（34.0％）が最も

多く、「学校の授業やクラブ活動」（14.5％）、「家族のすすめ」

（11.0％）が上位。 

・練習頻度は「週に４～５回程度」（38.0％）が最も高く、「週に６～７

回程度」（30.0％）、「週に２～３回程度」（26.5％）と続く。 

・練習施設は「公共施設」（30.5％）、「障害者向け公共施設」

（28.0％）の利用率が高く、「民間施設」（12.5％）と「学校施設」

（12.0％）が続く。 

・パラリンピック出場時の競技サポートを 75.0％が受けており、パラ

リンピック出場当時の職業は「会社員」（40.5％）、「公務員」

（11.5％）、「学生・大学院生」（11.0％）の順であった。 
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図図表表序序--３３  イインンタタビビュューー対対象象者者のの属属性性  

性別については、男性が6割強を占めており、平均年齢は37歳で20

代から 60 代まで幅広い年齢の対象者にインタビューを実施した。障害

発生年齢についてみていくと、「0 歳から 5 歳」が 51 名、それ以降の発

生が 49 名となっており、先天的もしくは幼少期に発症した対象者と後天

障害に該当する対象者がほぼ半数ずつとなっている。障害種については、

脊髄損傷・切断・脳性麻痺等の肢体不自由の対象者が 56 名、視覚障害、

聴覚障害等の対象者が 44 名となっている。 

 雇用形態については、一般雇用・選手雇用の選手が 81 名、大学生・そ

の他の選手が 19 名となっている。また、競技レベルについては、競技別

国際大会入賞、パラリンピック出場以上の戦績をもつ選手が 74名となっ

ており、本調査の対象者の多くは高い競技歴を有していると指摘できる。 

                                （序章担当：河西正博） 

【【性性別別】】  

男性：62 名／女性：38 名 

【【平平均均年年齢齢（（調調査査時時年年齢齢よよりり算算出出））】】  

37.66 歳（最年少：20 歳/最年長：65 歳）  

【【障障害害発発生生年年齢齢】】  

※０～５歳：51 名／６～20 歳：30 名／21 歳～：19 名 

※本調査研究では 0～5 歳で障害が発生した場合を先天的障害者

としている。 

【【障障害害種種】】  

脊髄損傷・二分脊椎：20 名／下肢切断・下肢機能障害：18 名／ 

上肢切断・上肢機能障害：8 名／脳性麻痺：10 名／ 

視覚障害：27 名／聴覚障害：8 名／その他：9 名 

【【所所属属・・雇雇用用形形態態等等（（調調査査時時））】】  

一般雇用：45 名／※選手（アスリート）雇用：36 名／大学生：7 名

／その他：12 名 

※選手（アスリート）雇用については、以降「選手雇用」と表記する。 

【【競競技技レレベベルル（（調調査査時時））】】  

国内大会出場：17 名／国際大会出場：９名／ 

国際大会入賞：32 名／パラリンピック出場：８名／ 

パラリンピック入賞：20 名／パラリンピックメダリスト：14 名 

することが困難であった。 

そこで、多様な競技者に対する支援方策や各種施策を検討するため

の基礎資料を得ることを目的として、2019 年度から 2024 年度にかけ

て選手一人ひとりの個人史やスポーツキャリアに関するインタビュー調査

を実施した。 

 

22..  調調査査概概要要・・イインンタタビビュューー対対象象者者のの属属性性  

  

本調査は、合計 100 名の選手に協力いただき、オンラインもしくは対

面で、それぞれ 1 時間～2 時間程度のインタビューを実施した。なお、事

前に調査目的、個人情報の管理、調査の任意参加、調査協力を中止して

も不利益が生じないこと等を説明し、同意を得た上で調査を実施した。

また、倫理的配慮として、日本福祉大学「人を対象とする研究」に関する

倫理審査委員会の承認（申請番号 18-11 および 22-001-01）を受けて

調査を実施した。個人情報保護の観点から、対象者は本書籍において名

前ではなく「識別番号」として表記した。この「識別番号」は、巻末附録の

キャリア調査インタビュー一覧内「通し番号」及び「識別記号」の番号と同

じ調査対象者である。番号は、インタビューを実施した順番である。なお、

インタビュー調査はプロジェクトメンバー4 名を中心に実施し、日本福祉

大学の安藤佳代子准教授ならびに兒玉友准教授の協力を得た。 

主な質問項目は、個人的属性、競技歴、障害発生からスポーツ開始ま

での経緯、障害受傷前のスポーツ経験が障害者スポーツ開始に与えた

影響、障害者スポーツ開始に影響を与えた社会的状況・環境、障害者ス

ポーツ継続に関する状況、スポーツ継続に影響を与えた社会的状況・環

境、今後のスポーツ実施意向等である。また、インタビュー対象者の属性

は図表序-3 のとおりである。 
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図図表表序序--３３  イインンタタビビュューー対対象象者者のの属属性性  
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ポーツ嫌いだった人、が受傷後スポーツにすぐに関心を持つことは何か

特別な機会がない限り難しいと考えられる。 

障害者スポーツの普及を図るための第 1 の条件として、障害の有無に

関係なく多くの子どもたちにスポーツを様々な形で体験させ、好きになっ

てもらうことが必要だと考えられる。そのことで中途で障害を持ったとし

てもスポーツに関心を持ってくれるであろうし、先天的に障害があったと

してもスポーツをすることが可能であることを知る人が増え、パラスポー

ツの普及に結びつくと考えられる。 

 

11..22   障障害害者者ススポポーーツツにに関関すするる情情報報をを得得てていいるる  

第 2 の視点（条件）は障害者スポーツに関する情報を必ず得ていると

いうことである。情報を自ら主体的に探し求めた人もいれば、何らかの機

会に他者やメディアから情報を得たという人もおり、情報源は多様であ

る。障害発生時期や障害種の影響があると考えられる。 

情報の取得については選手が生まれた年が影響していることも考えら

れる。現在であればパラスポーツに関する情報はインターネット等で容易

に手に入るが、インターネットが普及する前は情報を得るのは難しかった

と考えられる。また、現在はリハビリテーションの保険適用期間が最長で

も約 6 か月と制限されていることから日常生活、社会生活への復帰が第

一義的な目的であり、その後の趣味や生きがいのためのスポーツ活動に

関する情報や体験の機会は少なくなっている。リハビリテーション期間を

長く有することができれば、リハビリテーションの最後にスポーツへの導

入が図られ、スポーツへと導かれる可能性も高かったと考えられる、ゆえ

に次の視点（条件）である「障害者スポーツの場へのファーストアクセス」

もスムーズに行われたことが推察できる。 

 

11..33   障障害害者者ススポポーーツツのの場場へへののフファァーースストトアアククセセススががああるる  

第 3 の視点（条件）は障害者スポーツの場へのファーストアクセスがな

されていることである。障害者のスポーツへの社会化では情報が当該者

に届いただけではスポーツ活動に結びつかない場合がある。障害者スポ

ーツに関する情報があっても、どこに行けば活動できるのか、どのように

11..  障障害害ののああるる人人ののススポポーーツツ活活動動ののたためめのの 77 つつのの視視点点（（条条件件））  

  

本調査プロジェクトで行った 100 人のインタビューからパラアスリート

のスポーツへの社会化（どのようにしてスポーツをするに至ったか）およ

び競技の継続に関して、ある程度共通する以下の 7 つの視点（条件）を

見出すことができた。 

 

1. スポーツを始める前の状況（スポーツに関心があるか否か） 

2. 障害者スポーツに関する情報を得ている 

3. 障害者スポーツの場へのファーストアクセスがある 

4. 障害者スポーツを継続するための受け皿がある 

5. 継続的な障害者スポーツの場へのアクセス方法が確保されている 

6. 競技レベルに応じた社会的支援（家族、職場などの支援）、経済的支

援（海外遠征、合宿、用具の購入など）がある 

7. 何らかの形（例：ロールモデルの存在、指導者、ライバルの存在、パラ

リンピックなどの大会、目標となる記録や成績など）で競技に対するモチ

ベーションが維持されている 

 

インタビューに答えていただいた選手の皆さんはいずれもこうした視

点（条件）がクリアされている。逆に言えば、これらの視点（条件）が整って

いなければ、障害のある人がスポーツにアクセスし、継続することが難し

いと言っても過言ではない。 

これらの 7 つの視点（条件）の概略について説明する。 

 

11..11   ススポポーーツツをを始始めめるる前前のの状状況況（（ススポポーーツツにに関関心心ががああるるかか否否かか））  

第 1 の視点（条件）は障害のある人がスポーツを始める前提条件とい

える。障害のある人がスポーツを実施するためにはまず、スポーツに関心

があることが条件といえる。スポーツに関心がなければ次の視点（条件）

である障害者スポーツに関する情報を探そうとしないであろうし、情報が

もたらされたとしてもスポーツへ気持ちが向くこともないと考えられる。ま

た、後天的障害者で受傷前にスポーツにまったく関心がなかった人やス
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運転したり、公共交通機関を利用したりしてスポーツの場にアクセスして

いるが、スポーツの場へのファーストアクセスと同様に、障害の内容や程

度、年齢によっては自分でアクセスができないため家族等に頼らなくては

ならない場合がある。頸髄損傷や脳性麻痺、筋ジストロフィーなど重度の

肢体不自由者の場合、公的な移動支援制度が自治体によっては存在す

るが、利用目的や回数に制限があるためスポーツの場へのアクセスを家

族等が支援している場合がある。18 歳未満で運転免許が取得できず、

家族も仕事の関係で移動の支援が難しい場合、スポーツ活動が著しく制

限され、運転免許取得後に本格的にスポーツを始めるといった例もあっ

た。 

 

11..66   競競技技レレベベルルにに応応じじたた社社会会的的支支援援（（家家族族、、職職場場ななどどのの支支援援））やや経経済済的的

支支援援（（海海外外遠遠征征、、合合宿宿、、用用具具のの購購入入ななどど））ががああるる  

6 つ目の視点（条件）は競技レベルに応じた社会的支援や経済的支援

が受けられていることである。スポーツ継続の重要な他者として、スポン

サーを挙げた人もいた。パラリンピックに出場するためには世界ランキン

グ上位にいることや国際大会予選を勝ち抜く必要があり、海外遠征や日

本代表合宿に頻繁に参加する必要がある。選手雇用の多くの選手は経

済面でも、練習時間の面でも会社からの支援を受けている。また、一般

雇用の選手でも選手雇用とほぼ同じ条件で勤務している選手、経済的

支援はないものの時間的な配慮や、職場仲間の支援がある選手もみら

れた。一般雇用の場合、海外遠征などは有給休暇や特別休暇を取得し、

通常勤務時に人並み以上に働き、職場の理解を得て職場を抜けるような

努力をしている選手もいた。 

既婚者の場合、スポーツを続けることに対する理解や家族からの精神

的な支援やスポーツにお金を使うことへの理解や練習・試合時の移動支

援を得ている場合が多い。未婚の場合は父母から同様の支援を受けて

いることが多い。 

 

 

 

アクセスすればいいのかが分かり、そのアクセス方法が確保されなけれ

ばスポーツの場には行くことができないからである。また、人によっては

スポーツの場へアクセスすることに対する心理的な壁が高く、情報をもっ

ていたとしても現場になかなか足が向かないことがあるかもしれない。さ

らに、年齢によっては自分でアクセスができないため家族等に頼らなくて

はならない場合もある。場合によってはスポーツの場へのファーストアク

セスを情報提供者やその関係者が支援してくれるケースや先述のように

リハビリテーションの現場でファーストアクセスが可能なケースもある。 

ファーストアクセスの場で多くの人は見るだけではなく、そのスポーツ

を体験し、面白さを知り、あるいはそこにいる人に勧められたり、勧誘さ

れたりして継続的なスポーツ活動につながる場合が多々ある。まさに「は

じめの第一歩」は非常に重要なのである。 

 

11..44   障障害害者者ススポポーーツツをを継継続続すするるたためめのの受受けけ皿皿ががああるる  

4 つ目の条件は障害者スポーツを継続するための受け皿があるという

ことである。今回インタビューをさせていただいた選手には、全員スポー

ツ継続のための受け皿があった。多くの場合は当該競技のクラブやチー

ムであった。個人で日常的にゲレンデを訪れ、スノーボードの練習をして

いる人や、自分で受け皿を作った人もいた。いずれにしても継続的なス

ポーツ活動の場があった。中にはスポーツ活動の場をいくつか持ってお

り、多くの日を練習に費やしている人もいた。 

スポーツ実施の受け皿がないことが障害のある人のスポーツ活動の

障壁となっている。希望する競技のチームやクラブが存在しなかったり、

諸事情で体育館を利用できなかったりして、近くに利用可能なスポーツ

施設がない、あるいは次の視点（条件）で述べるスポーツの場へのアクセ

スが難しい場合なども、受け皿がないことの要因となる。 

 

11..55   継継続続的的なな障障害害者者ススポポーーツツのの場場へへののアアククセセスス方方法法がが確確保保さされれてていいるる  

5 つ目の視点（条件）は継続的な障害者スポーツの場へのアクセス方

法の確保である。スポーツ活動を継続するためにはスポーツの場へのア

クセス方法が確保されていなければならない。多くの場合、自分で車を
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雇用の選手でも選手雇用とほぼ同じ条件で勤務している選手、経済的

支援はないものの時間的な配慮や、職場仲間の支援がある選手もみら

れた。一般雇用の場合、海外遠征などは有給休暇や特別休暇を取得し、

通常勤務時に人並み以上に働き、職場の理解を得て職場を抜けるような

努力をしている選手もいた。 

既婚者の場合、スポーツを続けることに対する理解や家族からの精神

的な支援やスポーツにお金を使うことへの理解や練習・試合時の移動支

援を得ている場合が多い。未婚の場合は父母から同様の支援を受けて

いることが多い。 

 

 

 

アクセスすればいいのかが分かり、そのアクセス方法が確保されなけれ

ばスポーツの場には行くことができないからである。また、人によっては

スポーツの場へアクセスすることに対する心理的な壁が高く、情報をもっ

ていたとしても現場になかなか足が向かないことがあるかもしれない。さ

らに、年齢によっては自分でアクセスができないため家族等に頼らなくて

はならない場合もある。場合によってはスポーツの場へのファーストアク

セスを情報提供者やその関係者が支援してくれるケースや先述のように

リハビリテーションの現場でファーストアクセスが可能なケースもある。 

ファーストアクセスの場で多くの人は見るだけではなく、そのスポーツ

を体験し、面白さを知り、あるいはそこにいる人に勧められたり、勧誘さ

れたりして継続的なスポーツ活動につながる場合が多々ある。まさに「は

じめの第一歩」は非常に重要なのである。 

 

11..44   障障害害者者ススポポーーツツをを継継続続すするるたためめのの受受けけ皿皿ががああるる  

4 つ目の条件は障害者スポーツを継続するための受け皿があるという

ことである。今回インタビューをさせていただいた選手には、全員スポー

ツ継続のための受け皿があった。多くの場合は当該競技のクラブやチー

ムであった。個人で日常的にゲレンデを訪れ、スノーボードの練習をして

いる人や、自分で受け皿を作った人もいた。いずれにしても継続的なス

ポーツ活動の場があった。中にはスポーツ活動の場をいくつか持ってお

り、多くの日を練習に費やしている人もいた。 

スポーツ実施の受け皿がないことが障害のある人のスポーツ活動の

障壁となっている。希望する競技のチームやクラブが存在しなかったり、

諸事情で体育館を利用できなかったりして、近くに利用可能なスポーツ

施設がない、あるいは次の視点（条件）で述べるスポーツの場へのアクセ

スが難しい場合なども、受け皿がないことの要因となる。 

 

11..55   継継続続的的なな障障害害者者ススポポーーツツのの場場へへののアアククセセスス方方法法がが確確保保さされれてていいるる  

5 つ目の視点（条件）は継続的な障害者スポーツの場へのアクセス方

法の確保である。スポーツ活動を継続するためにはスポーツの場へのア

クセス方法が確保されていなければならない。多くの場合、自分で車を
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ーツをパラスポーツとして始めた人（A5、A6、B5、B6）の二つに分類さ

れる。そして最後に、パラスポーツとして始めたスポーツを現在も行って

いる人（A1、A3、A5、B1、B3、B5）と、現在は違うスポーツを行ってい

る人（A2、A4、A6、B2、B4、B6）に分けることができる。 

もちろん、現在数種目のスポーツを同時に実施している人や、現在も

パラスポーツの大会と障害のない人のスポーツ大会の両方に出場してい

る人などこのパターンに綺麗に全て納まるわけではないが、おおよそこの

12 のスポーツキャリアパターンに分類することができる。 

 

図表 1-1 パラスポーツ選手のスポーツキャリアパターン 

 

 

AA11、、AA22  

A1 は先天的に障害があり、いずれかの時点でパラスポーツとしてスポ

ーツを始め、現在もその競技を行っている人である。 

A２は先天的に障害があり、いずれかの時点でパラスポーツを始め、

その後に他のスポーツを行うようになり現在に至っている人である。 

A1 に該当するのは識別番号 4、11、12、28、40、48、49、54、58、

59、61、63、65、68、88、91、94 の 17 名である。 

このうち、識別番号 11 は先天性脛骨形成不全で 3 歳の時に両膝下

を切断した。子どものころから義足を使っており、友達と遊ぶことはでき

ても体育の授業ではそのことがコンプレックスとなっていた。そのため、

小学校・中学校・高校の体育はほとんど参加していなかった。子どものこ

ろは、自分が義足を使っているということを周囲に伝えておらず、「脚が

A1 ② パラスポーツを始める 現在 A1

A2 ② パラスポーツを始める ③ ②と違うパラスポーツを始める
（複数の場合もあり）

現在 A2

A3 ① 一般スポーツとして始める（複数の場合もあり） ② ①と同じスポーツをパラスポーツとして始める 現在 A3

A4 ① 一般スポーツとして始める（複数の場合もあり） ② ①と同じスポーツをパラスポーツとして始める ③ ②と違うパラスポーツを始める
（複数の場合もあり）

現在 A4

A5 ① 一般スポーツとして始める（複数の場合もあり） ② ①と違うスポーツをパラスポーツとして始める 現在 A5

A6 ① 一般スポーツとして始める（複数の場合もあり） ② ①と違うスポーツをパラスポーツとして始める ③ ②と違うパラスポーツを始める
（複数の場合もあり）

現在 A6

B1 ② パラスポーツを始める 現在 B1

B2 ② パラスポーツを始める
③ ②と違うパラスポーツを始める
（複数の場合もあり）

現在 B2

B3 ① 一般スポーツを始める（複数の場合もあり） ② ①と同じスポーツをパラスポーツとして始める 現在 B3

B4 ① 一般スポーツを始める（複数の場合もあり） ② ①と同じスポーツをパラスポーツとして始める ③ ②と違うパラスポーツを始める
（複数の場合もあり）

現在 B4

B5 ① 一般スポーツを始める（複数の場合もあり） ② ①と違うスポーツをパラスポーツとして始める 現在 B5

B6 ① 一般スポーツを始める（複数の場合もあり） ② ①と違うスポーツをパラスポーツとして始める ③ ②と違うパラスポーツを始める
（複数の場合もあり）

現在 B6

先天的
障害者

後天的
障害者

障
害
発
生

11..77   何何ららかかのの形形（（例例：：ロローールルモモデデルルのの存存在在、、指指導導者者、、ラライイババルルのの存存在在、、パパ

ララリリンンピピッッククななどどのの大大会会、、目目標標ととななるる記記録録やや成成績績ななどど））でで競競技技にに対対すするる

モモチチベベーーシショョンンがが維維持持さされれてていいるる  

最後の視点（条件）はモチベーションの維持である。スポーツを継続的

に実施するためには、そのためのモチベーションが維持されなければなら

ない。今回インタビューをした100名は様々な形でモチベーションを維持

していた。インタビュー調査ではスポーツを継続することにおいて重要な

人物は誰かを尋ねている。また、スポーツ継続のロールモデルとなる人を

挙げる人もいた。さらに、今後の目標などについて尋ねた。これらの結果

から、目標となる人物の存在、指導者、目標とする大会、チームメイトの存

在を挙げる人が多かった。6 番目の視点（条件）と明確に分けることは難

しいが、各選手が何らかの支援や目標（大会や記録）を動機づけとしてい

ることが明らかになった。 

 

22..  1122 ののススポポーーツツキキャャリリアアパパタターーンンににつついいてて  

  

100 人の選手のスポーツキャリアパターンは千差万別であり、誰一人

として同じキャリアをたどった人はいない。しかしながら、調査結果を積み

重ねる中で、障害の発生時期やスポーツを始める時期などにより、図表

1-1 に示すとおり、おおよそ 12 のスポーツキャリアパターンがあることが

明らかになった。これらはアンケートによる量的調査ではなかなか明らか

にしにくい点であり、選手のスポーツキャリアを時系列的にたどるインタ

ビュー調査だからこそ明らかにできたことだといえる。ここではその 12 の

パターンの概要について説明する。 

パラスポーツ選手のキャリアパターンは先天的障害者か後天的障害者

かによって大きく二つに分かれる（A1～A6 と B1～B6）。そして、それぞ

れはパラスポーツとしてスポーツを始める前に、スポーツ経験がないスポ

ーツキャリアパターン（A1、A2、B1、B2）と、スポーツ経験のあるスポー

ツキャリアパターン（A3、A4、A5、A6、B3、B4、B5、B6）によってさら

に二つに分けられる。次にパラスポーツとしてスポーツを始める前と同じ

スポーツをパラスポーツとして始めた人（A3、A4、B3、B4）と、違うスポ
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ーツをパラスポーツとして始めた人（A5、A6、B5、B6）の二つに分類さ

れる。そして最後に、パラスポーツとして始めたスポーツを現在も行って

いる人（A1、A3、A5、B1、B3、B5）と、現在は違うスポーツを行ってい

る人（A2、A4、A6、B2、B4、B6）に分けることができる。 

もちろん、現在数種目のスポーツを同時に実施している人や、現在も

パラスポーツの大会と障害のない人のスポーツ大会の両方に出場してい

る人などこのパターンに綺麗に全て納まるわけではないが、おおよそこの

12 のスポーツキャリアパターンに分類することができる。 

 

図表 1-1 パラスポーツ選手のスポーツキャリアパターン 

 

 

AA11、、AA22  

A1 は先天的に障害があり、いずれかの時点でパラスポーツとしてスポ

ーツを始め、現在もその競技を行っている人である。 

A２は先天的に障害があり、いずれかの時点でパラスポーツを始め、

その後に他のスポーツを行うようになり現在に至っている人である。 

A1 に該当するのは識別番号 4、11、12、28、40、48、49、54、58、

59、61、63、65、68、88、91、94 の 17 名である。 

このうち、識別番号 11 は先天性脛骨形成不全で 3 歳の時に両膝下

を切断した。子どものころから義足を使っており、友達と遊ぶことはでき

ても体育の授業ではそのことがコンプレックスとなっていた。そのため、

小学校・中学校・高校の体育はほとんど参加していなかった。子どものこ

ろは、自分が義足を使っているということを周囲に伝えておらず、「脚が

A1 ② パラスポーツを始める 現在 A1

A2 ② パラスポーツを始める ③ ②と違うパラスポーツを始める
（複数の場合もあり）

現在 A2

A3 ① 一般スポーツとして始める（複数の場合もあり） ② ①と同じスポーツをパラスポーツとして始める 現在 A3

A4 ① 一般スポーツとして始める（複数の場合もあり） ② ①と同じスポーツをパラスポーツとして始める ③ ②と違うパラスポーツを始める
（複数の場合もあり）

現在 A4

A5 ① 一般スポーツとして始める（複数の場合もあり） ② ①と違うスポーツをパラスポーツとして始める 現在 A5

A6 ① 一般スポーツとして始める（複数の場合もあり） ② ①と違うスポーツをパラスポーツとして始める ③ ②と違うパラスポーツを始める
（複数の場合もあり）

現在 A6

B1 ② パラスポーツを始める 現在 B1

B2 ② パラスポーツを始める
③ ②と違うパラスポーツを始める
（複数の場合もあり）

現在 B2

B3 ① 一般スポーツを始める（複数の場合もあり） ② ①と同じスポーツをパラスポーツとして始める 現在 B3

B4 ① 一般スポーツを始める（複数の場合もあり） ② ①と同じスポーツをパラスポーツとして始める ③ ②と違うパラスポーツを始める
（複数の場合もあり）

現在 B4

B5 ① 一般スポーツを始める（複数の場合もあり） ② ①と違うスポーツをパラスポーツとして始める 現在 B5

B6 ① 一般スポーツを始める（複数の場合もあり） ② ①と違うスポーツをパラスポーツとして始める ③ ②と違うパラスポーツを始める
（複数の場合もあり）

現在 B6

先天的
障害者

後天的
障害者

障
害
発
生

11..77   何何ららかかのの形形（（例例：：ロローールルモモデデルルのの存存在在、、指指導導者者、、ラライイババルルのの存存在在、、パパ

ララリリンンピピッッククななどどのの大大会会、、目目標標ととななるる記記録録やや成成績績ななどど））でで競競技技にに対対すするる

モモチチベベーーシショョンンがが維維持持さされれてていいるる  

最後の視点（条件）はモチベーションの維持である。スポーツを継続的

に実施するためには、そのためのモチベーションが維持されなければなら

ない。今回インタビューをした100名は様々な形でモチベーションを維持

していた。インタビュー調査ではスポーツを継続することにおいて重要な

人物は誰かを尋ねている。また、スポーツ継続のロールモデルとなる人を

挙げる人もいた。さらに、今後の目標などについて尋ねた。これらの結果

から、目標となる人物の存在、指導者、目標とする大会、チームメイトの存

在を挙げる人が多かった。6 番目の視点（条件）と明確に分けることは難

しいが、各選手が何らかの支援や目標（大会や記録）を動機づけとしてい

ることが明らかになった。 

 

22..  1122 ののススポポーーツツキキャャリリアアパパタターーンンににつついいてて  

  

100 人の選手のスポーツキャリアパターンは千差万別であり、誰一人

として同じキャリアをたどった人はいない。しかしながら、調査結果を積み

重ねる中で、障害の発生時期やスポーツを始める時期などにより、図表

1-1 に示すとおり、おおよそ 12 のスポーツキャリアパターンがあることが

明らかになった。これらはアンケートによる量的調査ではなかなか明らか

にしにくい点であり、選手のスポーツキャリアを時系列的にたどるインタ

ビュー調査だからこそ明らかにできたことだといえる。ここではその 12 の

パターンの概要について説明する。 

パラスポーツ選手のキャリアパターンは先天的障害者か後天的障害者

かによって大きく二つに分かれる（A1～A6 と B1～B6）。そして、それぞ

れはパラスポーツとしてスポーツを始める前に、スポーツ経験がないスポ

ーツキャリアパターン（A1、A2、B1、B2）と、スポーツ経験のあるスポー

ツキャリアパターン（A3、A4、A5、A6、B3、B4、B5、B6）によってさら

に二つに分けられる。次にパラスポーツとしてスポーツを始める前と同じ

スポーツをパラスポーツとして始めた人（A3、A4、B3、B4）と、違うスポ
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合宿に声をかけられ、上を目指して世界と戦っていこうと思った。家族が

一番のサポーターであり、応援してくれた。何度も手術や、転移と失明の

可能性という恐怖の中で育ててくれた両親に感謝している。 

なお、視覚障害者の場合、盲学校において 7 つの条件のうち 2、3、4、

5 が一度に満たされる場合が多々見られた。 

識別番号 94 には先天的な聴覚障害がある。1 歳半よりろう学校に通

い、ろう学校にいる時は聴覚障害の友達と遊ぶ。地元では遊ぶ人がおら

ず姉や妹や父と遊んだ。公園に行って遊具や芝生で走ったり、縄跳び、ボ

ール投げ、野球等をして過ごした。幼少時にはシャワーの水がかかるのも

苦手なくらい水が嫌いだった。沖縄出身で海が大好きな父親の影響で何

度も海を訪れるうちに「泳げるようになりたい」と思うようになり、5 歳の

ころ近所のスイミングスクールに通い始めた。5 歳の時、地元のスイミン

グスクールを探した際、3 か所で聴覚障害者は前例がないと断られた。

Ｓスイミングの店長が耳が聞こえない人とダイビングをしたことがあり、

「耳の聞こえは関係ないから一緒に頑張りましょう」と言ってくれた。小学

部 6 年で初めて出場した日本デフ水泳選手権大会で、デフリンピック

の選手に出会い、「大きく鍛えた体がかっこいい」と憧れた。それから「自

分も世界を」と夢を描くようになった。  

A2 に該当するのは識別番号 5、16、44、46、62、66、67、75、78、

81、87、89、92、98 の 14 名である。 

識別番号 66 には脳性麻痺の障害がある。母親が水泳のインストラク

ターをしていたこともあり、1 歳半から水泳をやっていた。水の中は浮力

もあり、動きやすかった。スイミングは母親が勤めていた場所で、最初は

母親と水遊びのようなことから始め、母親がそこを辞めてからは母親の

同僚コーチが教えてくれた。一般のスイミングクラブだったので障害のな

い子どもたちと一緒に参加。泳ぐ時に自分の後に泳ぐ人との距離を空け

るなどの配慮をしてくれていた。中学部に上がり、水泳をやめた後に、中

学校 1 年の秋から陸上競技を始めた。母親は陸上競技のコーチもして

いたので（母親は体育短大を卒業、陸上競技が専門、就職先のスイミン

グクラブで水泳も教えていた）、地域の小学生から高校生で構成される

陸上のクラブチームに入った。地元の総合運動場で活動していた。短距

悪い」ということだけを伝えており、皆の前で義足を見せることや外すこと

は絶対にしなかった。義足であることを悟られないためにも体育に参加し

ないと自分の中で決めていた。父や兄がスポーツに親しんでおり、自分

も何かスポーツに携わりたいと思っている一方で、なかなかチャンスがな

かった。高校時代に陸上部のマネージャーとなり、スポーツに携わること

ができてとても嬉しかったと述べている。専門学校入学後、スキー教室に

参加することができず、友人たちと一緒に行けなかったことがとても残念

で、「自分も一緒にスキーをしたい」と思うようになった。そのころに知り合

いの義肢装具士に相談したところ、チェアスキーを紹介され、取り組むよ

うになり、友人たちとスキーに行くようになった。その後、技術が向上する

につれ、よりチェアスキーが面白くなり、徐々に競技に移行していった。ま

た、友人の紹介でアメリカのチームで練習を行うようになり、現在、現地

のアメリカ人コーチに師事している。2001 年からスキーを始めて、トリノ

パラリンピック出場時は仕事と両立しながら競技を行っていたが、その後

トップ選手とのタイムが縮まってくる中で、海外で競技に取り組みたい、コ

ーチに専門的な指導を受けたいと考えるようになり、2008 年から選手

雇用となった。 

識別番号63には先天的な視覚障害がある。高校までスポーツとは無

縁だったが、高等部 1 年の終わりごろに、友人の誘いで国立リハビリテ

ーションセンターのゴールボール活動に参加したことがきっかけで競技を

始めた。幼児期から小学校低学年までは普通学校に通っていたことから、

見えないことで劣等感が強く、目立ちたくないという思いがあり、体育に

も消極的でよく見学していた。小学４年生から視覚特別支援学校に転校

した。体を動かすというよりは、自分以外にも見えない人がいるというこ

とに、すごく救われた感覚があり、見えなくてもこれだけ動けるということ

で人生に前向きになった。周囲には見えなくてもこれだけ動ける、という

ことで人生に前向きになった。視覚特別支援学校の寄宿舎で生活をして

いたので、体育館の使用が容易であった。朝食前後での朝練、昼休みも

壁に向かって投球などゴールボールの自主練、放課後は部活や国立リハ

ビリテーションセンターで練習、授業以外の全ての空き時間はゴールボ

ールに費やしていた。日本選手権初出場の時から、パワーがあると代表
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合宿に声をかけられ、上を目指して世界と戦っていこうと思った。家族が
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かった。高校時代に陸上部のマネージャーとなり、スポーツに携わること

ができてとても嬉しかったと述べている。専門学校入学後、スキー教室に

参加することができず、友人たちと一緒に行けなかったことがとても残念

で、「自分も一緒にスキーをしたい」と思うようになった。そのころに知り合

いの義肢装具士に相談したところ、チェアスキーを紹介され、取り組むよ

うになり、友人たちとスキーに行くようになった。その後、技術が向上する

につれ、よりチェアスキーが面白くなり、徐々に競技に移行していった。ま

た、友人の紹介でアメリカのチームで練習を行うようになり、現在、現地

のアメリカ人コーチに師事している。2001 年からスキーを始めて、トリノ

パラリンピック出場時は仕事と両立しながら競技を行っていたが、その後

トップ選手とのタイムが縮まってくる中で、海外で競技に取り組みたい、コ

ーチに専門的な指導を受けたいと考えるようになり、2008 年から選手

雇用となった。 

識別番号63には先天的な視覚障害がある。高校までスポーツとは無

縁だったが、高等部 1 年の終わりごろに、友人の誘いで国立リハビリテ

ーションセンターのゴールボール活動に参加したことがきっかけで競技を

始めた。幼児期から小学校低学年までは普通学校に通っていたことから、

見えないことで劣等感が強く、目立ちたくないという思いがあり、体育に

も消極的でよく見学していた。小学４年生から視覚特別支援学校に転校

した。体を動かすというよりは、自分以外にも見えない人がいるというこ

とに、すごく救われた感覚があり、見えなくてもこれだけ動けるということ

で人生に前向きになった。周囲には見えなくてもこれだけ動ける、という

ことで人生に前向きになった。視覚特別支援学校の寄宿舎で生活をして

いたので、体育館の使用が容易であった。朝食前後での朝練、昼休みも

壁に向かって投球などゴールボールの自主練、放課後は部活や国立リハ

ビリテーションセンターで練習、授業以外の全ての空き時間はゴールボ

ールに費やしていた。日本選手権初出場の時から、パワーがあると代表
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はその後違うパラスポーツをするようになり現在に至っている人である。 

先天的な障害が比較的軽く、一般の中学校や高校などに進学し、そこ

で部活動などでスポーツを始め障害のない人とともに試合などに出場し

ていたが、ある時点でパラスポーツとして同じ競技の大会にも出場する

ようになるというのが典型的である。 

A3 に該当するのは識別番号 13、21、38、45、56、72、76、77、82、

84、96、99、100 の 13 名である。 

このうち識別番号 38 には先天的な視覚障害（弱視）がある。すべて普

通学校に通っていた。2 歳ごろから地元のスイミングスクールで水泳を始

め、中学校・高校時代は水泳部に所属し、大学入学後にパラ水泳のクラ

ブでパラ水泳に出会い、現在もそのクラブを活動拠点として競技を継続

している。体育に関して、小学校時代は周りの子どもたちとの運動能力の

差がそれほどなく、球技の時に少し不自由さを感じる程度で同じように

取り組むことができたが、中学校・高校と種目が専門的になるにつれて苦

労するようになっていった。水泳は、親の勧めで始めた。週に 2 回程度

通っており、始めた当初は近所の友達と一緒に通うことが楽しかったが、

級が上がるにつれて練習強度が上がり「習わされている」という感覚で、

「泳ぐことは好きだけれどスイミングの練習は嫌い」という思いを持ってい

た。中学校・高校と部活動で水泳を続けて、大学入学後は競技から離れ

て、指導に携わりたいと思い、地元のスポーツ施設で知的障害のある子

どもたちのスポーツボランティアをしていた。そこで、大学 1 年生の秋ご

ろに、視覚障害のある子どもの保護者から、「視覚障害の水泳でパラリン

ピックを目指したら」と言われ、視覚障害の水泳は全盲クラスしかないと

思っていたが、調べたところ弱視のクラスがあること、また、地元に障害者

水泳のクラブがあることを知り、自ら問い合わせて入会したことがパラ水

泳との出会いであった。パラ水泳を始めた時と同様に、競技を続けるに

あたっても所属クラブの存在がとても大きなものとなっている。このクラ

ブは全国的に見てもとても規模の大きな障害者チームで、専門のコーチ

の指導が受けられ、定期的に練習できる環境が整っているので、このク

ラブがあるから引退せずに水泳を続けられていると思っている。 

識別番号76は先天的な肢体不自由である。幼稚園・小学校・中学校・

離（50m）や投てき（ジャベリックスロー）などをしていた。高校 1 年の時

（2016 年）、陸上競技大会開催時に人材発掘事業をやっており、そこで

初めて自転車を経験した。この時、県障害者スポーツ協会の方が声をか

けてくれて体験することができた。自転車には小学校低学年から後ろが

二輪の自転車（いわゆるママチャリ）に乗っていた。これで通学もしてい

たので自転車なら乗れるかと思った。発掘事業で自転車を経験して 2 

週間後、県のサイクルスポーツセンターでの体験会に参加した。ナショナ

ルチームの監督やコーチ、トライシクルの選手が自転車の乗り方から、ト

レーニング方法まで指導してくれた。現在は、2028 年のロサンゼルス

パラリンピックに出場したいと考えている。 

識別番号 98 は先天性二分脊椎症で下肢に不自由がある状態で生ま

れた。5 歳の時に、合併症の影響で視力にも障害を負った。小学校・中

学校・高校と肢体不自由の特別支援学校で過ごした。スポーツ歴は水泳

（1996 年～2001 年）、パラ陸上（1998 年～2009 年）、トライアスロ

ン（2003 年）、パラ・パワーリフティング（2022 年～）である。水泳は東

京都障害者総合スポーツセンターが開催する水泳大会に中学・高校と参

加していた。 

パラ陸上に関しては車いすマラソンから始めたが、視覚障害の影響で

競技に難しさを感じ、徐々に距離の短い種目を選択、最終的には 100

ｍ走に変更した。視覚障害がある中で肢体不自由のクラスで競技を続け、

全国障害者スポーツ大会に加えて、ジャパンパラ競技大会、日本パラ陸

上競技選手権大会にも出場した。トライアスロンはテレビ局の企画で 4 

か月間取り組んだ。パラ・パワーリフティングは全日本パラ･パワーリフテ

ィング選手権大会優勝（2 連覇）、国際大会（ワールドカップ、ワールドパ

ラ・パワーリフティングチャンピオンシップ）に出場している。 

 

AA33、、AA44  

A3、A4 は先天的に障害があるものの、最初に始めたスポーツはパラ

スポーツとして実施していたのではなく、障害のない人のスポーツとして

実施、その後そのスポーツをパラスポーツとして実施するようになった人

であり、A3 は現在も同じスポーツ（パラスポーツ）をしている人で、A4
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はその後違うパラスポーツをするようになり現在に至っている人である。 

先天的な障害が比較的軽く、一般の中学校や高校などに進学し、そこ

で部活動などでスポーツを始め障害のない人とともに試合などに出場し

ていたが、ある時点でパラスポーツとして同じ競技の大会にも出場する

ようになるというのが典型的である。 

A3 に該当するのは識別番号 13、21、38、45、56、72、76、77、82、

84、96、99、100 の 13 名である。 

このうち識別番号 38 には先天的な視覚障害（弱視）がある。すべて普

通学校に通っていた。2 歳ごろから地元のスイミングスクールで水泳を始

め、中学校・高校時代は水泳部に所属し、大学入学後にパラ水泳のクラ

ブでパラ水泳に出会い、現在もそのクラブを活動拠点として競技を継続

している。体育に関して、小学校時代は周りの子どもたちとの運動能力の

差がそれほどなく、球技の時に少し不自由さを感じる程度で同じように

取り組むことができたが、中学校・高校と種目が専門的になるにつれて苦

労するようになっていった。水泳は、親の勧めで始めた。週に 2 回程度

通っており、始めた当初は近所の友達と一緒に通うことが楽しかったが、

級が上がるにつれて練習強度が上がり「習わされている」という感覚で、

「泳ぐことは好きだけれどスイミングの練習は嫌い」という思いを持ってい

た。中学校・高校と部活動で水泳を続けて、大学入学後は競技から離れ

て、指導に携わりたいと思い、地元のスポーツ施設で知的障害のある子

どもたちのスポーツボランティアをしていた。そこで、大学 1 年生の秋ご

ろに、視覚障害のある子どもの保護者から、「視覚障害の水泳でパラリン

ピックを目指したら」と言われ、視覚障害の水泳は全盲クラスしかないと

思っていたが、調べたところ弱視のクラスがあること、また、地元に障害者

水泳のクラブがあることを知り、自ら問い合わせて入会したことがパラ水

泳との出会いであった。パラ水泳を始めた時と同様に、競技を続けるに

あたっても所属クラブの存在がとても大きなものとなっている。このクラ

ブは全国的に見てもとても規模の大きな障害者チームで、専門のコーチ

の指導が受けられ、定期的に練習できる環境が整っているので、このク

ラブがあるから引退せずに水泳を続けられていると思っている。 

識別番号76は先天的な肢体不自由である。幼稚園・小学校・中学校・

離（50m）や投てき（ジャベリックスロー）などをしていた。高校 1 年の時

（2016 年）、陸上競技大会開催時に人材発掘事業をやっており、そこで

初めて自転車を経験した。この時、県障害者スポーツ協会の方が声をか

けてくれて体験することができた。自転車には小学校低学年から後ろが

二輪の自転車（いわゆるママチャリ）に乗っていた。これで通学もしてい

たので自転車なら乗れるかと思った。発掘事業で自転車を経験して 2 

週間後、県のサイクルスポーツセンターでの体験会に参加した。ナショナ

ルチームの監督やコーチ、トライシクルの選手が自転車の乗り方から、ト

レーニング方法まで指導してくれた。現在は、2028 年のロサンゼルス

パラリンピックに出場したいと考えている。 

識別番号 98 は先天性二分脊椎症で下肢に不自由がある状態で生ま

れた。5 歳の時に、合併症の影響で視力にも障害を負った。小学校・中

学校・高校と肢体不自由の特別支援学校で過ごした。スポーツ歴は水泳

（1996 年～2001 年）、パラ陸上（1998 年～2009 年）、トライアスロ

ン（2003 年）、パラ・パワーリフティング（2022 年～）である。水泳は東

京都障害者総合スポーツセンターが開催する水泳大会に中学・高校と参

加していた。 

パラ陸上に関しては車いすマラソンから始めたが、視覚障害の影響で

競技に難しさを感じ、徐々に距離の短い種目を選択、最終的には 100

ｍ走に変更した。視覚障害がある中で肢体不自由のクラスで競技を続け、

全国障害者スポーツ大会に加えて、ジャパンパラ競技大会、日本パラ陸

上競技選手権大会にも出場した。トライアスロンはテレビ局の企画で 4 

か月間取り組んだ。パラ・パワーリフティングは全日本パラ･パワーリフテ

ィング選手権大会優勝（2 連覇）、国際大会（ワールドカップ、ワールドパ

ラ・パワーリフティングチャンピオンシップ）に出場している。 

 

AA33、、AA44  

A3、A4 は先天的に障害があるものの、最初に始めたスポーツはパラ

スポーツとして実施していたのではなく、障害のない人のスポーツとして

実施、その後そのスポーツをパラスポーツとして実施するようになった人

であり、A3 は現在も同じスポーツ（パラスポーツ）をしている人で、A4

17



見にくい時はあった。体育の授業等は特に支障なく行っていた。柔道の

町道場には引き続き通っていた。高校には柔道部があったので入部し、

黒帯を取得した。高校卒業後視力が著しく低下した。21 歳で盲学校に

入学した。盲学校で柔道の専門の先生がいて何度も誘われしぶしぶ視

覚障害者柔道大会に出た。初めて出た視覚障害者の柔道大会で準優勝

したが、決勝で負けて、悔しくてきちんと練習をしようと考えるようになっ

た。2008 年にはパラリンピック北京大会に出場した。30～31 歳のころ

柔道の一線を退き、グランドソフトボールをやっていた盲学校時代の友達

に誘われてグランドソフトボールをプレーするようになった。  

AA55、、AA66  

A5、A6 は先天的に障害があるが、A3、A4 と同様に、最初に始めた

スポーツはパラスポーツとして実施していたのではなく、障害のない人の

スポーツとして実施、その後そのスポーツとは別のスポーツをパラスポー

ツとして実施するようになった人で、A5 は現在も最初に始めたパラスポ

ーツを実施している人、A6 はさらにその後に違うパラスポーツを実施す

るようになり現在に至っている人である。なお A6 に該当する選手は本調

査においてはいなかった。 

A5 に該当するのは識別番号 33、50、51、60、79、86、90 の 7 名

である。 

このうち識別番号 60 は先天的に左手の手指が欠損している。5 歳か

らラグビーを始め、器械体操、ボクシング、陸上競技、サッカー、卓球と

様々なスポーツを行ってきた。それらは全てラグビーの役に立つというこ

とがその理由。大学 4 年生までラグビーをやっていた。大学に入ってラ

グビーをするために高校もラグビー部のある体育系大学の付属高校に

進学。大学 1 年のころ、大学の障害者スポーツ専門の先生に声をかけ

られたのがきっかけで、アルペンスキーを本格的に始めた。高校時代にす

でにスキー検定 2 級を取得していた。そして、大学 3 年の時、平昌パ

ラリンピックで入賞、北京パラリンピックも複数種目で入賞した。大学院

に進学、2023 年 3 月修了。2021 年からは選手雇用されている。 

識別番号 86 は先天的な視覚障害。保育園・幼稚園・小学校・中学校・

高校・大学と普通学校に通った。小学校の時、サッカー（3 日程度）、ミニ

高校と普通学校に通学、中学校の部活で卓球を始め、高校 2 年まで続

けたが、体の不調などが重なり一旦卓球から離れた。一浪後、大学で卓

球を再開。大学卒業後 2 年間フリーターで自由に過ごした後、市の職

員に採用された。フリーターの時に障害者手帳を取得し、障害者の卓球

大会に出場するようになったが、最初の大会で大敗したことに衝撃を受

け、のめり込む。現在、練習や試合の多くは障害のない人と一緒に行い、

障害者卓球大会にも併せて出場している。  

識別番号 96 は先天的に聴覚障害がある。小学 4 年からタグラグビ

ーを始め、中学校から地域のクラブで本格的にラグビーに取り組んだ。

高校ではキャプテンを務め、ラグビーの強豪である大学に進学しトップレ

ベルのラグビーに向き合い、公式戦出場を果たした。大学 4 年間はラグ

ビーに専念し、卒業後にデフラグビーでの活動を再開、2018 年デフラ

グビー世界大会で日本代表キャプテンを務めた。現在はデフラグビーの

普及、強化活動に取り組んでいる。 

A4 に該当するのは識別番号 80、85 の 2 名である。このうち、識別

番号 80 は先天的な聴覚障害がある。中学校（普通学校）ではサッカー

部に入り、高校はハンドボール部に入って活動した。2025 年のデフリン

ピック東京開催が決定した。当時、日本はまだ一度もハンドボールでデフ

リンピック出場を果たしていなかった。東京開催を契機に「ハンドボール

日本代表チームを結成する」機運が高まった。日本ハンドボール協会の

中にデフハンドボール専門委員会が立ち上がった。識別番号 80 は大学

の講義で「デフリンピック」や「デフスポーツ」を知った。日本開催のデフリ

ンピックにハンドボールで出場するという目標ができた。その後、デフハ

ンドボールのチーム設立に向けて動き出せる見込みが立ち、デフハンドボ

ールプレーヤーとしての挑戦が始まった。 

識別番号 85 には先天的な視覚障害がある。保育園・小学校・中学校・

高校と普通学校へ通学した。小学校のころは放課後に野球をしたり、サッ

カーをしたり、町内のソフトボール大会に出たり、ほかの子どもたちと一緒

にやっていた。小学校 5 年生の時、バルセロナオリンピックの古賀稔彦

選手を見て柔道をやろうと思った。 

中学校ではバレーボール部に入部した。体育館の光の関係でボールが
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見にくい時はあった。体育の授業等は特に支障なく行っていた。柔道の
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ンドボールのチーム設立に向けて動き出せる見込みが立ち、デフハンドボ
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識別番号 85 には先天的な視覚障害がある。保育園・小学校・中学校・

高校と普通学校へ通学した。小学校のころは放課後に野球をしたり、サッ

カーをしたり、町内のソフトボール大会に出たり、ほかの子どもたちと一緒

にやっていた。小学校 5 年生の時、バルセロナオリンピックの古賀稔彦
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中学校ではバレーボール部に入部した。体育館の光の関係でボールが

19



となり、その後、同大会に 4 度出場している。現在も競技を続けながら、

STT のサークルを主宰している。 

識別番号 83 は 10 歳の時の事故により、右上腕欠損となった。体育

の授業は小学校・中学校ともにほぼ見学。高校ではマラソンのみ参加し

たが、「体育はできないもの」と思っており、スポーツとは無縁の生活を送

っていた。結婚・子育てが一段落した 44 歳で乗馬を始めた。47 歳か

ら競技としてのパラ馬術の大会に出場し、2016 年日本障がい者乗馬協

会（JRAD）の強化選手に選ばれ、2018（平成 30）年度東京アスリート

認定選手、パラリンピック出場を目指した。2017 年より選手雇用されて

いる。 

B2 に該当するのは識別番号 95 である。識別番号 95 は 15 歳の時

に黄斑ジストロフィーによる視覚障害となった。小学校の時に見えにくく

なって以降、部活動等にも入っていなかった。大学で視覚障害者柔道選

手と出会い 20 歳で柔道を始めた。2016 年にパラリンピック東京大会

出場を目指し、東京都パラリンピック選手発掘プログラムを経てローイン

グ選手としてトレーニングを開始、着実に力をつけ、2021 年東京パラリ

ンピック混合舵手つきフォアに出場した。同時にクロスカントリースキー

選手として、2021 ジャパンカップ札幌大会、2022 年北京パラリンピッ

クへの出場を果たし、夏・冬両大会に出場するパラリンピアンとして、現在

もトレーニングを続けている。 

 

BB33、、BB44  

B3、B4 も後天的な障害者である。障害発生前からスポーツを実施し

ており、障害発生後に障害発生前と同じスポーツをパラスポーツとして行

うようになった人で、B3 は現在も同じスポーツをしている人、B4 はその

後、違うスポーツを行うようになり、現在に至っている人である。 

B3 に該当するのは識別番号 2、9、18、20、35、36、53、55、71 の

9 名である。このうち識別番号 9 は 21 歳で脊髄損傷を負った。小学校

低学年から父親の影響で水泳を始め、高校総体や国体にも出場した経

験を持つ。障害発生後、体力回復とリハビリのために水泳を始めた。ちょ

うどアトランタパラリンピックが行われており、また水泳仲間からも勧めら

バスケット（小学校 6 年の時 2～3 か月）をやったほかは、特にスポー

ツはやっていない。外で遊んだりするのは好きだった。遠近感がわかりに

くいこともあり、あまり続かなかった。中学校・高校では、卓球部に入った

が遠近感がわからないことは変わりなかった。大学時代は様々なスポー

ツを楽しむ「スポーツ同好会」というサークルに所属した。一度就職した

が、視力低下により退職し 30 歳で盲学校に通うことになった。盲学校で

は人数も少ないことからグランドソフトボールや柔道、陸上競技など様々

な競技を経験した。盲学校卒業後、盲学校時代の先生に声をかけられグ

ランドソフトボールを始めた。 

識別番号90は小学校・中学校は難聴学級に在籍し、国語・数学・社会

のみ難聴学級で授業を受けていたが、それ以外の科目に関しては普通

学級で受講していた。小学校 5 年生からバスケットボールをしていたが、

周りの音やチームメイトの声が聞こえず、自分が前に走るとボールの位置

がまったく分からず、団体競技の難しさを感じていた。中学校・高校では

個人競技をやりたいと考えて軟式テニス部に入部した。中学校 3 年から

レギュラーに選ばれて、そこから楽しく活動することができた。ろう学校専

攻科入学後、幼なじみから、「できたばかりの障害者バドミントンクラブが

あるから一緒にやらないか」と声をかけられ体験した時に魅力を感じた。

就職後、現在の障害者バドミントンクラブに入り、20 年以上活動を継続

している。 

 

BB11、、BB22  

B1、B2 は後天的に障害を持つようになり、パラスポーツを行うように

なるが、障害を持つ前は特にスポーツは実施していなかったパターンで

ある。B1 は最初に始めたパラスポーツを現在も実施している人で、B2

はその後違うスポーツを始め、現在に至っている人である。 

B1 に該当するのは識別番号 42、83 の 2 名であった。識別番号 42

は 31 歳で視覚障害が発生している。それまで、スポーツは嫌いというわ

けではなかったが、特に何もしていなかった。30 歳代半ばころから地元

の視覚障害者用図書館でサウンドテーブルテニス（以下、ＳＴＴ）を始めた。

2012 年の全国障害者スポーツ大会県大会の STT に初出場し 2 位
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となり、その後、同大会に 4 度出場している。現在も競技を続けながら、

STT のサークルを主宰している。 
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が持てるものが欲しいと思い、フィットネスクラブに入会し、経験のあった

水泳を自らやるようになった。通い始めたフィットネスクラブにはトライア

スロンコースがあったが、当初はここで水泳だけを行っていた。当時、自

分は右脚がないためトライアスロンはできないと思っていたが、海外では

同じ障害でトライアスロンをやっている人が何人もいることを知り、トライ

アスロンにかかわるようになった。2012 年のロンドンパラリンピックは水

泳で出場を目指したが、かなわず、その後トライアスロンに転向した。リオ

デジャネイロパラリンピックにはトライアスロンで出場し入賞した。 

 識別番号 31 は小学校のころから運動好き。マラソン大会はいつも 1 

位か 2 位。体力測定は常に 1 級だった。中学校は柔道部。顧問（担任）

教師の強引な勧誘で柔道部に。3 年でキャプテン。柔道初段。高校では

ペン習字クラブへ。スポーツはほとんどせず。高校卒業後、印刷会社に就

職した。30 歳の時に視覚障害となった。障害者スポーツに関する情報を

一所懸命探し、柔道ができるところを見つけたものの何度も断られた。以

前柔道をしていた時の知り合いがその道場で指導していることが偶然分

かりその人の仲介でようやく道場に通えるようになった。2000 年シドニ

ーパラリンピック入賞。その後、自転車競技を経て陸上競技を行うように

なった。現在は投てき専門の指導者に指導してもらっている。60 歳にな

ったら投てき 5 種目で一般の大会にも出ようと思っている。105 歳まで

にマスターズで記録を残すことが目標である。 

  

BB55、、BB66  

B5、B6 は後天的な障害者で、障害発生前からスポーツを実施してお

り、障害発生後は障害発生前とは違うスポーツをするようになった人で

現在もそのスポーツを実施している人が B5、その後異なったスポーツを

実施するようになり現在に至っている人が B6 である。 

B5 の該当者は識別番号 7、14、15、17、22、23、26、27、29、30、

32、37、41、64、69、70、73、93 の 18 名である。このうち識別番号

29 が最初にやったスポーツは空手、そして中学校の時はバスケットボー

ル部だった。中学校 3 年生の時に交通事故で右大腿切断になった。切断

後、半年くらいで同じ切断の陸上競技選手が会いに来てくれた。車いす

れ、シドニーパラリンピックを目指すことになった。現在も父親が所属して

いる水泳協会が運営するスイミングクラブで子どもたちに水泳指導をし

つつ、自分の練習も行っている。 

識別番号 18 は小学校・中学校とバスケットボール部に所属。中学校

2 年時に骨肉腫を発症し、右膝下から切断。高校時代は、女子バスケット

ボールのマネージャーを務める。部活動を引退した高校 3 年時に、地元

の車いすバスケットボールチームに自ら連絡して練習に参加。入会後、大

学に進学しながら競技を続ける。車いすバスケットボールのジュニア日本

代表に選出され、世界選手権（25 歳以下）に出場した。 

識別番号 20 は中学校・高校一貫の進学校の柔道部に所属、中学校 

1 年時にキャプテンに任命され、そのまま 6 年間務める。高校卒業とと

もに柔道から一時的に離れる。浪人 1 年目に右目の緑内障を発症。右

目の視力を失う。大学に合格して上京。大学 2 年時に左目の緑内障を

発症。友達、家族、大学のサポートも受けながら卒業した。 

当時付き合っていた人に、視覚障害者柔道を紹介されて、取り組み始

めた。その後、世界選手権、北京パラリンピックに出場。2011 年に、起業

する。事業も軌道に乗り、様々な団体・組織の理事をする傍ら、現在は複

数の会社の代表取締役社長を務めている。 

識別番号 36は子どものころから家族でよくスキー場に出かけていた。

小学校 5 年からスノーボードを始め、大学 2 年で本格的に競技をやりた

いと思い、ニュージーランドのキャンプにも参加した。32 歳の時に業務中

の事故により右大腿の 2 分の 1 以上欠損となった。事故で足が欠損して

いるのを見て、自分は義足になると思い、何ができるかと考えやはり「ス

ノーボード」だと思った。入院中に調べていたら、ソチパラリンピックから

スノーボードが種目として採用されることを知り、パラリンピックに出よう

と思った。もともとプロスノーボーダーだったことと、義足のスノーボーダ

ーの友達がいたことも影響した。 

B4 に該当するのは識別番号 1、8、10、24、31、34、39、97 の８名

である。このうち、識別番号 10 は３歳から 10 歳まで水泳をやっていた。

13歳の時骨肉腫により、右大腿部２分の１以上を切断した。切断してから

学校の体育を含め一切スポーツをしてこなかったことから、自分に自信
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る。 

識別番号 57 は子どものころから体を動かすことが好きで学校でロー

ドレースや長距離走、水泳、クロスカントリースキーやアルペンスキーなど

していた。小学校３年ごろ、周囲が視力低下に気づいた。小学校６年の２

学期から高等部までの盲学校を経て短期大学に進学。在学中の 1994

年、盲学校時代の先生からの誘いで長野パラリンピックを目指してバイ

アスロンを始めた。長野パラリンピックではバイアスロンでメダルを獲得

している。特別養護老人ホームに就職していたが、より練習しやすい環境

を求めて企業就職（選手雇用）した。現在は引退し、日本障害者スキー連

盟で障害者スキーの普及活動を行っている。 

識別番号 74 は中学校は柔道部、高校はラグビー部に入った。高校卒

業後は家業を継ぐとともに社会人チームでラグビーを続けた。34 歳の時、

バギー（車体が軽量で最低限の構造を持ち、オフロード走行など悪路走

破性に優れた小型の乗り物）のレース中の事故で脊髄損傷になった。入

院中に出会った車いすリース会社の人から誘いを受け、車いすバスケッ

トボールを始めた。同じ年チェアスキーを体験しこれに熱中するようにな

った。その後 2006 年に車いすカーリングの体験会に参加し、翌年に車

いすカーリングのチームを立ち上げた。2014 年には世界選手権に出場

した。また、2016 年、2022 年に国内で優勝し世界選手権に出場した。

現在車いすカーリングを週に 1～2 回、トレーニングの一環として車いす

バスケットボールも行っている。 

                             （第 1 章担当：藤田紀昭） 

バスケットボールをやろうかと思っていたがこの選手に強く陸上競技を勧

められ、陸上競技をすることにした。最初は地元の義足の人の陸上競技

クラブに入り、高校 2 年からは高校の陸上競技部に入った。高校 3 年

生の時から企業と契約し、プロとして活動。大学 1 年次に 2016 年リ

オパラリンピックに出場した。陸上は自分の体が「あ、もう無理」と思うま

でやりたい。東京大会が終わって悔しい気持ちがあるのでパリこそはと

思っている。それが終われば、きっとロスこそはと考えていると思うとのこ

とであった。 

識別番号69は小学校・中学校・高校と普通学校に通う。小学校 4 年

の時に網膜色素変性症を発症し、それ以降視力、視野が低下する。体育

の授業では球技はボールが自分の視野の外にあるとどう対応していいか

分からず、あたふたしてしまう。そういう姿をみんなの前で見せることが

精神的にきつかった。小学校 1 年から高校 3 年までは剣道をやってい

て、剣道 3 段。高校卒業後、関西の調理師学校に通い調理師免許を取

得。その後、中華料理店に就職したが、視覚障害が原因で退職した。退

職後すぐに、国立障害者リハビリテーションセンターへ入学し、ゴールボ

ールと出会う。2017 年、国立障害者リハビリテーションセンターを卒業

と同時に現在の会社に選手雇用された。東京パラリンピックに出場した。 

B6 に該当するのは識別番号 3、6、19、25、43、47、52、57、74 の

9 名である。この内、識別番号 43 は小学校を卒業するまでは野球をや

っていた。中学校入学前に骨肉腫で片大腿離断。その後中学校・高校・

大学と普通学校に通うが、中学校・高校の体育はほとんどが見学だった。

中学校 2 年の時、親が車いすバスケットボールチームを見つけてくれ、通

うようになった。その車いすバスケットの練習の場に、車いすテニスの関

係者が来てくれ、車いすテニスの講習を受けた。しばらく車いすテニスと

車いすバスケを並行して行っていた。中学校 3 年のころから個人ででき

る車いすテニス一本に絞って行うようになった。高校の間は親に送り迎え

してもらっていたこともあり、テニスはほとんどやっていない。高校を卒業

し、車の免許を取得し、自分で移動ができるようになってからテニスを再

開した。大学 4 年の時、国内トップになり、就職 2 年目にアトランタパ

ラリンピックに出場した。この後のパラリンピックではメダルを獲得してい
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し、車の免許を取得し、自分で移動ができるようになってからテニスを再

開した。大学 4 年の時、国内トップになり、就職 2 年目にアトランタパ

ラリンピックに出場した。この後のパラリンピックではメダルを獲得してい
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子どもと違う方法で参加することに対するコンプレックスが少ない、ある

いはネガティブな体験があってもそれに勝るポジティブな体験がある、③

子どものころから体を動かすことが好き 

 

①① ススポポーーツツのの実実施施にに向向けけてて家家族族のの後後押押しし、、支支援援ががみみらられれるる  

識別番号 11、12、13、50、51、56、59、61、66、67、77、87、94、

99、100 がこれに該当する。先天的な障害があり、家庭生活や学校生活

に関して親をはじめ家族が支援していることは当然のことであるが、その

中で子どものスポーツの実施に際して有形無形の後押しをしている場合

が多々あった。識別番号 11 は子どものころから義足で、そのことがコン

プレックスとなり体育の授業にはあまり参加できなかったものの、父や兄

がスポーツ好きで、彼らがスポーツをしているのを見て自分も関わりた

いと考えていた。識別番号 13 は学校体育のすべてに参加していたが、こ

れは親が学校側と協議して体育への参加を依頼していた。識別番号 50

は兄の影響で体操教室やスイミングに通うようになった。識別番号 51 は

姉の影響で小学校 5 年生からハンドボールを行うようになった。識別番

号 56 は兄の影響で柔道を始め、識別番号 59 は兄の影響でスイミング

スクールに通うようになった。識別番号 60 はスポーツ一家で 2 歳からス

キー、5 歳からラグビーを始めた。識別番号 61 は父親のスポーツが好き

の影響を受けて卓球を始めた。識別番号 66 は母親がスイミングスクー

ルのインストラクターで 1 歳半からスイミングを始めた。識別番号 67 は

生まれて 5 か月目から療育を開始した。母親が療育のプログラムの様子

を見てこの子は泳げると判断し、その延長でスイミングに行くようになっ

た。識別番号 77 の父親はスイミングスクールのコーチで 3 歳から父親

が勤めるスイミングスクールに通うようになった。識別番号 87 は様々な

スポーツに挑戦しているが、常に父親がサポートを行っていた。識別番号

94 は父親が海好きで、一緒に海に行くことがあったことからスイミングに

通うようになった。識別番号 99 は姉の後押しを受け、バドミントンを始め

た。識別番号 100 は小学校の時、父親の勧めで軟式野球チームに入っ

た。 

 

スポーツを始める前の状況（スポーツに関心があるか否か） 

 

11..  傾傾向向  

 

第 1 の視点（条件）は障害のある人がスポーツを始める前提条件とい

える。これについては、インタビューした 100 名のうち、7 名（識別番号

16、40、42、63、78、83、92）を除く 93 名がパラスポーツまたはスポ

ーツに関心や興味があった、あるいはスポーツや体を動かすことが好き

だった、もしくは嫌いではなかったとみることができる。このことから障害

のある人がスポーツを実施するためにはまず、スポーツに関心があるこ

とが重要な条件といえる。スポーツに関心がなければ次の視点（条件）で

ある障害者スポーツに関する情報を探そうとしないであろうし、情報がも

たらされたとしても、スポーツへ気持ちが向くこともないと考えられる。ま

た、後天的障害者で受傷前にスポーツにまったく関心がなかった人やス

ポーツ嫌いだった人が受傷後、スポーツにすぐに関心を持つことは難し

いと考えられるためである。 

 

22..  ススポポーーツツにに関関心心ががああるる人人、、好好ききだだっったた人人、、嫌嫌いいででははななかかっったた人人のの事事例例  

 

まず、スポーツに関心があったり、好きだったり、嫌いではなかったとい

う人の特徴を先天的な障害者と後天的な障害者に分けて見てみる。 

 

【【先先天天的的障障害害者者  00 歳歳～～55 歳歳でで障障害害をを負負っったた人人をを含含むむ】】  

先天的障害者でスポーツに関心があった人に見られるタイプを二つに

分けることができる。一つは体を動かすことや運動やスポーツが好きだと

いうタイプ、もう一つはスポーツにそれほど関心があったわけではないが

嫌いでもないというタイプである。いずれも、スポーツを始めるにあたっ

てスポーツ実施に対する心理的ハードルが低いことが共通点である。こ

れらに関係する要因としては以下の 3 点があげられる。①スポーツの実

施に向けて家族の後押し、支援がある、②普通学校に通っていた人は体

育には可能な範囲で参加しており、さらにそこでは体を動かすことや他の
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育には可能な範囲で参加しており、さらにそこでは体を動かすことや他の
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先天的聴覚障害の人についてみてみる。識別番号 80 は小学校 3 年

までろう学校、その後普通学校に転校し、中学校ではサッカー部、高校で

ハンドボール部に入りプレーした。そののち、デフハンドボールと出会って

いる。識別番号 81 は幼稚部から特別支援学校に通い、スポーツが大好

きでバレーボールや陸上部に所属した。識別番号 88 は学校期にはスポ

ーツには無縁だったが（自分にはスポーツは難しいと思っていた）、障害

者水泳部員募集のポスターを偶然見つけ「自分がスポーツをやっていい

んだ！」と認識でき、水泳を始めた。この場合はスポーツが嫌いではない

ものの自分には関係のないものと認識していたようである。識別番号 90

は小学校・中学校・高校と普通学校に通いバスケットや軟式テニスに取り

組んだ。ろう学校専攻科に入学後にデフバドミントンを行うようになる。識

別番号 94 は小学校からろう学校に進み、水泳を始めている。識別番号

96 はラグビーを始めたのちにデフラグビーの存在を知る。そもそもラグ

ビーが好きで、障害のない人とラグビーをしていた。識別番号 99 は幼稚

部はろう学校、小学校からは普通学校に通い、そこでバドミントンと出会

う。識別番号 100 はろう学校中学部でバレーボールチームに入っている。

聴覚障害では、このようにろう学校でデフスポーツに直接出会う場合、普

通学校でスポーツに出会い、その後デフスポーツに出会うケースが見い

だせた。いずれにしてもスポーツに関心があり、始めていることが分かる。 

 

③③ 子子どどももののこころろかからら体体をを動動かかすすここととがが好好きき  

 識別番号 4、68、62、81、100 らがこれにあたる。スポーツを始めた経

緯について聞いた質問に対して「子どものころから体を動かすのが好き

だったと答えている。この資質がその後のスポーツ活動を促進させたこと

は想像に難くない。 

 

【後天的障害者】 

次に、後天的障害者の障害を持つ前のスポーツ実施状況（関心の有

無）についてみていく。後天的障害者 49 名のうち 46 名（93.9％）は障

害が発生する前に学校の部活動や民間や地域のスポーツクラブでスポ

ーツを実施していた。つまり、スポーツに対して何らかの関心があり、障

②② 普普通通学学校校にに通通っってていいたた人人はは、、体体育育やや部部活活ににはは可可能能なな範範囲囲でで参参加加ししてて

おおりり、、ささららににそそここでではは体体をを動動かかすすここととやや他他のの子子どどももとと異異ななるる方方法法でで参参

加加すするるここととにに対対すするるココンンププレレッッククススがが少少なないい。。ああるるいいははネネガガテティィブブなな体体

験験ががああっっててももそそれれにに勝勝るるポポジジテティィブブなな体体験験ががああるる。。  

まず肢体障害についてみてみる。識別番号 4、12、13、33、49、51、

58、60、61、76、78、84、87 は体に障害があるものの学校体育には

参加していた。このうち、識別番号 4、12、13、33、58、61、76、78、84

は脳性麻痺や、骨形成不全、二分脊椎などの障害であり、他の生徒とま

ったく同じようにはできないが、授業の中でできる部分に参加したり、同

じようにはできないが工夫をして参加していた。また他の生徒との体力差

が出てきたときには参加できなくなるものが増える場合もあったが（特に

チームスポーツにおいて）、その際はそれまでとは違った工夫で参加して

いたり、特別支援学校に移ることでこれを回避しているケースが見られた。

識別番号 49、51、60 は上肢欠損あるいは機能障害や手指欠損で工夫

は必要だが体育やスポーツの参加の大きな障害とはなっていなかった。 

先天的な視覚障害についてみてみる。弱視で普通学校に通学してい

た識別番号 38 は小学校から高校まで普通学校に通った。体育では特に

球技系の種目で苦労した。しかし、これとは別にスイミングスクールに通

い、スポーツに関して自分の居場所があったといえる。識別番号 54、62、

65 は小学校まで普通学校に通い、中学校以降は特別支援学校に通い、

視覚障害に配慮した競技を実施することができている。識別番号 85 は

高校まで普通学校に通学しているが、ある程度視力があったため体育や

部活動の球技種目であってもそれほど苦労なく参加していた。識別番号

86 は大学まで普通学校に通学し、短期間ではあるが、サッカーやミニバ

スケットにも参加した経験がある。運動会でリレーメンバーに選ばれたと

き「障害があるのに何であいつが選ばれるんだ」という友人の言葉を聞

いてから運動やスポーツに消極的になったが、中学時代には友人と一緒

に卓球部にも所属している。就職後、視力低下が著しくなってから盲学

校に入り、ブラインドソフトボールをするようになった。識別番号 89 と 91

は幼稚部から高等部まで特別支援学校に通学し、体育の授業でゴール

ボールなど視覚障害者用のスポーツを経験している。 
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が出てきたときには参加できなくなるものが増える場合もあったが（特に

チームスポーツにおいて）、その際はそれまでとは違った工夫で参加して

いたり、特別支援学校に移ることでこれを回避しているケースが見られた。

識別番号 49、51、60 は上肢欠損あるいは機能障害や手指欠損で工夫

は必要だが体育やスポーツの参加の大きな障害とはなっていなかった。 

先天的な視覚障害についてみてみる。弱視で普通学校に通学してい

た識別番号 38 は小学校から高校まで普通学校に通った。体育では特に

球技系の種目で苦労した。しかし、これとは別にスイミングスクールに通

い、スポーツに関して自分の居場所があったといえる。識別番号 54、62、

65 は小学校まで普通学校に通い、中学校以降は特別支援学校に通い、

視覚障害に配慮した競技を実施することができている。識別番号 85 は

高校まで普通学校に通学しているが、ある程度視力があったため体育や

部活動の球技種目であってもそれほど苦労なく参加していた。識別番号

86 は大学まで普通学校に通学し、短期間ではあるが、サッカーやミニバ

スケットにも参加した経験がある。運動会でリレーメンバーに選ばれたと

き「障害があるのに何であいつが選ばれるんだ」という友人の言葉を聞

いてから運動やスポーツに消極的になったが、中学時代には友人と一緒

に卓球部にも所属している。就職後、視力低下が著しくなってから盲学

校に入り、ブラインドソフトボールをするようになった。識別番号 89 と 91

は幼稚部から高等部まで特別支援学校に通学し、体育の授業でゴール

ボールなど視覚障害者用のスポーツを経験している。 
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ない人がいる」ということに救われた感覚があり、見えなくてもこれだけ

動ける、ということで前向きな気持ちが持てた。その後、高校時代に友達

の誘いを受けゴールボールを始めた。 

識別番号78は先天的な肢体不自由（骨形成不全症）である。小学校・

中学校・高校と普通学校に通学していた。学年が進むにつれ、他の生徒

と体力差が出始め、体育は別メニューで実施していた。さらに障害特性

から骨折しやすく年に 1～2 回は骨折をしており、骨折することが怖くス

ポーツには関心がなかった。その後大学在学中にビームライフルを知る

機会があり、練習をするようになった。障害に起因する骨折を恐れスポー

ツに関心がなかったものの、障害の影響を受けにくい競技との出会いが

スポーツへの関心を呼び起こしたといえる。 

識別番号 92 は 5 歳の時に目の病気にかかり、小学校 2 年生で急激

に見えにくくなった。小学校から、高校までは普通学校に通ったが、体育

は困りごとが多く、特に球技ではボールが当たってメガネが割れるなど怖

い思い出しかなく大嫌いだった。しかし、大学で視覚障害者向けのスポ

ーツを体験したことにより、「見えなかったからできなかっただけで、それ

ほど極端に運動神経が悪いわけではなかった」と思えるようになり、それ

以降体育がすごく楽しくなった。その後はマラソンや、クライミングにも挑

戦した。当時、マラソンで伴走してくれた人が今の夫である。目が見えて

いたころ、芸能人が社交ダンスをやっているのを見て憧れるとともに、や

ってみたいと思うようになった。結婚後、視覚障害者の社交ダンスがある

ことを友達から聞き、たまたま居住地に近いところにブラインドダンスの

サークルがあり、体験に行った。現在も週 2 回程度レッスンを受けている。 

 

これら 5 人に共通するのはスポーツや体育において何らかの否定的な

感情を持っていたという点である。障害のない同級生たちと一緒に配慮

なく参加することでケガをしたり、勝ち負けにこだわるあまり、疎外感を持

つに至ったり、あるいは視覚障害があることで正しいスポーツの認識を

持てなかったことなどである。インクルーシブ教育、インクルーシブ体育、

インクルーシブスポーツは共生社会実現において重要な概念ではある。

しかし、そこには適切な配慮がなされるという前提条件が不可欠である。

害発生後行うスポーツと同じかどうかは別として日常的にスポーツを実

施していたことになる。このうち 10 人は「最初はどのようにしてスポーツ

を始めましたか？」という質問に対して、「もともと、運動やスポーツ、体を

動かすことが好きだった」という趣旨の回答をしている。今回インタビュー

した多くの後天的障害者の皆さんは、そもそも運動に親しむ習慣があり、

障害が発生したのちもスポーツを続けていることがわかる。 

ただし、このうち識別番号 95 は小学校時代、週 1 回程度、サッカーやテ

ニス、スイミングなどに通っていたが、目が見えにくくなったため、中学校

では運動部に入らず、その後の体育の授業も積極的には参加しなかった

と述べている。その後、大学で同世代の柔道をやっている視覚障害者と

出会い、本人も柔道を始めた。障害が原因でスポーツ活動に積極的では

なくなったものの、視覚障害者のためのスポーツに出会ったことでスポー

ツを再開している。 

 

33..  ススポポーーツツにに関関心心ががななかかっったた人人、、嫌嫌いいだだっったた人人のの事事例例  

  

【【先先天天的的障障害害者者  00 歳歳～～55 歳歳でで障障害害をを負負っったた人人をを含含むむ】】  

先天的障害者でスポーツや運動に関心がなかった 5 名についてみて

みる。識別番号 16 は先天的に重い障害（脳性麻痺）があり、小学校(一

般学校)において、体育の時間、同級生が勝ち負けにこだわるようになり

始めてから、人間不信に陥り、スポーツに関心が持てなくなっている。 

識別番号 40 は先天的な視覚障害であり、視覚特別支援学校で柔道

に誘われるが、やり投げのように人を投げるイメージしかなく、断り続けて

いた。中学校 3 年の時にバンド活動の一環として腹筋強化が必要だと感

じ、体育の授業で経験していた柔道が役に立つと思い柔道を始めた。視

覚障害に起因するスポーツのイメージの乏しさがスポーツに関心を持て

なかった背景にあったといえる。 

識別番号 63 は先天的な視覚障害であり、高校まではスポーツは無縁

の生活を送っていた。小学校低学年までは普通学校に通い視覚障害が

あることで劣等感が強く、目立ちたくないという思いがあり、体育の授業

もよく見学していた。視覚特別支援学校に移ってから「自分以外にも見え
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ない人がいる」ということに救われた感覚があり、見えなくてもこれだけ

動ける、ということで前向きな気持ちが持てた。その後、高校時代に友達

の誘いを受けゴールボールを始めた。 

識別番号78は先天的な肢体不自由（骨形成不全症）である。小学校・

中学校・高校と普通学校に通学していた。学年が進むにつれ、他の生徒

と体力差が出始め、体育は別メニューで実施していた。さらに障害特性

から骨折しやすく年に 1～2 回は骨折をしており、骨折することが怖くス

ポーツには関心がなかった。その後大学在学中にビームライフルを知る

機会があり、練習をするようになった。障害に起因する骨折を恐れスポー

ツに関心がなかったものの、障害の影響を受けにくい競技との出会いが

スポーツへの関心を呼び起こしたといえる。 

識別番号 92 は 5 歳の時に目の病気にかかり、小学校 2 年生で急激

に見えにくくなった。小学校から、高校までは普通学校に通ったが、体育

は困りごとが多く、特に球技ではボールが当たってメガネが割れるなど怖

い思い出しかなく大嫌いだった。しかし、大学で視覚障害者向けのスポ

ーツを体験したことにより、「見えなかったからできなかっただけで、それ

ほど極端に運動神経が悪いわけではなかった」と思えるようになり、それ

以降体育がすごく楽しくなった。その後はマラソンや、クライミングにも挑

戦した。当時、マラソンで伴走してくれた人が今の夫である。目が見えて

いたころ、芸能人が社交ダンスをやっているのを見て憧れるとともに、や

ってみたいと思うようになった。結婚後、視覚障害者の社交ダンスがある

ことを友達から聞き、たまたま居住地に近いところにブラインドダンスの

サークルがあり、体験に行った。現在も週 2 回程度レッスンを受けている。 

 

これら 5 人に共通するのはスポーツや体育において何らかの否定的な

感情を持っていたという点である。障害のない同級生たちと一緒に配慮

なく参加することでケガをしたり、勝ち負けにこだわるあまり、疎外感を持

つに至ったり、あるいは視覚障害があることで正しいスポーツの認識を

持てなかったことなどである。インクルーシブ教育、インクルーシブ体育、

インクルーシブスポーツは共生社会実現において重要な概念ではある。

しかし、そこには適切な配慮がなされるという前提条件が不可欠である。

害発生後行うスポーツと同じかどうかは別として日常的にスポーツを実

施していたことになる。このうち 10 人は「最初はどのようにしてスポーツ

を始めましたか？」という質問に対して、「もともと、運動やスポーツ、体を

動かすことが好きだった」という趣旨の回答をしている。今回インタビュー

した多くの後天的障害者の皆さんは、そもそも運動に親しむ習慣があり、

障害が発生したのちもスポーツを続けていることがわかる。 

ただし、このうち識別番号 95 は小学校時代、週 1 回程度、サッカーやテ

ニス、スイミングなどに通っていたが、目が見えにくくなったため、中学校

では運動部に入らず、その後の体育の授業も積極的には参加しなかった

と述べている。その後、大学で同世代の柔道をやっている視覚障害者と

出会い、本人も柔道を始めた。障害が原因でスポーツ活動に積極的では

なくなったものの、視覚障害者のためのスポーツに出会ったことでスポー

ツを再開している。 

 

33..  ススポポーーツツにに関関心心ががななかかっったた人人、、嫌嫌いいだだっったた人人のの事事例例  

  

【【先先天天的的的的障障害害者者  00 歳歳～～55 歳歳でで障障害害をを負負っったた人人をを含含むむ】】  

先天的障害者でスポーツや運動に関心がなかった 5 名についてみて

みる。識別番号 16 は先天的に重い障害（脳性麻痺）があり、小学校(一

般学校)において、体育の時間、同級生が勝ち負けにこだわるようになり

始めてから、人間不信に陥り、スポーツに関心が持てなくなっている。 

識別番号 40 は先天的な視覚障害であり、視覚特別支援学校で柔道

に誘われるが、やり投げのように人を投げるイメージしかなく、断り続けて

いた。中学校 3 年の時にバンド活動の一環として腹筋強化が必要だと感

じ、体育の授業で経験していた柔道が役に立つと思い柔道を始めた。視

覚障害に起因するスポーツのイメージの乏しさがスポーツに関心を持て

なかった背景にあったといえる。 

識別番号 63 は先天的な視覚障害であり、高校まではスポーツは無縁

の生活を送っていた。小学校低学年までは普通学校に通い視覚障害が

あることで劣等感が強く、目立ちたくないという思いがあり、体育の授業

もよく見学していた。視覚特別支援学校に移ってから「自分以外にも見え
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されている。青森には行ったことがないので、ぜひ出場したいと考えてい

る。 

識別番号 83 は 10 歳の時事故により右上腕欠損となった。その後の

体育の授業は小学校・中学校ともほぼ見学だった。高校ではマラソンの

みに参加した。スポーツは嫌いではなかったが、「体育は自分にはできな

いもの」と思っていた。学校を卒業して、就職してからもスポーツには関

心がなく、たまに同僚とスキーに行くぐらいだった。旅先で馬に乗ってハイ

キングをする「外乗」があり、興味があったが、片腕では無理だとあきらめ

ていた。夫から障害者でも馬に乗れるらしいという情報がもたらされ、障

害者も受け入れてくれる乗馬クラブを見つけた。その後、週 1 回のグルー

プレッスンを受けるようになった。現在では契約社員（選手雇用）となり、

週 3 日～4 日のトレーニングを実施している。 

 

44..  ままととめめ 

 

肢体障害、視覚障害、聴覚障害が先天的な人たちに共通することとし

て、障害の程度とスポーツを実施する場の特徴がスポーツ経験の評価

（ポジティブかネガティブか）に影響を与えていることがあげられる。障害

の程度が軽く、障害のない子どもと混ざってチームスポーツに参加する

のに支障がなければその経験がネガティブな経験にはなりにくく、参加に

支障があった場合、ネガティブな経験となるケースがある。そして、障害

の進行や周りの子どもたちとの体力差が大きくなることがその原因となっ

ている例が複数見られた。また、障害が重くても適切な配慮があり、周り

の子どもたちからもそのことに対する批判等がなければ障害のあること

に対するコンプレックスやネガティブな評価になりにくいといえる。逆に適

切な配慮がなかったり、他の子どもたちからの批判（心無い言動）などが

障害のある子どもにとって、スポーツや体育がネガティブな経験となるこ

とが示唆されている。 

さらに、各特別支援学校では障害に配慮された体育や部活動が実施

されている場合が多く、ネガティブな経験にはなりにくいことが考えられ

る。このうち、視覚特別支援学校では陸上競技や水泳のような個人競技

できるだけスポーツ嫌い、体育嫌いを生み出さないよう、適切に「アダプ

テッド」することで参加者に否定的な感情を持たせないことは非常に重要

な視点だといえる。いったんスポーツが嫌いになったり、無関心となると

そうした人たちにスポーツに参加してもらうのは非常に難しいためである。 

最後に、スポーツに関心はあったが、体育は見学が多く、好きではなか

ったという識別番号 5 に触れておく。彼はスポーツには関心があり、父親

とキャッチボールをしたり、野球を見に行ったりもしていた。リハビリテー

ションを兼ねて３歳から６歳までスイミングクラブにも通っていた。学校体

育も低学年のうちは他の子どもと一緒に参加していた。しかし、高学年に

なり、体力差やできることに差が出てきたころから見学が多くなり、運動

会も見学したり、運動会当日は休んだりすることもあった。障害が原因で

実施できない内容なのに、配慮もなく、成績も悪くつけられ、納得がいか

なかった。運動やスポーツに関心があってやりたいのに、配慮がないため

に参加する意欲が失せてしまったのではないかと推測される。高校卒業

後に体力づくりのために以前やっていた水泳を再開し、その後、陸上競

技に取り組むようになった。「学校時代もスポーツは嫌いではなかったが

やれなかった」という言葉は悲痛な叫びとして響く。 

 

【【後後天天的的障障害害者者】】  

次に、障害発生前にスポーツに関心がなく、日常的なスポーツ活動を

していなかったにもかかわらず、障害発生後スポーツをするようになった

2 人についてみてみる。 

識別番号 42 はスポーツが嫌いなわけではなかったが、まったくやって

いなかった。31 歳の時に網膜色素変性症を発生していることが明らかに

なった。30 代半ばころに、視覚障害当事者のサークルの活動で地元の

図書館でサウンドテーブルテニスをやるという情報をもらい、参加したの

が最初である。この時、パラスポーツ指導員から指導を受けた。その後、

交流大会に出場し、好成績を残すことができ、この競技に取り組むように

なった。その後は全国障害者スポーツ大会や地区のサウンドテーブルテ

ニス大会に出場している。競技を続ける中でいろいろな人と出会うことに

楽しさを感じている。2026 年に青森で全国障害者スポーツ大会が予定
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されている。青森には行ったことがないので、ぜひ出場したいと考えてい

る。 

識別番号 83 は 10 歳の時事故により右上腕欠損となった。その後の

体育の授業は小学校・中学校ともほぼ見学だった。高校ではマラソンの

みに参加した。スポーツは嫌いではなかったが、「体育は自分にはできな

いもの」と思っていた。学校を卒業して、就職してからもスポーツには関

心がなく、たまに同僚とスキーに行くぐらいだった。旅先で馬に乗ってハイ

キングをする「外乗」があり、興味があったが、片腕では無理だとあきらめ

ていた。夫から障害者でも馬に乗れるらしいという情報がもたらされ、障

害者も受け入れてくれる乗馬クラブを見つけた。その後、週 1 回のグルー

プレッスンを受けるようになった。現在では契約社員（選手雇用）となり、

週 3 日～4 日のトレーニングを実施している。 

 

44..  ままととめめ 

 

肢体障害、視覚障害、聴覚障害が先天的な人たちに共通することとし

て、障害の程度とスポーツを実施する場の特徴がスポーツ経験の評価

（ポジティブかネガティブか）に影響を与えていることがあげられる。障害

の程度が軽く、障害のない子どもと混ざってチームスポーツに参加する

のに支障がなければその経験がネガティブな経験にはなりにくく、参加に

支障があった場合、ネガティブな経験となるケースがある。そして、障害

の進行や周りの子どもたちとの体力差が大きくなることがその原因となっ

ている例が複数見られた。また、障害が重くても適切な配慮があり、周り

の子どもたちからもそのことに対する批判等がなければ障害のあること

に対するコンプレックスやネガティブな評価になりにくいといえる。逆に適

切な配慮がなかったり、他の子どもたちからの批判（心無い言動）などが

障害のある子どもにとって、スポーツや体育がネガティブな経験となるこ

とが示唆されている。 

さらに、各特別支援学校では障害に配慮された体育や部活動が実施

されている場合が多く、ネガティブな経験にはなりにくいことが考えられ

る。このうち、視覚特別支援学校では陸上競技や水泳のような個人競技

できるだけスポーツ嫌い、体育嫌いを生み出さないよう、適切に「アダプ

テッド」することで参加者に否定的な感情を持たせないことは非常に重要

な視点だといえる。いったんスポーツが嫌いになったり、無関心となると

そうした人たちにスポーツに参加してもらうのは非常に難しいためである。 

最後に、スポーツに関心はあったが、体育は見学が多く、好きではなか

ったという識別番号 5 に触れておく。彼はスポーツには関心があり、父親

とキャッチボールをしたり、野球を見に行ったりもしていた。リハビリテー

ションを兼ねて３歳から６歳までスイミングクラブにも通っていた。学校体

育も低学年のうちは他の子どもと一緒に参加していた。しかし、高学年に

なり、体力差やできることに差が出てきたころから見学が多くなり、運動

会も見学したり、運動会当日は休んだりすることもあった。障害が原因で

実施できない内容なのに、配慮もなく、成績も悪くつけられ、納得がいか

なかった。運動やスポーツに関心があってやりたいのに、配慮がないため

に参加する意欲が失せてしまったのではないかと推測される。高校卒業

後に体力づくりのために以前やっていた水泳を再開し、その後、陸上競

技に取り組むようになった。「学校時代もスポーツは嫌いではなかったが

やれなかった」という言葉は悲痛な叫びとして響く。 

 

【後天的障害者】 

次に、障害発生前にスポーツに関心がなく、日常的なスポーツ活動を

していなかったにもかかわらず、障害発生後スポーツをするようになった

2 人についてみてみる。 

識別番号 42 はスポーツが嫌いなわけではなかったが、まったくやって

いなかった。31 歳の時に網膜色素変性症を発生していることが明らかに

なった。30 代半ばころに、視覚障害当事者のサークルの活動で地元の

図書館でサウンドテーブルテニスをやるという情報をもらい、参加したの

が最初である。この時、パラスポーツ指導員から指導を受けた。その後、

交流大会に出場し、好成績を残すことができ、この競技に取り組むように

なった。その後は全国障害者スポーツ大会や地区のサウンドテーブルテ

ニス大会に出場している。競技を続ける中でいろいろな人と出会うことに

楽しさを感じている。2026 年に青森で全国障害者スポーツ大会が予定
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第 3 章 

スポーツキャリアパターンにみる 

スポーツ開始時のきっかけと継続 

   

は個人で練習に取り組みやすい。ゴールボールやフロアバレーボール・ブ

ラインドサッカー・サウンドテーブルテニスなどは、視覚障害特有の競技

であり、多くの視覚障害者は特別支援学校で初めて経験することになる。  

聴覚障害の場合には障害のない人のスポーツと大きくルールが異なる

競技は少なく、普通学校から特別支援学校への移行、特別支援学校から

普通学校への移行、学校卒業後のスポーツ実施にスムーズにつながる可

能性が高い。肢体障害は障害の内容や程度が非常に多様であり、一概

にまとめることが難しい。多くの場合、学校外でのスポーツの場があるこ

とが継続の鍵になっていると考えられる。 

後天的障害者で障害発生後もスポーツを続けている多くの人は、障害

発生前に日常的にスポーツを楽しむ経験を積んでいた。そうした経験が

障害発生後もスポーツに向かう気持ちにさせている可能性がある。また、

スポーツにあまり関心がなかった人で障害発生後スポーツを行うように

なった人は友達がスポーツに誘ってくれたことがきっかけになったり、障

害に合ったスポーツを体験することで自分にもスポーツができるという認

識が持て、スポーツ実施につながった人がいた。先天的な障害者と同様

に、障害発生後、障害に配慮のない形で障害のない人とスポーツをする

ことでネガティブな経験をし、スポーツから遠ざかってしまった人もいた。

適切な環境で、障害に配慮されたスポーツを実施することでスポーツに

対するネガティブな意識を持たずにスポーツを継続的に実施できる可能

性が示唆されている。 

                              （第 2 章担当：藤田紀昭） 
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ソフトボールを障害のない人と一緒にやっていた。その後、パラスポー

ツとしてパラバドミントンを始め、現在も継続している。パラスポーツに関

する情報は、パラバドミントンのチームメートであり、会社の同僚から入手

した。 

③〈識別番号１５〉50 歳代男性。左上肢機能障害。障害発生年齢は10 歳

代後半。スポーツキャリアパターンは B５。 

障害発生前はバスケットボールをしていた。障害発生後、パラ水泳に

出会い、現在も継続している。パラスポーツに関する情報は、パラ水泳の

指導者から入手した。 

 

20 歳代、30 歳代では、パラスポーツ関係者（パラスポーツ指導者や

パラスポーツ協会、パラスポーツ選手、リハビリテーションセンター、障害

者スポーツセンターなど）や学校関係者（教師や学校仲間など）が多かっ

た。 

〈事例〉 

①〈識別番号２１〉30 歳代男性。右上腕欠損（先天的障害）。スポーツキャ

リアパターンは A３。 

当初は、障害のない人とバドミントンをしていたが、その後、パラバドミ

ントンに転向して、国際大会にも出場した。パラスポーツに関する情報は

パラバドミントンの指導者が提供した。 

②〈識別番号９５〉30 歳代男性。視覚障害。障害発生年齢は 10 歳代後

半。スポーツキャリアパターンは B２。 

障害発生前はスポーツを実施していなかった。障害発生後、パラ柔道

に出会ったが、その後、パラローイングに転向した。パラスポーツに関する

情報は、大学時代からの友人であるパラ柔道選手から入手した。 

③〈識別番号８９〉30 歳代男性。視覚障害（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A２。 

ブラインドサッカーに出会い、現在も継続している。パラスポーツに関

する情報は、特別支援学校小学部在籍時の担任教員から入手した。 

 

  

スポーツを始めたきっかけ、及びその後の継続に影響を与えた要因

について検討する。 

 

以下、４つの視点で概観した。 

①情報提供者→パラスポーツに関する情報を提供した人 

②開始時重要他者→パラスポーツ開始時に重要な役割を果たした人 

③開始場所→パラスポーツを始めた場所 

④継続時重要他者→パラスポーツ継続時に重要な役割を果たした人 

 

11．．  情情報報提提供供者者  

 

パラスポーツ選手や学校外の仲間、学校関連の指導者、パラスポーツ

指導者や競技団体関係者などが情報提供者になっていることが多かっ

た。 

 

11..11  年年代代別別  

情報提供者を年代別にみると、50～69 歳では、パラスポーツ関係者

（パラスポーツ指導者やパラスポーツ協会、パラスポーツ選手、リハビリテ

ーションセンター、障害者スポーツセンターなど）が多かった。40 歳代で

は、パラスポーツ関係者（パラスポーツ指導者やパラスポーツ協会、パラ

スポーツ選手、リハビリテーションセンター、障害者スポーツセンターなど）

やメディアが多かった。 

〈事例〉 

①〈識別番号８８〉50 歳代女性。聴覚障害（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A1。 

初めて出会ったパラスポーツは水泳で、現在も継続している。パラスポ

ーツに関する情報は、所属している障害者水泳クラブのメンバーが提供

した。 

②〈識別番号３３〉60 歳代女性。二分脊椎症（先天的障害）。スポーツキ

ャリアパターンは A５。 
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ソフトボールを障害のない人と一緒にやっていた。その後、パラスポー

ツとしてパラバドミントンを始め、現在も継続している。パラスポーツに関

する情報は、パラバドミントンのチームメートであり、会社の同僚から入手

した。 

③〈識別番号１５〉50 歳代男性。左上肢機能障害。障害発生年齢は10 歳

代後半。スポーツキャリアパターンは B５。 

障害発生前はバスケットボールをしていた。障害発生後、パラ水泳に

出会い、現在も継続している。パラスポーツに関する情報は、パラ水泳の

指導者から入手した。 

 

20 歳代、30 歳代では、パラスポーツ関係者（パラスポーツ指導者や

パラスポーツ協会、パラスポーツ選手、リハビリテーションセンター、障害

者スポーツセンターなど）や学校関係者（教師や学校仲間など）が多かっ

た。 

〈事例〉 

①〈識別番号２１〉30 歳代男性。右上腕欠損（先天的障害）。スポーツキャ

リアパターンは A３。 

当初は、障害のない人とバドミントンをしていたが、その後、パラバドミ

ントンに転向して、国際大会にも出場した。パラスポーツに関する情報は

パラバドミントンの指導者が提供した。 

②〈識別番号９５〉30 歳代男性。視覚障害。障害発生年齢は 10 歳代後

半。スポーツキャリアパターンは B２。 

障害発生前はスポーツを実施していなかった。障害発生後、パラ柔道

に出会ったが、その後、パラローイングに転向した。パラスポーツに関する

情報は、大学時代からの友人であるパラ柔道選手から入手した。 

③〈識別番号８９〉30 歳代男性。視覚障害（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A２。 

ブラインドサッカーに出会い、現在も継続している。パラスポーツに関

する情報は、特別支援学校小学部在籍時の担任教員から入手した。 

 

  

スポーツを始めたきっかけ、及びその後の継続に影響を与えた要因

について検討する。 

 

以下、４つの視点で概観した。 

①情報提供者→パラスポーツに関する情報を提供した人 

②開始時重要他者→パラスポーツ開始時に重要な役割を果たした人 

③開始場所→パラスポーツを始めた場所 

④継続時重要他者→パラスポーツ継続時に重要な役割を果たした人 

 

11．．  情情報報提提供供者者  

 

パラスポーツ選手や学校外の仲間、学校関連の指導者、パラスポーツ

指導者や競技団体関係者などが情報提供者になっていることが多かっ

た。 

 

11..11  年年代代別別  

情報提供者を年代別にみると、50～69 歳では、パラスポーツ関係者

（パラスポーツ指導者やパラスポーツ協会、パラスポーツ選手、リハビリテ

ーションセンター、障害者スポーツセンターなど）が多かった。40 歳代で

は、パラスポーツ関係者（パラスポーツ指導者やパラスポーツ協会、パラ

スポーツ選手、リハビリテーションセンター、障害者スポーツセンターなど）

やメディアが多かった。 

〈事例〉 

①〈識別番号８８〉50 歳代女性。聴覚障害（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A1。 

初めて出会ったパラスポーツは水泳で、現在も継続している。パラスポ

ーツに関する情報は、所属している障害者水泳クラブのメンバーが提供

した。 

②〈識別番号３３〉60 歳代女性。二分脊椎症（先天的障害）。スポーツキ

ャリアパターンは A５。 
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11..33  障障害害発発生生年年齢齢別別  

情報提供者を障害発生年齢別にみると、0～5 歳では、パラスポーツ

関係者（パラスポーツ指導者やパラスポーツ協会、パラスポーツ選手、リ

ハビリテーションセンター、障害者スポーツセンターなど）や学校関係者

（教師や学校仲間など）、家族・親族が多かった。6～20 歳では、パラス

ポーツ関係者（パラスポーツ指導者やパラスポーツ協会、パラスポーツ選

手、リハビリテーションセンター、障害者スポーツセンターなど）やメディア

が多かった。21 歳以上では、パラスポーツ関係者（パラスポーツ指導者

やパラスポーツ協会、パラスポーツ選手、リハビリテーションセンター、障

害者スポーツセンターなど）が多かった。 

〈事例〉 

①〈識別番号４０〉30 歳代女性。視覚障害（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A１。 

初めて出会ったパラスポーツがパラ柔道で、現在も継続している。パラ

スポーツに関する情報は、弟から聞いた。 

②〈識別番号６６〉20 歳代男性。脳性麻痺（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A２。 

初めて出会ったパラスポーツはパラ水泳だった。現在は自転車競技に

取り組んでいる。パラスポーツに関する情報は母親が提供した。 

③〈識別番号４６〉20 歳代女性。脳性麻痺（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A２。 

初めて出会ったパラスポーツは車いすバスケットボールだったが、現在

はボッチャに取り組んでいる。パラスポーツに関する情報は、当時通って

いた特別支援学校で聞いた。 

④〈識別番号３６〉40歳代男性。右大腿半分が欠損。障害発生年齢は32

歳。スポーツキャリアパターンは B３。 

障害発生前はスキーやスノーボードをしていた。障害発生後、パラスノ

ーボードに取り組み、現在も継続している。パラスポーツに関する情報は、

障害発生後に出会った義肢装具士が提供した。 

⑤〈識別番号３０〉30 歳代男性。片大腿切断。障害発生年齢は 21 歳。ス

ポーツキャリアパターンは B５。 

11..22  障障害害種種別別  

情報提供者を障害種別にみると、脊髄損傷や二分脊椎症、切断や機

能障害ではパラスポーツ関係者（パラスポーツ指導者やパラスポーツ協

会、パラスポーツ選手、リハビリテーションセンター、障害者スポーツセン

ターなど）が多く、視覚障害では学校関係者（教師や学校仲間など）が多

かった。 

〈事例〉 

①〈識別番号８２〉40 歳代男性。二分脊椎症（先天的障害）。スポーツキ

ャリアパターンは A３。 

当初は、障害のない人とカヌーに取り組んでいたが、日本代表を目指

すために、パラカヌーに転向した。パラスポーツに関する情報は、当時か

ら交流のあったパラカヌー連盟の人から聞いた。 

②〈識別番号１〉50歳代男性。頸髄損傷。障害発生年齢は20歳代前半。

スポーツキャリアパターンは B４。 

障害発生前は水泳をやっていた。障害発生後、ツインバスケットボール

を始め、現在はパラ水泳に取り組んでいる。パラスポーツに関する情報

は、障害発生後に通っていたリハビリテーションセンターの指導員から聞

いた。 

③〈識別番号９１〉30 歳代男性。視覚障害（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A1。 

初めて出会ったパラスポーツはパラ陸上で、その後も継続している。パ

ラスポーツに関する情報は、当時通っていた特別支援学校陸上部の先輩

が提供した。 

④〈識別番号３４〉40 歳代男性。視覚障害。障害発生年齢は、10 歳代後

半。スポーツキャリアパターンは B４。 

障害発生前はバスケットボール、バレーボール、柔道をやっていた。障

害発生後、パラ柔道に出会った。現在はパラ柔道に加えて、柔術やグラッ

プリングもしている。パラスポーツに関する情報は、当時通っていた特別

支援学校（盲学校）で入手した。 
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11..33  障障害害発発生生年年齢齢別別  

情報提供者を障害発生年齢別にみると、0～5 歳では、パラスポーツ

関係者（パラスポーツ指導者やパラスポーツ協会、パラスポーツ選手、リ

ハビリテーションセンター、障害者スポーツセンターなど）や学校関係者

（教師や学校仲間など）、家族・親族が多かった。6～20 歳では、パラス

ポーツ関係者（パラスポーツ指導者やパラスポーツ協会、パラスポーツ選

手、リハビリテーションセンター、障害者スポーツセンターなど）やメディア

が多かった。21 歳以上では、パラスポーツ関係者（パラスポーツ指導者

やパラスポーツ協会、パラスポーツ選手、リハビリテーションセンター、障

害者スポーツセンターなど）が多かった。 

〈事例〉 

①〈識別番号４０〉30 歳代女性。視覚障害（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A１。 

初めて出会ったパラスポーツがパラ柔道で、現在も継続している。パラ

スポーツに関する情報は、弟から聞いた。 

②〈識別番号６６〉20 歳代男性。脳性麻痺（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A２。 

初めて出会ったパラスポーツはパラ水泳だった。現在は自転車競技に

取り組んでいる。パラスポーツに関する情報は母親が提供した。 

③〈識別番号４６〉20 歳代女性。脳性麻痺（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A２。 

初めて出会ったパラスポーツは車いすバスケットボールだったが、現在

はボッチャに取り組んでいる。パラスポーツに関する情報は、当時通って

いた特別支援学校で聞いた。 

④〈識別番号３６〉40歳代男性。右大腿半分が欠損。障害発生年齢は32

歳。スポーツキャリアパターンは B３。 

障害発生前はスキーやスノーボードをしていた。障害発生後、パラスノ

ーボードに取り組み、現在も継続している。パラスポーツに関する情報は、

障害発生後に出会った義肢装具士が提供した。 

⑤〈識別番号３０〉30 歳代男性。片大腿切断。障害発生年齢は 21 歳。ス

ポーツキャリアパターンは B５。 

11..22  障障害害種種別別  

情報提供者を障害種別にみると、脊髄損傷や二分脊椎症、切断や機

能障害ではパラスポーツ関係者（パラスポーツ指導者やパラスポーツ協

会、パラスポーツ選手、リハビリテーションセンター、障害者スポーツセン

ターなど）が多く、視覚障害では学校関係者（教師や学校仲間など）が多

かった。 

〈事例〉 

①〈識別番号８２〉40 歳代男性。二分脊椎症（先天的障害）。スポーツキ

ャリアパターンは A３。 

当初は、障害のない人とカヌーに取り組んでいたが、日本代表を目指

すために、パラカヌーに転向した。パラスポーツに関する情報は、当時か

ら交流のあったパラカヌー連盟の人から聞いた。 

②〈識別番号１〉50歳代男性。頸髄損傷。障害発生年齢は20歳代前半。

スポーツキャリアパターンは B４。 

障害発生前は水泳をやっていた。障害発生後、ツインバスケットボール

を始め、現在はパラ水泳に取り組んでいる。パラスポーツに関する情報

は、障害発生後に通っていたリハビリテーションセンターの指導員から聞

いた。 

③〈識別番号９１〉30 歳代男性。視覚障害（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A1。 

初めて出会ったパラスポーツはパラ陸上で、その後も継続している。パ

ラスポーツに関する情報は、当時通っていた特別支援学校陸上部の先輩

が提供した。 

④〈識別番号３４〉40 歳代男性。視覚障害。障害発生年齢は、10 歳代後

半。スポーツキャリアパターンは B４。 

障害発生前はバスケットボール、バレーボール、柔道をやっていた。障

害発生後、パラ柔道に出会った。現在はパラ柔道に加えて、柔術やグラッ

プリングもしている。パラスポーツに関する情報は、当時通っていた特別

支援学校（盲学校）で入手した。 
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初めて出会ったパラスポーツはパラ水泳で、現在も継続している。パラ

スポーツに関する情報は、都道府県パラスポーツ協会関係者から聞いた。

パラスポーツを開始する際の重要他者は母親だった。 

③〈識別番号７５〉20 歳代女性。二分脊椎症（先天的障害）。スポーツキ

ャリアパターンは A２。 

初めて出会ったパラスポーツはチェアスキーだったが、現在は車いす

カーリングに転向した。パラスポーツに関する情報は、当時のチェアスキ

ーの指導者から入手した。パラスポーツを始める際の重要他者は、前述

のチェアスキー指導者と両親だった。 

④〈識別番号４０〉30 歳代女性。視覚障害（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A１。 

初めて出会ったパラスポーツはパラ柔道で、現在も継続している。パラ

スポーツに関する情報は弟が提供した。パラスポーツを始める際の重要

他者は、当時通っていた特別支援学校の体育教員と柔道部顧問だった。 

⑤〈識別番号８１〉30 歳代男性。聴覚障害（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A２。 

初めて出会ったパラスポーツはデフバレーボールで、現在は、デフ陸上

とデフサーフィンに取り組んでいる。パラスポーツに関する情報は、当時

の特別支援学校高等部の教員が提供した。パラスポーツを始める際の

重要他者も、その教員である。 

⑥〈識別番号２７〉30 歳代男性。片下肢切断。障害発生年齢は 10 歳代

中盤。スポーツキャリアパターンは B５。 

障害発生前はサッカーをやっていた。障害発生後に、パラ陸上を始め、

現在も継続している。パラスポーツに関する情報は、障害発生時に知り

合った義肢装具士が提供した。パラスポーツを始める際の重要他者は、

前述の義肢装具士と、当時通っていた高校（普通校）の体育教員だった。 

 

22..22  障障害害種種別別  

開始時の重要他者を障害種別にみると、脊髄損傷・頸髄損傷、二分脊

椎などでは、パラスポーツ選手や学校外の仲間が多かった。切断や機能

障害では、親・兄弟・祖父母、パラスポーツ指導者やパラスポーツ団体関

障害発生前はサッカーをしていた。障害発生後にパラ陸上に取り組ん

でいたが、現在はパラスノーボードに取り組んでいる。パラスポーツに関

する情報は、障害発生後に出会った義肢装具士や切断パラリンピアン、

通っていたリハビリテーションセンターから入手した。 

⑥〈識別番号１９〉60 歳代男性。脊髄損傷。障害発生年齢は 23 歳。スポ

ーツキャリアパターンは B６。 

障害発生前は野球をしていた。障害発生後、車いすバスケットボール

に出会ったが、その後、車いすテニスに取り組んでいる。パラスポーツに

関する情報は、障害発生後に通っていたリハビリテーションセンターの理

学療法士から聞いた。 

 

22．．  開開始始時時重重要要他他者者    

 

パラスポーツ選手や学校外の仲間、パラスポーツ指導者や競技団体

関係者、親・兄弟・祖父母、学校関連の指導者が開始時の重要他者にな

っていることが多かった。 

 

22..11  年年代代別別  

開始時の重要他者を年代別にみると、20 歳代・30 歳代では、パラス

ポーツ指導者やパラスポーツ団体関係者が多かった。多くの年代で、パ

ラスポーツ選手や学校外の仲間が多かった。20 歳代では親・兄弟・祖父

母、30 歳代では学校関連指導者が特に多かった。 

〈事例〉 

①〈識別番号４〉20 歳代男性。骨形成不全（先天的障害）。スポーツキャ

リアパターンは A１。 

初めて出会ったパラスポーツはパラ卓球で現在も継続している。パラ

スポーツに関する情報は、母親の友人であるパラ卓球関係者から入手し

た。パラスポーツを開始する際の重要他者は、母親に加えて、母親の友

人であるパラ卓球関係者だった。 

②〈識別番号６８〉20 歳代男性。脳性麻痺（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A１。 
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初めて出会ったパラスポーツはパラ水泳で、現在も継続している。パラ

スポーツに関する情報は、都道府県パラスポーツ協会関係者から聞いた。

パラスポーツを開始する際の重要他者は母親だった。 

③〈識別番号７５〉20 歳代女性。二分脊椎症（先天的障害）。スポーツキ

ャリアパターンは A２。 

初めて出会ったパラスポーツはチェアスキーだったが、現在は車いす

カーリングに転向した。パラスポーツに関する情報は、当時のチェアスキ

ーの指導者から入手した。パラスポーツを始める際の重要他者は、前述

のチェアスキー指導者と両親だった。 

④〈識別番号４０〉30 歳代女性。視覚障害（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A１。 

初めて出会ったパラスポーツはパラ柔道で、現在も継続している。パラ

スポーツに関する情報は弟が提供した。パラスポーツを始める際の重要

他者は、当時通っていた特別支援学校の体育教員と柔道部顧問だった。 

⑤〈識別番号８１〉30 歳代男性。聴覚障害（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A２。 

初めて出会ったパラスポーツはデフバレーボールで、現在は、デフ陸上

とデフサーフィンに取り組んでいる。パラスポーツに関する情報は、当時

の特別支援学校高等部の教員が提供した。パラスポーツを始める際の

重要他者も、その教員である。 

⑥〈識別番号２７〉30 歳代男性。片下肢切断。障害発生年齢は 10 歳代

中盤。スポーツキャリアパターンは B５。 

障害発生前はサッカーをやっていた。障害発生後に、パラ陸上を始め、

現在も継続している。パラスポーツに関する情報は、障害発生時に知り

合った義肢装具士が提供した。パラスポーツを始める際の重要他者は、

前述の義肢装具士と、当時通っていた高校（普通校）の体育教員だった。 

 

22..22  障障害害種種別別  

開始時の重要他者を障害種別にみると、脊髄損傷・頸髄損傷、二分脊

椎などでは、パラスポーツ選手や学校外の仲間が多かった。切断や機能

障害では、親・兄弟・祖父母、パラスポーツ指導者やパラスポーツ団体関

障害発生前はサッカーをしていた。障害発生後にパラ陸上に取り組ん

でいたが、現在はパラスノーボードに取り組んでいる。パラスポーツに関

する情報は、障害発生後に出会った義肢装具士や切断パラリンピアン、

通っていたリハビリテーションセンターから入手した。 

⑥〈識別番号１９〉60 歳代男性。脊髄損傷。障害発生年齢は 23 歳。スポ

ーツキャリアパターンは B６。 

障害発生前は野球をしていた。障害発生後、車いすバスケットボール

に出会ったが、その後、車いすテニスに取り組んでいる。パラスポーツに

関する情報は、障害発生後に通っていたリハビリテーションセンターの理

学療法士から聞いた。 

 

22．．  開開始始時時重重要要他他者者    

 

パラスポーツ選手や学校外の仲間、パラスポーツ指導者や競技団体

関係者、親・兄弟・祖父母、学校関連の指導者が開始時の重要他者にな

っていることが多かった。 

 

22..11  年年代代別別  

開始時の重要他者を年代別にみると、20 歳代・30 歳代では、パラス

ポーツ指導者やパラスポーツ団体関係者が多かった。多くの年代で、パ

ラスポーツ選手や学校外の仲間が多かった。20 歳代では親・兄弟・祖父

母、30 歳代では学校関連指導者が特に多かった。 

〈事例〉 

①〈識別番号４〉20 歳代男性。骨形成不全（先天的障害）。スポーツキャ

リアパターンは A１。 

初めて出会ったパラスポーツはパラ卓球で現在も継続している。パラ

スポーツに関する情報は、母親の友人であるパラ卓球関係者から入手し

た。パラスポーツを開始する際の重要他者は、母親に加えて、母親の友

人であるパラ卓球関係者だった。 

②〈識別番号６８〉20 歳代男性。脳性麻痺（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A１。 
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⑤〈識別番号９１〉30 歳代男性。視覚障害（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A１。 

初めて出会ったパラスポーツは、パラ陸上で、その後も継続している。

パラスポーツに関する情報は、当時通っていた特別支援学校陸上部の先

輩が提供した。パラスポーツを始める際の重要他者は、前述の先輩と、

当時通っていた特別支援学校（小学部）の担任だった。 

⑥〈識別番号４７〉30 歳代男性。視覚障害。障害発生年齢は 10 歳代前

半。スポーツキャリアパターンは B6。 

障害発生前には野球、バレーボール、陸上を行っていた。障害発生後

は、パラ陸上とグランドソフトボールに取り組み、現在は、ゴールボールに

取り組んでいる。パラスポーツに関する情報は、当時通っていた特別支

援学校の先輩から入手した。パラスポーツを始める際の重要他者は、当

時通っていた特別支援学校の指導者だった。 

 

22..33  障障害害発発生生年年齢齢別別  

開始時の重要他者を障害発生年齢別にみると、0～5 歳では、親・兄

弟・祖父母、学校関連の指導者、パラスポーツ選手や学校外の仲間、パ

ラスポーツ指導者やパラスポーツ団体関係者が多かった。6～20 歳では、

パラスポーツ選手や学校外の仲間、パラスポーツ指導者やパラスポーツ

団体関係者、学校関連の指導者、親・兄弟・祖父母が多かった。 

〈事例〉 

①〈識別番号６６〉20 歳代男性。脳性麻痺（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A２。 

初めて出会ったパラスポーツはパラ水泳で、その後、自転車競技に転

向した。パラスポーツに関する情報は母親が提供した。パラスポーツを始

める際の重要他者も母親だった。 

②〈識別番号１００〉30 歳代男性。聴覚障害（先天的障害）。スポーツキャ

リアパターンは A３。 

当初は、障害のない人と軟式野球をしていたが、途中からデフバレー

ボールに転向した。現在は、デフビーチバレーボールに取り組んでいる。

パラスポーツに関する情報は、当時通っていた特別支援学校（中学部）の

係者、パラスポーツ選手や学校外の仲間、義肢装具士や医師・看護師が

多かった。脳性麻痺では、親・兄弟・祖父母が多かった。視覚障害は、学

校関連の指導者やパラスポーツ指導者やパラスポーツ団体関係者が多

かった。 

〈事例〉 

①〈識別番号３３〉60 歳代女性。二分脊椎症（先天的障害）。スポーツキ

ャリアパターンは A５。 

ソフトボールを障害のない人と一緒にやっていた。その後、パラスポー

ツとしてパラバドミントンを始め、現在も継続している。パラスポーツに関

する情報は、パラバドミントンのチームメートであり、会社の同僚が提供し

た。パラスポーツを始める際の重要他者も前述のチームメートと、当時通

っていた地域のバドミントンクラブのコーチだった。 

②〈識別番号５０〉30 歳代女性。多発性関節拘縮症（先天的障害）。スポ

ーツキャリアパターンは A５。 

障害のない人と水泳をしていたが、途中からパラ水泳に転向、現在は

パラバドミントンに取り組んでいる。パラスポーツに関する情報は障害者

スポーツセンターから入手した。パラスポーツを始める際の重要他者は、

兄と当時診察してくれていた医師だった。 

③〈識別番号２６〉40 歳代男性。片下肢切断。障害発生年齢は 10 歳代

後半。スポーツキャリアパターンは B５。 

障害発生前はハンドボールをしていた。障害発生後、パラ陸上に出会

い、現在も継続している。パラスポーツに関する情報は、当時診察してく

れていた医師と、義足の調整をしてくれていた義肢装具士だった。パラス

ポーツを始める際の重要他者は、前述の医師と、当時担当してくれてい

た看護師、義肢装具士だった。 

④〈識別番号６７〉20 歳代男性。脳性麻痺（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A２。 

初めて出会ったパラスポーツはパラ水泳で、その後、ボッチャに転向し

た。パラスポーツに関する情報は、療育機関の指導者が提供した。パラス

ポーツを始める際の重要他者は、母親と前述の療育機関の指導者、スイ

ミングスクールの指導者だった。 
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⑤〈識別番号９１〉30 歳代男性。視覚障害（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A１。 

初めて出会ったパラスポーツは、パラ陸上で、その後も継続している。

パラスポーツに関する情報は、当時通っていた特別支援学校陸上部の先

輩が提供した。パラスポーツを始める際の重要他者は、前述の先輩と、

当時通っていた特別支援学校（小学部）の担任だった。 

⑥〈識別番号４７〉30 歳代男性。視覚障害。障害発生年齢は 10 歳代前

半。スポーツキャリアパターンは B6。 

障害発生前には野球、バレーボール、陸上を行っていた。障害発生後

は、パラ陸上とグランドソフトボールに取り組み、現在は、ゴールボールに

取り組んでいる。パラスポーツに関する情報は、当時通っていた特別支

援学校の先輩から入手した。パラスポーツを始める際の重要他者は、当

時通っていた特別支援学校の指導者だった。 

 

22..33  障障害害発発生生年年齢齢別別  

開始時の重要他者を障害発生年齢別にみると、0～5 歳では、親・兄

弟・祖父母、学校関連の指導者、パラスポーツ選手や学校外の仲間、パ

ラスポーツ指導者やパラスポーツ団体関係者が多かった。6～20 歳では、

パラスポーツ選手や学校外の仲間、パラスポーツ指導者やパラスポーツ

団体関係者、学校関連の指導者、親・兄弟・祖父母が多かった。 

〈事例〉 

①〈識別番号６６〉20 歳代男性。脳性麻痺（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A２。 

初めて出会ったパラスポーツはパラ水泳で、その後、自転車競技に転

向した。パラスポーツに関する情報は母親が提供した。パラスポーツを始

める際の重要他者も母親だった。 

②〈識別番号１００〉30 歳代男性。聴覚障害（先天的障害）。スポーツキャ

リアパターンは A３。 

当初は、障害のない人と軟式野球をしていたが、途中からデフバレー

ボールに転向した。現在は、デフビーチバレーボールに取り組んでいる。

パラスポーツに関する情報は、当時通っていた特別支援学校（中学部）の

係者、パラスポーツ選手や学校外の仲間、義肢装具士や医師・看護師が

多かった。脳性麻痺では、親・兄弟・祖父母が多かった。視覚障害は、学

校関連の指導者やパラスポーツ指導者やパラスポーツ団体関係者が多

かった。 

〈事例〉 

①〈識別番号３３〉60 歳代女性。二分脊椎症（先天的障害）。スポーツキ

ャリアパターンは A５。 

ソフトボールを障害のない人と一緒にやっていた。その後、パラスポー

ツとしてパラバドミントンを始め、現在も継続している。パラスポーツに関

する情報は、パラバドミントンのチームメートであり、会社の同僚が提供し

た。パラスポーツを始める際の重要他者も前述のチームメートと、当時通

っていた地域のバドミントンクラブのコーチだった。 

②〈識別番号５０〉30 歳代女性。多発性関節拘縮症（先天的障害）。スポ

ーツキャリアパターンは A５。 

障害のない人と水泳をしていたが、途中からパラ水泳に転向、現在は

パラバドミントンに取り組んでいる。パラスポーツに関する情報は障害者

スポーツセンターから入手した。パラスポーツを始める際の重要他者は、

兄と当時診察してくれていた医師だった。 

③〈識別番号２６〉40 歳代男性。片下肢切断。障害発生年齢は 10 歳代

後半。スポーツキャリアパターンは B５。 

障害発生前はハンドボールをしていた。障害発生後、パラ陸上に出会

い、現在も継続している。パラスポーツに関する情報は、当時診察してく

れていた医師と、義足の調整をしてくれていた義肢装具士だった。パラス

ポーツを始める際の重要他者は、前述の医師と、当時担当してくれてい

た看護師、義肢装具士だった。 

④〈識別番号６７〉20 歳代男性。脳性麻痺（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A２。 

初めて出会ったパラスポーツはパラ水泳で、その後、ボッチャに転向し

た。パラスポーツに関する情報は、療育機関の指導者が提供した。パラス

ポーツを始める際の重要他者は、母親と前述の療育機関の指導者、スイ

ミングスクールの指導者だった。 
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33．．  開開始始場場所所  

  

学校スポーツ施設、リハビリテーションセンターや障害者スポーツセン

ター、スイミングクラブや道場などの民間施設、一般のスポーツ施設が開

始場所になっていることが多かった。 

 

33．．１１  年年代代別別  

開始場所を年代別にみると、20 歳代はスイミングクラブや道場などの

民間施設、30 歳代は学校スポーツ施設、40 歳代は一般のスポーツ施

設、50～60 歳代では、リハビリテーションセンターや障害者スポーツセ

ンター、スイミングクラブや道場などの民間施設が多かった。 

〈事例〉 

①〈識別番号９４〉20 歳代女性。聴覚障害（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A１。 

初めて出会ったパラスポーツはパラ水泳で、現在もパラ水泳を継続し

ている。パラスポーツに関する情報は、母が提供した。パラスポーツを開

始した場所はスイミングクラブ、パラスポーツを始める際の重要他者も当

時通っていたスイミングクラブ関係者と母であった。 

②〈識別番号５５〉20 歳代女性。視覚障害。障害発生年齢は 10 歳代前

半。スポーツキャリアパターンは B３。 

障害発生前は水泳をしていた。障害発生後、パラ水泳に取り組み始め、

現在もパラ水泳をしている。パラスポーツに関する情報は、当時同じ高校

の水泳部に在籍していた上肢欠損の選手が提供した。パラスポーツの開

始場所はスイミングクラブ、パラスポーツを始める際の重要他者は、前述

の上肢欠損の選手と妹だった。 

③〈識別番号５６〉30 歳代女性。視覚障害（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A３。 

当初は、障害のない人と柔道をしていたが、その後、パラ柔道に転向、

現在もパラ柔道を継続している。パラスポーツに関する情報は、大学時

代の柔道部の先輩が提供した。パラスポーツの開始場所も大学の柔道

場、パラスポーツを始める際の重要他者は、前述の先輩だった。 

担任教員と、デフバレーボールの日本代表監督だった。パラスポーツを始

める際の重要他者は、前述の担任教員だった。 

③〈識別番号１２〉40 歳代男性。脊髄損傷（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A１。 

初めで出会ったパラスポーツはパラアーチェリーで、現在もパラアーチ

ェリーを継続している。パラスポーツに関する情報は、当時放送していた

テレビ番組から入手した。パラスポーツを始める際の重要他者は、パラア

ーチェリー選手と、療育センターのセンター長だった。 

④〈識別番号８３〉60 歳代女性。右上腕欠損。障害発生年齢は 10 歳代

前半。スポーツキャリアパターンは B１。 

障害発生前はスポーツをやっていなかった。障害発生後、40 歳代前

半に初めて取り組んだパラスポーツがパラ馬術で、現在も継続している。

パラスポーツに関する情報は夫が提供した。パラスポーツを始める際の

重要他者は、前述の夫と、海外のパラ馬術選手だった。 

⑤〈識別番号５３〉30 歳代女性。視覚障害。障害発生年齢は 10 歳代後

半。スポーツキャリアパターンは B３。 

障害発生前は柔道をしており、障害発生後にパラ柔道に転向し、現在

も継続している。パラスポーツに関する情報は、ゴールボールの指導者が

提供した。パラスポーツを始める際の重要他者は、前述のゴールボール

指導者と、障害発生前から通っていた町の柔道場の指導者だった。 

⑥〈識別番号３９〉30 歳代女性。左下肢機能障害。障害発生年齢は 10

歳代後半。スポーツキャリアパターンは B４。 

障害発症前はバレーボールをしていた。障害発生後、パラバドミントン

に出会い取り組んでいた。現在は、シッティングバレーボールに取り組ん

でいる。パラスポーツに関する情報は広報誌から入手した。パラスポーツ

を始める際の重要他者は、障害者スポーツセンターの指導員と母親だっ

た。 
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33．．  開開始始場場所所  

  

学校スポーツ施設、リハビリテーションセンターや障害者スポーツセン

ター、スイミングクラブや道場などの民間施設、一般のスポーツ施設が開

始場所になっていることが多かった。 

 

33．．１１  年年代代別別  

開始場所を年代別にみると、20 歳代はスイミングクラブや道場などの

民間施設、30 歳代は学校スポーツ施設、40 歳代は一般のスポーツ施

設、50～60 歳代では、リハビリテーションセンターや障害者スポーツセ

ンター、スイミングクラブや道場などの民間施設が多かった。 

〈事例〉 

①〈識別番号９４〉20 歳代女性。聴覚障害（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A１。 

初めて出会ったパラスポーツはパラ水泳で、現在もパラ水泳を継続し

ている。パラスポーツに関する情報は、母が提供した。パラスポーツを開

始した場所はスイミングクラブ、パラスポーツを始める際の重要他者も当

時通っていたスイミングクラブ関係者と母であった。 

②〈識別番号５５〉20 歳代女性。視覚障害。障害発生年齢は 10 歳代前

半。スポーツキャリアパターンは B３。 

障害発生前は水泳をしていた。障害発生後、パラ水泳に取り組み始め、

現在もパラ水泳をしている。パラスポーツに関する情報は、当時同じ高校

の水泳部に在籍していた上肢欠損の選手が提供した。パラスポーツの開

始場所はスイミングクラブ、パラスポーツを始める際の重要他者は、前述

の上肢欠損の選手と妹だった。 

③〈識別番号５６〉30 歳代女性。視覚障害（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A３。 

当初は、障害のない人と柔道をしていたが、その後、パラ柔道に転向、

現在もパラ柔道を継続している。パラスポーツに関する情報は、大学時

代の柔道部の先輩が提供した。パラスポーツの開始場所も大学の柔道

場、パラスポーツを始める際の重要他者は、前述の先輩だった。 

担任教員と、デフバレーボールの日本代表監督だった。パラスポーツを始

める際の重要他者は、前述の担任教員だった。 

③〈識別番号１２〉40 歳代男性。脊髄損傷（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A１。 

初めで出会ったパラスポーツはパラアーチェリーで、現在もパラアーチ

ェリーを継続している。パラスポーツに関する情報は、当時放送していた

テレビ番組から入手した。パラスポーツを始める際の重要他者は、パラア

ーチェリー選手と、療育センターのセンター長だった。 

④〈識別番号８３〉60 歳代女性。右上腕欠損。障害発生年齢は 10 歳代

前半。スポーツキャリアパターンは B１。 

障害発生前はスポーツをやっていなかった。障害発生後、40 歳代前

半に初めて取り組んだパラスポーツがパラ馬術で、現在も継続している。

パラスポーツに関する情報は夫が提供した。パラスポーツを始める際の

重要他者は、前述の夫と、海外のパラ馬術選手だった。 

⑤〈識別番号５３〉30 歳代女性。視覚障害。障害発生年齢は 10 歳代後

半。スポーツキャリアパターンは B３。 

障害発生前は柔道をしており、障害発生後にパラ柔道に転向し、現在

も継続している。パラスポーツに関する情報は、ゴールボールの指導者が

提供した。パラスポーツを始める際の重要他者は、前述のゴールボール

指導者と、障害発生前から通っていた町の柔道場の指導者だった。 

⑥〈識別番号３９〉30 歳代女性。左下肢機能障害。障害発生年齢は 10

歳代後半。スポーツキャリアパターンは B４。 

障害発症前はバレーボールをしていた。障害発生後、パラバドミントン

に出会い取り組んでいた。現在は、シッティングバレーボールに取り組ん

でいる。パラスポーツに関する情報は広報誌から入手した。パラスポーツ

を始める際の重要他者は、障害者スポーツセンターの指導員と母親だっ

た。 
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障害発生前は野球に取り組んでいた。障害発生後、車いすバスケット

ボールを始め、その後、車いすテニスに転向、現在も継続している。パラ

スポーツに関する情報は両親が提供した。パラスポーツを開始した場所

は福祉体育館、パラスポーツを始める際の重要他者は、両親と車いすバ

スケットボールチームのメンバーだった。 

 

33．．22  障障害害種種別別  

開始場所を障害種別にみると、脊髄損傷・頸髄損傷・二分脊椎などで

は、リハビリテーションセンターや障害者スポーツセンターが多かった。切

断や機能障害では、一般のスポーツ施設、リハビリテーションセンターや

障害者スポーツセンター、スイミングクラブや道場などの民間施設が多か

った。脳性麻痺ではスイミングクラブや道場などの民間施設が多く、視覚

障害では、学校スポーツ施設、スイミングクラブや道場などの民間施設が

多かった。 

〈事例〉 

①〈識別番号１２〉40 歳代男性。脊髄損傷（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A１。 

初めて出会ったパラスポーツはパラアーチェリーで、現在も継続してい

る。パラスポーツに関する情報はテレビ番組から入手した。パラスポーツ

を開始した場所は障害者スポーツセンター、パラスポーツを始める際の

重要他者は、パラアーチェリーの選手や療育センターの職員だった。 

②〈識別番号１９〉60 歳代男性。脊髄損傷。障害発生年齢は 20 歳代前

半。スポーツキャリアパターンは B６。 

障害発生前は野球に取り組んでいた。障害発生後、車いすバスケット

ボールに出会い、その後、車いすテニスに転向し、現在も継続している。

パラスポーツに関する情報は、入院時のリハビリテーションセンターの理

学療法士が提供した。パラスポーツを開始した場所はリハビリテーション

病院、パラスポーツを始める際の重要他者は、前述の理学療法士、障害

者スポーツ関係者だった。 

③〈識別番号６０〉20 歳代女性。左手指欠損（先天的障害）。スポーツキ

ャリアパターンは A5。 

④〈識別番号１７〉30 歳代男性。下肢切断・機能障害。障害発生年齢は

10 歳代後半。スポーツキャリアパターンは B５。 

障害発生前は野球をしていた。障害発生後、車いすバスケットボール

に出会い、現在も継続している。パラスポーツに関する情報は、インター

ネットで入手した。パラスポーツを開始した場所は特別支援学校の体育

館、パラスポーツを始める際の重要他者は、車いすバスケットボールチー

ムのメンバーだった。 

⑤〈識別番号４４〉40 歳代女性。脳性麻痺（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A2。 

初めて出会ったパラスポーツは車いすテニスで、現在はパラダイビン

グとパラ水泳に取り組んでいる。パラスポーツに関する情報は車いす利

用者が提供した。パラスポーツを開始した場所は公共の体育館、パラス

ポーツを始める際の重要他者は、前述の車いす利用者だった。 

⑥〈識別番号２４〉40 歳代男性。片大腿切断。障害発生年齢は 10 歳代

後半。スポーツキャリアパターンは B4。 

障害発生前はバレーボールとスノーボードに取り組んでいた。障害発

生後、パラスノーボードに取り組んでいたが、その後、パラ陸上にも取り

組むようになった。パラスポーツに関する情報は、雑誌や理学療法士、教

員、義肢装具士から入手した。パラスポーツを開始した場所は、パラスノ

ーボードはスキー場、パラ陸上は公共の陸上競技場、パラスポーツを始

める際の重要他者は、理学療法士と義肢装具士だった。 

⑦〈識別番号３３〉60 歳代女性。二分脊椎症（先天的障害）。スポーツキ

ャリアパターンは A５。 

当初は、障害のない人とソフトボールをしていたが、その後、パラバドミ

ントンに取り組むようになり、現在もパラバドミントンを継続している。パ

ラスポーツに関する情報は、勤務先の同僚でもあるパラバドミントン選手

が提供した。パラスポーツを開始した場所は障害者スポーツセンター、パ

ラスポーツを始める際の重要他者は、前述のパラバドミントン選手と地域

のバドミントンクラブのコーチだった。 

⑧〈識別番号４３〉50 歳代男性。片大腿離断。障害発生年齢は 10 歳代

前半。スポーツキャリアパターンは B６。 
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障害発生前は野球に取り組んでいた。障害発生後、車いすバスケット

ボールを始め、その後、車いすテニスに転向、現在も継続している。パラ

スポーツに関する情報は両親が提供した。パラスポーツを開始した場所

は福祉体育館、パラスポーツを始める際の重要他者は、両親と車いすバ

スケットボールチームのメンバーだった。 

 

33．．22  障障害害種種別別  

開始場所を障害種別にみると、脊髄損傷・頸髄損傷・二分脊椎などで

は、リハビリテーションセンターや障害者スポーツセンターが多かった。切

断や機能障害では、一般のスポーツ施設、リハビリテーションセンターや

障害者スポーツセンター、スイミングクラブや道場などの民間施設が多か

った。脳性麻痺ではスイミングクラブや道場などの民間施設が多く、視覚

障害では、学校スポーツ施設、スイミングクラブや道場などの民間施設が

多かった。 

〈事例〉 

①〈識別番号１２〉40 歳代男性。脊髄損傷（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A１。 

初めて出会ったパラスポーツはパラアーチェリーで、現在も継続してい

る。パラスポーツに関する情報はテレビ番組から入手した。パラスポーツ

を開始した場所は障害者スポーツセンター、パラスポーツを始める際の

重要他者は、パラアーチェリーの選手や療育センターの職員だった。 

②〈識別番号１９〉60 歳代男性。脊髄損傷。障害発生年齢は 20 歳代前

半。スポーツキャリアパターンは B６。 

障害発生前は野球に取り組んでいた。障害発生後、車いすバスケット

ボールに出会い、その後、車いすテニスに転向し、現在も継続している。

パラスポーツに関する情報は、入院時のリハビリテーションセンターの理

学療法士が提供した。パラスポーツを開始した場所はリハビリテーション

病院、パラスポーツを始める際の重要他者は、前述の理学療法士、障害

者スポーツ関係者だった。 

③〈識別番号６０〉20 歳代女性。左手指欠損（先天的障害）。スポーツキ

ャリアパターンは A5。 

④〈識別番号１７〉30 歳代男性。下肢切断・機能障害。障害発生年齢は

10 歳代後半。スポーツキャリアパターンは B５。 

障害発生前は野球をしていた。障害発生後、車いすバスケットボール

に出会い、現在も継続している。パラスポーツに関する情報は、インター

ネットで入手した。パラスポーツを開始した場所は特別支援学校の体育

館、パラスポーツを始める際の重要他者は、車いすバスケットボールチー

ムのメンバーだった。 

⑤〈識別番号４４〉40 歳代女性。脳性麻痺（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A2。 

初めて出会ったパラスポーツは車いすテニスで、現在はパラダイビン

グとパラ水泳に取り組んでいる。パラスポーツに関する情報は車いす利

用者が提供した。パラスポーツを開始した場所は公共の体育館、パラス

ポーツを始める際の重要他者は、前述の車いす利用者だった。 

⑥〈識別番号２４〉40 歳代男性。片大腿切断。障害発生年齢は 10 歳代

後半。スポーツキャリアパターンは B4。 

障害発生前はバレーボールとスノーボードに取り組んでいた。障害発

生後、パラスノーボードに取り組んでいたが、その後、パラ陸上にも取り

組むようになった。パラスポーツに関する情報は、雑誌や理学療法士、教

員、義肢装具士から入手した。パラスポーツを開始した場所は、パラスノ

ーボードはスキー場、パラ陸上は公共の陸上競技場、パラスポーツを始

める際の重要他者は、理学療法士と義肢装具士だった。 

⑦〈識別番号３３〉60 歳代女性。二分脊椎症（先天的障害）。スポーツキ

ャリアパターンは A５。 

当初は、障害のない人とソフトボールをしていたが、その後、パラバドミ

ントンに取り組むようになり、現在もパラバドミントンを継続している。パ

ラスポーツに関する情報は、勤務先の同僚でもあるパラバドミントン選手

が提供した。パラスポーツを開始した場所は障害者スポーツセンター、パ

ラスポーツを始める際の重要他者は、前述のパラバドミントン選手と地域

のバドミントンクラブのコーチだった。 

⑧〈識別番号４３〉50 歳代男性。片大腿離断。障害発生年齢は 10 歳代

前半。スポーツキャリアパターンは B６。 
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⑧〈識別番号５２〉20 歳代女性。視覚障害。障害発生年齢は 10 歳代前

半。スポーツキャリアパターンは B６。 

障害発生前はアイスホッケーや陸上競技に取り組んでいた。障害発生

後、ゴールボールに出会い、現在もゴールボールを継続している。パラス

ポーツに関する情報は、ゴールボールの男子日本代表監督が提供した。

パラスポーツの開始場所は、特別支援学校体育館、パラスポーツを始め

る際の重要他者は、前述の男子日本代表監督と女子日本代表監督だっ

た。 

 

44．．  継継続続時時重重要要他他者者  

 

パラスポーツ選手や学校外の仲間、パラスポーツ指導者や競技団体

関係者、配偶者・パートナー・子ども、親・兄弟・祖父母、職場（雇用先）関

係者、学校関連の指導者、障害のない友人や障害のないアスリートが継

続時の重要他者になっていることが多かった。 

  

44．．１１  年年代代別別  

継続時の重要他者を年代別にみると、20 歳代では親・兄弟・祖父母、

パラスポーツ指導者や競技団体関係者が多かった。30 歳代では職場

（雇用先）関係者、親・兄弟・祖父母、パラスポーツ選手や学校外の仲間

が多かった。40 歳代では障害のない友人や障害のないアスリート、配偶

者・パートナー・子ども、パラスポーツ選手や学校外の仲間、パラスポーツ

指導者や競技団体関係者が多かった。50～60 歳代では、配偶者・パー

トナー・子どもが多かった。 

〈事例〉 

①〈識別番号６１〉20 歳代男性。上下肢機能障害（先天的障害）。スポー

ツキャリアパターンは A１。 

初めて出会ったパラスポーツはパラ卓球で、その後もパラ卓球を継続

している。パラスポーツを始める際の重要他者はパラ卓球の日本代表選

手、パラスポーツ継続時の重要他者は両親だった。 

当初は、障害のない人とラグビーに取り組んでいたが、その後、パラス

キーに転向、現在も継続している。パラスポーツに関する情報は、障害者

スポーツを専門とする大学教授が提供した。パラスポーツを開始した場

所は海外のスキー場、パラスポーツを始める際の重要他者は、前述の大

学教授だった。 

④〈識別番号３７〉40 歳代男性。右上腕欠損。障害発生年齢は 10 歳代

後半。スポーツキャリアパターンは B５。 

障害発生前はバレーボールに取り組んでいた。障害発生後、パラスノ

ーボードに取り組み始め、現在も継続している。パラスポーツに関する情

報は、障害発生前に勤めていたアルバイト先の社長とその弟が提供した。

パラスポーツを開始した場所はスキー場、パラスポーツを始める際の重

要他者は、前述社長とその弟、海外のスノーボード選手だった。 

⑤〈識別番号６８〉20 歳代男性。脳性麻痺（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A1。 

初めて出会ったパラスポーツはパラ水泳で、現在も継続している。パラ

スポーツに関する情報は、都道府県パラスポーツ協会関係者が提供した。

パラスポーツの開始場所はスイミングスクール、パラスポーツを始める際

の重要他者は、前述の都道府県パラスポーツ協会関係者と母親だった。 

⑥〈識別番号７９〉50 歳代男性。脳性麻痺（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A5。 

当初は、障害のない人とゴルフをしていたが、その後、パラ射撃に転向

し、現在も継続している。パラスポーツに関する情報は特に入手していな

かった。パラスポーツの開始場所はゴルフ練習場、パラスポーツを始める

際の重要他者は、ゴルフを一緒に行う従妹だった。 

⑦〈識別番号８６〉40 歳代男性。視覚障害（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A５。 

当初は、障害のない人と卓球をしていたが、その後、グランドソフトボー

ルに転向、現在も継続している。パラスポーツに関する情報は、当時在籍

していた特別支援学校の担任教員が提供した。パラスポーツの開始場所

は特別支援学校のグラウンド、パラスポーツを始める際の重要他者は、

前述の担任教員だった。 
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⑧〈識別番号５２〉20 歳代女性。視覚障害。障害発生年齢は 10 歳代前

半。スポーツキャリアパターンは B６。 

障害発生前はアイスホッケーや陸上競技に取り組んでいた。障害発生

後、ゴールボールに出会い、現在もゴールボールを継続している。パラス

ポーツに関する情報は、ゴールボールの男子日本代表監督が提供した。

パラスポーツの開始場所は、特別支援学校体育館、パラスポーツを始め

る際の重要他者は、前述の男子日本代表監督と女子日本代表監督だっ

た。 

 

44．．  継継続続時時重重要要他他者者  

 

パラスポーツ選手や学校外の仲間、パラスポーツ指導者や競技団体

関係者、配偶者・パートナー・子ども、親・兄弟・祖父母、職場（雇用先）関

係者、学校関連の指導者、障害のない友人や障害のないアスリートが継

続時の重要他者になっていることが多かった。 

  

44．．１１  年年代代別別  

継続時の重要他者を年代別にみると、20 歳代では親・兄弟・祖父母、

パラスポーツ指導者や競技団体関係者が多かった。30 歳代では職場

（雇用先）関係者、親・兄弟・祖父母、パラスポーツ選手や学校外の仲間

が多かった。40 歳代では障害のない友人や障害のないアスリート、配偶

者・パートナー・子ども、パラスポーツ選手や学校外の仲間、パラスポーツ

指導者や競技団体関係者が多かった。50～60 歳代では、配偶者・パー

トナー・子どもが多かった。 

〈事例〉 

①〈識別番号６１〉20 歳代男性。上下肢機能障害（先天的障害）。スポー

ツキャリアパターンは A１。 

初めて出会ったパラスポーツはパラ卓球で、その後もパラ卓球を継続

している。パラスポーツを始める際の重要他者はパラ卓球の日本代表選

手、パラスポーツ継続時の重要他者は両親だった。 

当初は、障害のない人とラグビーに取り組んでいたが、その後、パラス

キーに転向、現在も継続している。パラスポーツに関する情報は、障害者

スポーツを専門とする大学教授が提供した。パラスポーツを開始した場

所は海外のスキー場、パラスポーツを始める際の重要他者は、前述の大

学教授だった。 

④〈識別番号３７〉40 歳代男性。右上腕欠損。障害発生年齢は 10 歳代

後半。スポーツキャリアパターンは B５。 

障害発生前はバレーボールに取り組んでいた。障害発生後、パラスノ

ーボードに取り組み始め、現在も継続している。パラスポーツに関する情

報は、障害発生前に勤めていたアルバイト先の社長とその弟が提供した。

パラスポーツを開始した場所はスキー場、パラスポーツを始める際の重

要他者は、前述社長とその弟、海外のスノーボード選手だった。 

⑤〈識別番号６８〉20 歳代男性。脳性麻痺（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A1。 

初めて出会ったパラスポーツはパラ水泳で、現在も継続している。パラ

スポーツに関する情報は、都道府県パラスポーツ協会関係者が提供した。

パラスポーツの開始場所はスイミングスクール、パラスポーツを始める際

の重要他者は、前述の都道府県パラスポーツ協会関係者と母親だった。 

⑥〈識別番号７９〉50 歳代男性。脳性麻痺（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A5。 

当初は、障害のない人とゴルフをしていたが、その後、パラ射撃に転向

し、現在も継続している。パラスポーツに関する情報は特に入手していな

かった。パラスポーツの開始場所はゴルフ練習場、パラスポーツを始める

際の重要他者は、ゴルフを一緒に行う従妹だった。 

⑦〈識別番号８６〉40 歳代男性。視覚障害（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A５。 

当初は、障害のない人と卓球をしていたが、その後、グランドソフトボー

ルに転向、現在も継続している。パラスポーツに関する情報は、当時在籍

していた特別支援学校の担任教員が提供した。パラスポーツの開始場所

は特別支援学校のグラウンド、パラスポーツを始める際の重要他者は、

前述の担任教員だった。 
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⑦〈識別番号２４〉40 歳代男性。片大腿切断。障害発生年齢は 10 歳代

後半。スポーツキャリアパターンは B５。 

障害発生前は、スノーボードに取り組んでいた。障害発生後、パラスノ

ーボードに取り組み、現在も継続している。パラスポーツを始める際の重

要他者は理学療法士、パラスポーツを継続する際の重要他者は健常の

選手や教員だった。 

⑧〈識別番号１２〉40 歳代男性。脊髄損傷（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A１。 

初めて出会ったパラスポーツはパラアーチェリーで現在も継続してい

る。パラスポーツを始める際の重要他者はパラアーチェリー選手、パラス

ポーツを継続する際の重要他者は地元のアーチェリークラブの関係者や

妻だった。 

⑨〈識別番号７〉50 歳代男性。片下肢機能障害。障害発生年齢は 20 歳

代後半。スポーツキャリアパターンは B５。 

障害発生前は野球に取り組んでいた。障害発生後、パラアーチェリー

に出会い、現在も継続している。パラスポーツを始める際の重要他者は

会社の同僚、パラスポーツを継続する際の重要他者は家族やアーチェリ

ークラブの仲間だった。 

 

44．．22  障障害害種種別別  

継続時の重要他者を障害種別にみると、脊髄損傷・頸髄損傷、二分脊

椎などでは、配偶者・パートナー・子ども、障害のない友人や障害のない

アスリートが多かった。切断や機能障害では、職場（雇用先）関係者、パラ

スポーツ選手や学校外の仲間、配偶者・パートナー・子ども、学校関連の

指導者が多かった。脳性麻痺では親・兄弟・祖父母が多く、視覚障害で

は学校関連の指導者、パラスポーツ選手や学校外の仲間、パラスポーツ

指導者や競技団体関係者が多かった。 

〈事例〉 

①〈識別番号８２〉40 歳代男性。二分脊椎症（先天的障害）。スポーツキ

ャリアパターンは A３。 

②〈識別番号７７〉20 歳代男性。脳性麻痺（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A３。 

当初は、障害のない人と水泳に取り組んでいたが、その後、パラ水泳

に転向、現在も継続している。パラスポーツを始める際の重要他者は、ス

イミングスクールコーチでもある父親、パラスポーツを継続する際の重要

他者は、父親と水泳部のメンバーだった。 

③〈識別番号５５〉20 歳代女性。視覚障害。障害発生年齢は 10 歳代前

半。スポーツキャリアパターンは B３。 

障害発生前は水泳に取り組んでおり、障害発生後はパラ水泳に取り組

み、現在も継続している。パラスポーツを始める際の重要他者は同じ高

校水泳部にいた上肢欠損選手、パラスポーツを継続する際の重要他者

は妹だった。 

④〈識別番号９６〉30 歳代男性。聴覚障害（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A３。 

当初は、障害のない人とラグビーをやっていたが、その後、デフラグビ

ーに転向、現在も継続している。パラスポーツを始める際の重要他者は

デフラグビーの発起人、パラスポーツを継続する際の重要他者は雇用先

だった。 

⑤〈識別番号６４〉30 歳代女性。頸髄損傷。障害発生年齢は 10 歳代半

ば。スポーツキャリアパターンは B5。 

障害発生前は柔道をやっていた。障害発生後は車いすラグビーに出

会い、現在も継続している。パラスポーツを始める際の重要他者は車い

すラグビーのチームメート、パラスポーツを継続する際の重要他者は雇

用先だった。 

⑥〈識別番号２８〉40 歳代男性。脊髄損傷（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A１。 

初めて出会ったパラスポーツは車いすバスケットボールで、現在も継

続している。パラスポーツを始める際の重要他者は母親、パラスポーツを

継続する際の重要他者は競技が異なるがパラクライミング選手や車いす

バスケットボールの健常の選手だった。 
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⑦〈識別番号２４〉40 歳代男性。片大腿切断。障害発生年齢は 10 歳代

後半。スポーツキャリアパターンは B５。 

障害発生前は、スノーボードに取り組んでいた。障害発生後、パラスノ

ーボードに取り組み、現在も継続している。パラスポーツを始める際の重

要他者は理学療法士、パラスポーツを継続する際の重要他者は健常の

選手や教員だった。 

⑧〈識別番号１２〉40 歳代男性。脊髄損傷（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A１。 

初めて出会ったパラスポーツはパラアーチェリーで現在も継続してい

る。パラスポーツを始める際の重要他者はパラアーチェリー選手、パラス

ポーツを継続する際の重要他者は地元のアーチェリークラブの関係者や

妻だった。 

⑨〈識別番号７〉50 歳代男性。片下肢機能障害。障害発生年齢は 20 歳

代後半。スポーツキャリアパターンは B５。 

障害発生前は野球に取り組んでいた。障害発生後、パラアーチェリー

に出会い、現在も継続している。パラスポーツを始める際の重要他者は

会社の同僚、パラスポーツを継続する際の重要他者は家族やアーチェリ

ークラブの仲間だった。 

 

44．．22  障障害害種種別別  

継続時の重要他者を障害種別にみると、脊髄損傷・頸髄損傷、二分脊

椎などでは、配偶者・パートナー・子ども、障害のない友人や障害のない

アスリートが多かった。切断や機能障害では、職場（雇用先）関係者、パラ

スポーツ選手や学校外の仲間、配偶者・パートナー・子ども、学校関連の

指導者が多かった。脳性麻痺では親・兄弟・祖父母が多く、視覚障害で

は学校関連の指導者、パラスポーツ選手や学校外の仲間、パラスポーツ

指導者や競技団体関係者が多かった。 

〈事例〉 

①〈識別番号８２〉40 歳代男性。二分脊椎症（先天的障害）。スポーツキ

ャリアパターンは A３。 

②〈識別番号７７〉20 歳代男性。脳性麻痺（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A３。 

当初は、障害のない人と水泳に取り組んでいたが、その後、パラ水泳

に転向、現在も継続している。パラスポーツを始める際の重要他者は、ス

イミングスクールコーチでもある父親、パラスポーツを継続する際の重要

他者は、父親と水泳部のメンバーだった。 

③〈識別番号５５〉20 歳代女性。視覚障害。障害発生年齢は 10 歳代前

半。スポーツキャリアパターンは B３。 

障害発生前は水泳に取り組んでおり、障害発生後はパラ水泳に取り組

み、現在も継続している。パラスポーツを始める際の重要他者は同じ高

校水泳部にいた上肢欠損選手、パラスポーツを継続する際の重要他者

は妹だった。 

④〈識別番号９６〉30 歳代男性。聴覚障害（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A３。 

当初は、障害のない人とラグビーをやっていたが、その後、デフラグビ

ーに転向、現在も継続している。パラスポーツを始める際の重要他者は

デフラグビーの発起人、パラスポーツを継続する際の重要他者は雇用先

だった。 

⑤〈識別番号６４〉30 歳代女性。頸髄損傷。障害発生年齢は 10 歳代半

ば。スポーツキャリアパターンは B5。 

障害発生前は柔道をやっていた。障害発生後は車いすラグビーに出

会い、現在も継続している。パラスポーツを始める際の重要他者は車い

すラグビーのチームメート、パラスポーツを継続する際の重要他者は雇

用先だった。 

⑥〈識別番号２８〉40 歳代男性。脊髄損傷（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンは A１。 

初めて出会ったパラスポーツは車いすバスケットボールで、現在も継

続している。パラスポーツを始める際の重要他者は母親、パラスポーツを

継続する際の重要他者は競技が異なるがパラクライミング選手や車いす

バスケットボールの健常の選手だった。 
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初めて出会ったスポーツは卓球、その後、パラ卓球に転向、現在も継

続している。パラスポーツを始める際の重要他者は友人と祖父、パラスポ

ーツを継続する際の重要他者はライバル、両親、指導者だった。 

⑦〈識別番号８５〉40 歳代男性。視覚障害（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンはＡ４。 

初めて出会ったスポーツは柔道で、その後、パラ柔道に転向、現在も

継続している。パラスポーツを始める際の重要他者は特別支援学校の柔

道指導者、パラスポーツを継続する際の重要他者は前述の柔道指導者、

町道場の指導者、練習仲間だった。 

⑧〈識別番号４７〉30 歳代男性。視覚障害。障害発生年齢は 10 歳代前

半。スポーツキャリアパターンはＢ６。 

障害発生前は、野球、バレーボール、陸上などに取り組んだ。障害発生

後は、陸上、グランドソフトボールに取り組み、その後、ゴールボールに転

向した。パラスポーツを始める際の重要他者は特別支援学校の関係者、

パラスポーツを継続する際の重要他者は特別支援学校のゴールボール

部顧問、職場の仲間、看護師、行政のスポーツ担当者だった。 

 

44．．33  障障害害発発生生年年齢齢別別  

継続時の重要他者を障害発生年齢別にみると、0～5 歳では、親・兄

弟・祖父母、パラスポーツ指導者や競技団体関係者、学校関連の指導者、

障害のない友人や障害のないアスリート、パラスポーツ選手や学校外の

仲間が多かった。６～20 歳では、職場（雇用先）関係者、学校関連の指

導者、障害のない友人や障害のないアスリート、が多かった。21 歳以上

では配偶者・パートナー・子ども、職場（雇用先）関係者が多かった。 

〈事例〉 

①〈識別番号４〉20 歳代男性。骨形成不全（先天的障害）。スポーツキャ

リアパターンはＡ１。 

初めて出会ったパラスポーツはパラ卓球で、その後も継続している。パ

ラスポーツを始める際の重要他者は母親とパラ卓球関係者、パラスポー

ツを継続する際の重要他者は亡くなった弟、中学校の卓球指導者、パラ

卓球指導者だった。 

当初は、障害のない人とカヌーに取り組んでいたが、その後、パラカヌ

ーに転向、現在も継続している。パラスポーツを始める際の重要他者は

パラカヌー連盟の知人、パラスポーツを継続する際の重要他者は妻と兄

だった。 

②〈識別番号３〉60 歳代男性。脊髄損傷。障害発生年齢は 20 歳代後半。

スポーツキャリアパターンは B6。 

障害発生前はサッカーに取り組んでいた。障害発生後に車いすバスケ

ットボールに取り組み、その後、パラアイスホッケーに転向した。パラスポ

ーツを始める際の重要他者は療養所関係者、パラスポーツを継続する際

の重要他者は妻、チームメート、指導者だった。 

③〈識別番号４８〉20 歳代男性。筋ジストロフィー症（先天的障害）。スポ

ーツキャリアパターンは A１。 

初めて出会ったパラスポーツはボッチャで、現在も継続している。パラ

スポーツを始める際の重要他者は当事者団体の先輩と家族、パラスポー

ツを継続する際の重要他者は家族、職場、指導者だった。 

④〈識別番号１０〉30 歳代女性。片大腿欠損。障害発生年齢は 10 歳代

前半。スポーツキャリアパターンはＢ４。 

障害発生前は水泳に取り組んでいた。障害発生後、パラ水泳に取り組

んでいたが、その後、パラトライアスロンに転向した。パラスポーツを始め

る際の重要他者はパラ水泳の指導者、パラスポーツを継続する際の重要

他者は職場、ライバル選手、トライアスロン仲間だった。 

⑤〈識別番号１６〉20 歳代男性。脳性麻痺（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンはＡ２。 

初めて出会ったパラスポーツは車いすバスケットボールで、その後、パ

ラ陸上に転向した。パラスポーツを始める際の重要他者は車いすバスケ

ットボールの選手、パラスポーツを継続する際の重要他者は特別支援学

校の陸上部監督と両親だった。 

⑥〈識別番号７２〉20 歳代男性。脳性麻痺（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンはＡ３。 

54



初めて出会ったスポーツは卓球、その後、パラ卓球に転向、現在も継

続している。パラスポーツを始める際の重要他者は友人と祖父、パラスポ

ーツを継続する際の重要他者はライバル、両親、指導者だった。 

⑦〈識別番号８５〉40 歳代男性。視覚障害（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンはＡ４。 

初めて出会ったスポーツは柔道で、その後、パラ柔道に転向、現在も

継続している。パラスポーツを始める際の重要他者は特別支援学校の柔

道指導者、パラスポーツを継続する際の重要他者は前述の柔道指導者、

町道場の指導者、練習仲間だった。 

⑧〈識別番号４７〉30 歳代男性。視覚障害。障害発生年齢は 10 歳代前

半。スポーツキャリアパターンはＢ６。 

障害発生前は、野球、バレーボール、陸上などに取り組んだ。障害発生

後は、陸上、グランドソフトボールに取り組み、その後、ゴールボールに転

向した。パラスポーツを始める際の重要他者は特別支援学校の関係者、

パラスポーツを継続する際の重要他者は特別支援学校のゴールボール

部顧問、職場の仲間、看護師、行政のスポーツ担当者だった。 

 

44．．33  障障害害発発生生年年齢齢別別  

継続時の重要他者を障害発生年齢別にみると、0～5 歳では、親・兄

弟・祖父母、パラスポーツ指導者や競技団体関係者、学校関連の指導者、

障害のない友人や障害のないアスリート、パラスポーツ選手や学校外の

仲間が多かった。６～20 歳では、職場（雇用先）関係者、学校関連の指

導者、障害のない友人や障害のないアスリート、が多かった。21 歳以上

では配偶者・パートナー・子ども、職場（雇用先）関係者が多かった。 

〈事例〉 

①〈識別番号４〉20 歳代男性。骨形成不全（先天的障害）。スポーツキャ

リアパターンはＡ１。 

初めて出会ったパラスポーツはパラ卓球で、その後も継続している。パ

ラスポーツを始める際の重要他者は母親とパラ卓球関係者、パラスポー

ツを継続する際の重要他者は亡くなった弟、中学校の卓球指導者、パラ

卓球指導者だった。 

当初は、障害のない人とカヌーに取り組んでいたが、その後、パラカヌ

ーに転向、現在も継続している。パラスポーツを始める際の重要他者は

パラカヌー連盟の知人、パラスポーツを継続する際の重要他者は妻と兄

だった。 

②〈識別番号３〉60 歳代男性。脊髄損傷。障害発生年齢は 20 歳代後半。

スポーツキャリアパターンは B6。 

障害発生前はサッカーに取り組んでいた。障害発生後に車いすバスケ

ットボールに取り組み、その後、パラアイスホッケーに転向した。パラスポ

ーツを始める際の重要他者は療養所関係者、パラスポーツを継続する際

の重要他者は妻、チームメート、指導者だった。 

③〈識別番号４８〉20 歳代男性。筋ジストロフィー症（先天的障害）。スポ

ーツキャリアパターンは A１。 

初めて出会ったパラスポーツはボッチャで、現在も継続している。パラ

スポーツを始める際の重要他者は当事者団体の先輩と家族、パラスポー

ツを継続する際の重要他者は家族、職場、指導者だった。 

④〈識別番号１０〉30 歳代女性。片大腿欠損。障害発生年齢は 10 歳代

前半。スポーツキャリアパターンはＢ４。 

障害発生前は水泳に取り組んでいた。障害発生後、パラ水泳に取り組

んでいたが、その後、パラトライアスロンに転向した。パラスポーツを始め

る際の重要他者はパラ水泳の指導者、パラスポーツを継続する際の重要

他者は職場、ライバル選手、トライアスロン仲間だった。 

⑤〈識別番号１６〉20 歳代男性。脳性麻痺（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンはＡ２。 

初めて出会ったパラスポーツは車いすバスケットボールで、その後、パ

ラ陸上に転向した。パラスポーツを始める際の重要他者は車いすバスケ

ットボールの選手、パラスポーツを継続する際の重要他者は特別支援学

校の陸上部監督と両親だった。 

⑥〈識別番号７２〉20 歳代男性。脳性麻痺（先天的障害）。スポーツキャリ

アパターンはＡ３。 
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【A1、A2】 

A1 は先天的に障害があり、いずれかの時点でパラスポーツとして

スポーツを始め、現在もその競技を行っている人である。A2 は先天

的障害者で、いずれかの時点でパラスポーツを始め、その後ほかの

スポーツを行うようになり現在に至っている人である。 

【A3、A4】 

A3、A4 は先天的障害があるものの、最初に始めたスポーツはパ

ラスポーツとして実施していたのではなく、障害のない人のスポーツ

として実施、その後そのスポーツをパラスポーツとして実施するよう

になった人であり、A3 は現在も同じスポーツ（パラスポーツ）をして

いる人で、A4 はその後違うパラスポーツをするようになり現在に至

っている人である。 

【A5、A6】 

A5、A6 は先天的障害があるが、A3、A4 と同様に、最初に始め

たスポーツはパラスポーツとして実施していたのではなく、障害のな

い人のスポーツとして実施、その後そのスポーツとは別のスポーツを

パラスポーツとして実施するようになった人で、A5 は現在も最初に

始めたパラスポーツを実施している人、A6 はその後に違うパラスポ

ーツを実施するようになり現在に至っている人である。  

【B1、B2】 

B1、B2 は後天的に障害を持つようになり、パラスポーツを行うよ

うになるが、障害を持つ前は特にスポーツは実施していなかったパタ

ーンである。B1 は最初に始めたパラスポーツを現在も実施している

人で、B2 はその後違うスポーツを始め、現在に至っている人であ

る。 

【B3、B4】 

B3、B4 も後天的障害者である。障害発生前からスポーツを実施し

ており、障害発生後に障害発生前と同じスポーツをパラスポーツとし

て行うようになった人で、B3 は現在も同じスポーツをしている人、

B4 はその後、違うスポーツを行うようになり、現在に至っている人で

②〈識別番号８３〉60 歳代女性。右上腕欠損。障害発生年齢は 10 歳代

前半。スポーツキャリアパターンはＢ１。 

初めて出会ったパラスポーツはパラ馬術で、現在も継続している。パラ

スポーツを始める際の重要他者は夫と海外のパラ馬術選手、パラスポー

ツを継続する際の重要他者は家族、職場関係者、乗馬クラブの仲間だっ

た。 

③〈識別番号９〉40 歳代男性。脊髄損傷。障害発生年齢は 20 歳代前半。

スポーツキャリアパターンはＢ３。 

障害発生前は水泳に取り組んでいた。障害発生後、パラ水泳に取り組

み、現在もパラ水泳を継続している。パラスポーツを始める際の重要他

者は水泳仲間、メディア、理学療法士、作業療法士、パラスポーツを継続

する際の重要他者は水泳仲間、家族だった。 

④〈識別番号７〉50 歳代前半。片下肢機能障害。障害発生年齢は 20 歳

代後半。スポーツキャリアパターンは B５。 

障害発生前は野球に取り組んでいた。障害発生後、パラアーチェリー

に取り組み、現在もパラアーチェリーを継続している。パラスポーツを始

める際の重要他者は会社の同僚、パラスポーツを継続する際の重要他

者は家族、アーチェリークラブの仲間だった。 

⑤〈識別番号３５〉40歳代男性。右足腓骨神経麻痺。障害発生年齢は20

歳代後半。スポーツキャリアパターンは B３。 

障害発生前はスノーボードに取り組んでいた。障害発生後、パラスノ

ーボードに取り組み、現在もパラスノーボードを継続している。パラスポ

ーツを始める際の重要他者はおらず、パラスポーツを継続する際の重要

他者は職場、家族、ライバル選手だった。 

 

55．．  ククロロスス集集計計  

 

第 1 章第 2 節では、スポーツキャリアパターン（以下、ＳＣＰ）を下記の

とおり、１２パターンにまとめている。 A１～６を先天的障害、B１～B６を

後天的障害としている。 
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【A1、A2】 

A1 は先天的に障害があり、いずれかの時点でパラスポーツとして

スポーツを始め、現在もその競技を行っている人である。A2 は先天

的障害者で、いずれかの時点でパラスポーツを始め、その後ほかの

スポーツを行うようになり現在に至っている人である。 

【A3、A4】 

A3、A4 は先天的障害があるものの、最初に始めたスポーツはパ

ラスポーツとして実施していたのではなく、障害のない人のスポーツ

として実施、その後そのスポーツをパラスポーツとして実施するよう

になった人であり、A3 は現在も同じスポーツ（パラスポーツ）をして

いる人で、A4 はその後違うパラスポーツをするようになり現在に至

っている人である。 

【A5、A6】 

A5、A6 は先天的障害があるが、A3、A4 と同様に、最初に始め

たスポーツはパラスポーツとして実施していたのではなく、障害のな

い人のスポーツとして実施、その後そのスポーツとは別のスポーツを

パラスポーツとして実施するようになった人で、A5 は現在も最初に

始めたパラスポーツを実施している人、A6 はその後に違うパラスポ

ーツを実施するようになり現在に至っている人である。  

【B1、B2】 

B1、B2 は後天的に障害を持つようになり、パラスポーツを行うよ

うになるが、障害を持つ前は特にスポーツは実施していなかったパタ

ーンである。B1 は最初に始めたパラスポーツを現在も実施している

人で、B2 はその後違うスポーツを始め、現在に至っている人であ

る。 

【B3、B4】 

B3、B4 も後天的障害者である。障害発生前からスポーツを実施し

ており、障害発生後に障害発生前と同じスポーツをパラスポーツとし

て行うようになった人で、B3 は現在も同じスポーツをしている人、

B4 はその後、違うスポーツを行うようになり、現在に至っている人で

②〈識別番号８３〉60 歳代女性。右上腕欠損。障害発生年齢は 10 歳代

前半。スポーツキャリアパターンはＢ１。 

初めて出会ったパラスポーツはパラ馬術で、現在も継続している。パラ

スポーツを始める際の重要他者は夫と海外のパラ馬術選手、パラスポー

ツを継続する際の重要他者は家族、職場関係者、乗馬クラブの仲間だっ

た。 

③〈識別番号９〉40 歳代男性。脊髄損傷。障害発生年齢は 20 歳代前半。

スポーツキャリアパターンはＢ３。 

障害発生前は水泳に取り組んでいた。障害発生後、パラ水泳に取り組

み、現在もパラ水泳を継続している。パラスポーツを始める際の重要他

者は水泳仲間、メディア、理学療法士、作業療法士、パラスポーツを継続

する際の重要他者は水泳仲間、家族だった。 

④〈識別番号７〉50 歳代前半。片下肢機能障害。障害発生年齢は 20 歳

代後半。スポーツキャリアパターンは B５。 

障害発生前は野球に取り組んでいた。障害発生後、パラアーチェリー

に取り組み、現在もパラアーチェリーを継続している。パラスポーツを始

める際の重要他者は会社の同僚、パラスポーツを継続する際の重要他

者は家族、アーチェリークラブの仲間だった。 

⑤〈識別番号３５〉40歳代男性。右足腓骨神経麻痺。障害発生年齢は20

歳代後半。スポーツキャリアパターンは B３。 

障害発生前はスノーボードに取り組んでいた。障害発生後、パラスノ

ーボードに取り組み、現在もパラスノーボードを継続している。パラスポ

ーツを始める際の重要他者はおらず、パラスポーツを継続する際の重要

他者は職場、家族、ライバル選手だった。 

 

55．．  ククロロスス集集計計  

 

第 1 章第 2 項では、スポーツキャリアパターン（以下、ＳＣＰ）を下記の

とおり、１２パターンにまとめている。 A１～６を先天的障害、B１～B６を

後天的障害としている。 
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図表 3-1 先天的障害・後天的障害別にみる 

パラスポーツに関する情報提供者 

 

ここでは、先天的障害と後天的障害の二群にわけ、パラスポーツに関

する情報提供者、パラスポーツの開始場所、パラスポーツを始める際の

重要他者、パラスポーツを継続する際の重要他者についてクロス集計を

行った。 

 

55．．１１  先先天天的的障障害害・・後後天天的的障障害害別別ににみみるるパパララススポポーーツツにに関関すするる情情報報提提供供

者者  

パラスポーツに関する情報提供者を先天的障害・後天的障害別にみる

と、先天的障害では学校関係者（教師や仲間等）が 75.0％と最も多く、

友人（障害の有無を問わない）（71.4％）、家族・親族（５５．６％）が続く。

後天的障害では医療関係者（医師・看護師・理学療法士／作業療法士・

義肢装具士）が 83.3％と最も多く、メディアの 75.0％、行政・社会福祉

協議会・障害者スポーツ協会の 60.0％が続く。パラスポーツ競技関係

者（指導者・協会・選手・リハビリテーションセンター・障害者スポーツセン

ター）、家族・親族は、先天的障害、後天的障害で大きな違いはみられな

かった。先天的障害では、学校関係者や家族、友人、後天的障害では医

療・リハビリテーション関係者が情報提供に関しては大きな役割を果たし

ていることが分かった。サンプリングをしていないこと及びサンプル数が

少ない項目もあるため、参考値として図示する（図表 3-1）。 

 

 

ある。 

【B5、B6】 

B5、B6 は後天的障害者で、障害発生前からスポーツを実施してお

り、障害発生後は障害発生前とは違うスポーツをするようになった人

で現在もそのスポーツを実施している人が B5、その後異なったスポ

ーツを実施するようになり現在に至っている人が B6 である。 
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図表 3-1 先天的障害・後天的障害別にみる 

パラスポーツに関する情報提供者 

 

ここでは、先天的障害と後天的障害の二群にわけ、パラスポーツに関

する情報提供者、パラスポーツの開始場所、パラスポーツを始める際の

重要他者、パラスポーツを継続する際の重要他者についてクロス集計を

行った。 

 

55．．１１  先先天天的的障障害害・・後後天天的的障障害害別別ににみみるるパパララススポポーーツツにに関関すするる情情報報提提供供

者者  

パラスポーツに関する情報提供者を先天的障害・後天的障害別にみる

と、先天的障害では学校関係者（教師や仲間等）が 75.0％と最も多く、

友人（障害の有無を問わない）（71.4％）、家族・親族（５５．６％）が続く。

後天的障害では医療関係者（医師・看護師・理学療法士／作業療法士・

義肢装具士）が 83.3％と最も多く、メディアの 75.0％、行政・社会福祉

協議会・障害者スポーツ協会の 60.0％が続く。パラスポーツ競技関係

者（指導者・協会・選手・リハビリテーションセンター・障害者スポーツセン

ター）、家族・親族は、先天的障害、後天的障害で大きな違いはみられな

かった。先天的障害では、学校関係者や家族、友人、後天的障害では医

療・リハビリテーション関係者が情報提供に関しては大きな役割を果たし

ていることが分かった。サンプリングをしていないこと及びサンプル数が

少ない項目もあるため、参考値として図示する（図表 3-1）。 

 

 

ある。 

【B5、B6】 

B5、B6 は後天的障害者で、障害発生前からスポーツを実施してお

り、障害発生後は障害発生前とは違うスポーツをするようになった人

で現在もそのスポーツを実施している人が B5、その後異なったスポ

ーツを実施するようになり現在に至っている人が B6 である。 
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55．．33  先先天天的的障障害害・・後後天天的的障障害害別別ににみみるるパパララススポポーーツツをを開開始始すするる際際のの重重

要要他他者者  

パラスポーツを開始する際の重要他者を先天的障害・後天的障害別

にみると、先天的障害では健常者の友人が 75.0％と最も多く、親・兄

弟・祖父母（66.7％）、一般スポーツ指導者（66.7％）、学校関連指導者

（65.0％）が続く。後天的障害では理学療法士・作業療法士が 100％と

最も多く、義肢装具士（85.7％）、医師・看護師（83.3％）、リハビリテー

ションセンター指導者・障害者スポーツセンター指導者（77.8％）が続く。

後天的障害では、医療・リハビリテーション関係者が大きな役割を果たし

ていることが明らかになった。サンプル数が少ない項目もあるため、参考

値として図示する（図表 3-3）。 

55．．22  先先天天的的障障害害・・後後天天的的障障害害別別ににみみるる別別ににみみるるパパララススポポーーツツのの開開始始場場

所所  

パラスポーツの開始場所を先天的障害・後天的障害別にみると、先天

的障害では学校スポーツ施設が 65.4％と最も多かった。リハビリテーシ

ョンセンター・障害者スポーツセンター、一般スポーツ施設、スイミングク

ラブ・道場などの民間施設、福祉施設では、先天的障害と後天的障害で

大きな違いはみられなかった。サンプル数が少ない項目もあるため、参

考値として図示する（図表 3-2）。 

 

図表 3-2 先天的障害・後天的障害別にみる 

パラスポーツの開始場所 
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55．．33  先先天天的的障障害害・・後後天天的的障障害害別別ににみみるるパパララススポポーーツツをを開開始始すするる際際のの重重

要要他他者者  

パラスポーツを開始する際の重要他者を先天的障害・後天的障害別

にみると、先天的障害では健常者の友人が 75.0％と最も多く、親・兄

弟・祖父母（66.7％）、一般スポーツ指導者（66.7％）、学校関連指導者

（65.0％）が続く。後天的障害では理学療法士・作業療法士が 100％と

最も多く、義肢装具士（85.7％）、医師・看護師（83.3％）、リハビリテー

ションセンター指導者・障害者スポーツセンター指導者（77.8％）が続く。

後天的障害では、医療・リハビリテーション関係者が大きな役割を果たし

ていることが明らかになった。サンプル数が少ない項目もあるため、参考

値として図示する（図表 3-3）。 

55．．22  先先天天的的障障害害・・後後天天的的障障害害別別ににみみるる別別ににみみるるパパララススポポーーツツのの開開始始場場

所所  

パラスポーツの開始場所を先天的障害・後天的障害別にみると、先天

的障害では学校スポーツ施設が 65.4％と最も多かった。リハビリテーシ

ョンセンター・障害者スポーツセンター、一般スポーツ施設、スイミングク

ラブ・道場などの民間施設、福祉施設では、先天的障害と後天的障害で

大きな違いはみられなかった。サンプル数が少ない項目もあるため、参

考値として図示する（図表 3-2）。 

 

図表 3-2 先天的障害・後天的障害別にみる 

パラスポーツの開始場所 
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55．．44  先先天天的的障障害害・・後後天天的的障障害害別別ににみみるるパパララススポポーーツツをを継継続続すするる際際のの重重

要要他他者者  

パラスポーツを継続する際の重要他者について、サンプル数１を除外

したうえで先天的障害・後天的障害別にみると、先天的障害では親・兄

弟・祖父母が 72.2％と最も多く、パラスポーツ指導者・パラスポーツ団

体関係者（67.5％）、障害のない友人や選手（63.6％）が続く。後天的

障害ではスポンサー企業が 100.0％と最も多く、ついで職場（雇用先）

関係者（81.3％）、配偶者・パートナー・子ども（65.4％）が続く。後天的

障害では、スポンサー企業、雇用先が継続する際の大きな要因になって

いた。サンプル数が少ない項目もあるため、参考値として図示する（図表

3-4）。 

 

 

 
 

   

図表 3-3 先天的障害・後天的障害別にみる 

パラスポーツを開始する際の重要他者 
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55．．44  先先天天的的障障害害・・後後天天的的障障害害別別ににみみるるパパララススポポーーツツをを継継続続すするる際際のの重重

要要他他者者  

パラスポーツを継続する際の重要他者について、サンプル数１を除外

したうえで先天的障害・後天的障害別にみると、先天的障害では親・兄

弟・祖父母が 72.2％と最も多く、パラスポーツ指導者・パラスポーツ団

体関係者（67.5％）、障害のない友人や選手（63.6％）が続く。後天的

障害ではスポンサー企業が 100.0％と最も多く、ついで職場（雇用先）

関係者（81.3％）、配偶者・パートナー・子ども（65.4％）が続く。後天的

障害では、スポンサー企業、雇用先が継続する際の大きな要因になって

いた。サンプル数が少ない項目もあるため、参考値として図示する（図表

3-4）。 

 

 

 
 

   

図表 3-3 先天的障害・後天的障害別にみる 

パラスポーツを開始する際の重要他者 
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66．．  ままととめめとと考考察察  

 

パラスポーツに関する情報提供者は、20～30 歳代ではパラスポーツ

関係者や学校関係者、50～60歳代ではパラスポーツ指導者協議会、パ

ラスポーツ協会、リハビリテーションセンターや障害者スポーツセンター

が多く、年代によって傾向が異なった。２０１１年のスポーツ基本法制定、

2013 年の東京 2020 パラリンピック大会の開催決定を皮切りに、障害

者のスポーツ環境はここ 15 年で大きく変化した。パラスポーツに関する

情報提供は、これまで障害者スポーツ振興の中心として大きな役割を果

たしていたのはパラスポーツ協会、パラスポーツ指導者協議会、障害者

スポーツセンターやリハビリテーションセンターなどに限られていたが、障

害者のスポーツ環境が変わっていく中で、様々な団体・組織が情報を提

供するようになった。そうした背景も年代で傾向が異なっていた要因と推

察できる。障害種別でみると、脊髄損傷や二分脊椎症、切断や機能障害

などは、パラスポーツ協会、パラスポーツ指導者協議会、パラスポーツ選

手、リハビリテーションセンター、障害者スポーツセンターなどのパラスポ

ーツ関係者が多く、これまで専門的知見を蓄積してきた障害者スポーツ

に専門性を有する団体・組織が、肢体不自由をはじめとした身体障害で

は大きな役割を果たしていたことが分かる。視覚障害では、教員や学校

仲間などの学校関係者が情報提供者になっていた。視覚障害者のスポ

ーツ振興においては、特別支援学校が大きな役割を果たしていると推察

できる。先天的障害についても学校関係者がパラスポーツに関する情報

提供者であることが多く、視覚障害同様、特別支援学校での情報提供が

大きな役割を担っていたと考えられる。 

パラスポーツを始める際の重要他者はパラスポーツ選手や学校外の

仲間が多かった。年代別でみると、20～30 歳代ではパラスポーツ指導

者やパラスポーツ団体が多く、加えて 20 歳代は親・兄弟・祖父母、30 歳

代は学校関係者が、特に多かった。視覚障害は学校関係者、先天的障害

では学校関係者や家族が、重要他者になっていた。前述したとおり、ここ

15 年で障害者を取り巻くスポーツ環境は大きく変わり、障害当事者に限

らず、障害のない人、特に家族や学校関係者の理解が深まった。多くの

  
  

図表 3-4 先天的障害・後天的障害別にみる 

パラスポーツを継続する際の重要他者 
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66．．  ままととめめとと考考察察  

 

パラスポーツに関する情報提供者は、20～30 歳代ではパラスポーツ

関係者や学校関係者、50～60歳代ではパラスポーツ指導者協議会、パ

ラスポーツ協会、リハビリテーションセンターや障害者スポーツセンター

が多く、年代によって傾向が異なった。２０１１年のスポーツ基本法制定、

2013 年の東京 2020 パラリンピック大会の開催決定を皮切りに、障害

者のスポーツ環境はここ 15 年で大きく変化した。パラスポーツに関する

情報提供は、これまで障害者スポーツ振興の中心として大きな役割を果

たしていたのはパラスポーツ協会、パラスポーツ指導者協議会、障害者

スポーツセンターやリハビリテーションセンターなどに限られていたが、障

害者のスポーツ環境が変わっていく中で、様々な団体・組織が情報を提

供するようになった。そうした背景も年代で傾向が異なっていた要因と推

察できる。障害種別でみると、脊髄損傷や二分脊椎症、切断や機能障害

などは、パラスポーツ協会、パラスポーツ指導者協議会、パラスポーツ選

手、リハビリテーションセンター、障害者スポーツセンターなどのパラスポ

ーツ関係者が多く、これまで専門的知見を蓄積してきた障害者スポーツ

に専門性を有する団体・組織が、肢体不自由をはじめとした身体障害で

は大きな役割を果たしていたことが分かる。視覚障害では、教員や学校

仲間などの学校関係者が情報提供者になっていた。視覚障害者のスポ
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〇視覚障害 

視覚障害ではパラスポーツに関する情報提供に始まり、パラスポーツ

を開始する際の重要他者、開始場所、継続する際の重要他者にすべて

特別支援学校（盲学校）がかかわっていた。ほかの障害種と比較しても、

視覚障害のように一貫して学校が関与している場合は少なく、学校を中

心としたスポーツ振興体制は視覚障害独自の体制と言える。 

〇先天的障害と後天的障害の傾向 

先天的障害においては、パラスポーツに関する情報提供は学校関係

者、開始する際の重要他者は学校関係者と家族、継続する際の重要他

者は家族とパラスポーツ関係者とライフステージに応じて役割が譲渡す

るような形になった。スポーツを核にしながら、かかわるステークホルダー

がライフステージに応じて変化するのは、卒業後のスポーツ環境を考え

ると、理想的な移行の形のひとつといえるだろう。 

後天的障害においては、パラスポーツ開始時と継続時に重要他者に変

化がみられた。開始時重要他者では、医師・看護師、理学療法士・作業

療法士、義肢装具士などの医療・リハビリテーション職の人たちが大きな

役割を担っていたが、継続時重要他者では配偶者・パートナー・子どもな

どの家族に加えて、スポンサー企業や雇用先が継続する際の後押しをし

た。本研究のインタビュー対象者は、競技力が高い傾向にあるため、企業

のスポンサー支援や選手採用などが継続する際に重要な役割を担って

いたと推察できる。 

〇ライフステージに応じた受入体制の構築 

20～30 歳代でもライフステージに応じたステークホルダーの変化が

みられた。パラスポーツに関する情報提供はパラスポーツ関係者と学校

関係者、パラスポーツを開始する際の重要他者は学校関係者と家族、継

続する際の重要他者は家族だった。障害発症時期が一律ではないため

推察の域を出ないが、学齢期にパラスポーツに出会い、学校関係者や家

族が開始する際の重要な役割を果たし、継続する際には家族が重要な

役割を担った。ライフステージの変化に合わせて、比重が学校から家族

へ移行したといえる。障害児の学校卒業後のスポーツ環境は課題となっ

ているが、現状、家族が継続時の中心的役割を担っていることをふまえ

関係者がパラスポーツに触れる機会が増えたことにより、障害当事者に

とっては、スポーツに接する機会の幅が広がったと考えられる。 

パラスポーツの開始場所では、20 歳代はスイミングクラブや道場など

の民間施設、30歳代は学校スポーツ施設、40～60歳代はリハビリテー

ションセンターや障害者スポーツセンターだった。障害発症時期が異なる

ので、年代別ですべての傾向を推し量るのは難しいが、20 歳代で民間

スポーツ施設がパラスポーツの開始場所になっているのは、ここ 15 年の

社会的変化が影響していると考えられる。2024 年施行の改正障害者差

別解消法では、これまで努力義務とされていた民間事業者による障害の

ある人への「合理的な配慮」の提供が国や地方自治体同様、法的義務と

された。民間施設における障害者の受け入れ状況が、徐々に変化してい

る兆しと捉えることもできる。障害種別でみると、脊髄損傷や二分脊椎症、

切断や機能障害はリハビリテーションセンターや障害者スポーツセンター

が多く、パラスポーツに関する情報提供者と密接に関わっていることがわ

かる。同様に、視覚障害では学校スポーツ施設が開始場所になっており、

パラスポーツに関する情報提供やパラスポーツを始める際の重要他者と

も密接にかかわっていることが明らかになった。 

パラスポーツを継続する際の重要他者は、20～30 歳代では親・兄

弟・祖父母の家族が多く、40歳以上では配偶者・パートナー・子どもが多

くなった。障害の有無にかかわらず、20～30 歳代では独身、40 歳以上

では既婚が多いと想定した場合、ライフステージの変化にあわせて、同居

する家族が変化し、身近にいる人が変わってきていると推察できる。障害

種別でみると、脳性麻痺では親・兄弟・祖父母、視覚障害では学校関連

の指導者が多かった。先天的障害では親・兄弟・祖父母が継続の際の重

要他者になっていた。先天的障害では生まれたときから家族が寄り添っ

ている場合が多く、継続時の重要他者にもなっていると考える。 

 

パラスポーツに関する情報提供者、開始場所、開始時重要他者、継続

時重要他者などの傾向から、スポーツ開始時のきっかけとその継続にあ

たっては、いくつかの特徴が明らかになった。 
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第 4 章 

競技活動継続時の経済的支援・ 

社会的支援 

   

ると、必ずしも持続可能な環境とはいえない。卒業後を見越して、地域の

パラスポーツ関係者が継続時重要他者として役割を果たすことができれ

ば、家族のレスパイトにつながるうえ、障害当事者も家庭以外に居場所を

持つことができる。今後、継続的なスポーツ環境に向けては、家族に負担

が集中しない形で、地域が受け入れていく体制が構築されることが望ま

しい。 

（第 3 章担当：小淵和也） 
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「自治体」からの支援については、各都道府県からの支援金や強化指定

選手への優先的な施設利用等が中心となっている。 

次節以降は、支援元として多数を占めていた「雇用先」「自治体」の実

態について、雇用形態や障害種、競技レベル別に検討していく。 

 

３３..  雇雇用用先先かかららのの支支援援  

  

33..11  支支援援のの有有無無とと調調査査時時身身分分のの関関係係性性  

競技活動継続時の雇用先からの支援有無と調査時身分の関係性につ

いては図表 4-２のとおりである。 

図表 4-２ 雇用先からの支援の有無と調査時身分の関係性について 

 
 

「一般雇用」の選手 45 名のうち、18 名が雇用先からの支援ありと回

答しており、「選手雇用」の選手 36 名のうち、35 名が雇用先からの支援

ありと回答していた。選手雇用の選手のうち 1 名は、インタビュー中で労

災に関係する支援が大きかったと回答しており、便宜的に「支援なし」とし

て扱っている。また、「大学生」についてはフルタイムに相当する雇用先が

存在しないことから、雇用先支援なしとなっており、「その他」の選手 12

11..  報報告告概概要要  

  

本章では、競技活動時の経済的支援および社会的支援の実態につい

て検討することを目的に、調査中の主たる「活動継続時の支援元」につい

て、調査時身分（社会人・学生の別、雇用形態等）・障害種・競技レベル別

に分類し、その特徴や事例について整理していく。なお、「支援元」とは関

連するインタビュー結果から、①雇用先、②企業スポンサー、③協会・競

技団体、④自治体、⑤財団等、⑥その他、⑦支援なしの 7 項目を抽出し

たものである。 

 

２２..  競競技技活活動動継継続続時時のの支支援援のの有有無無・・支支援援元元  

  

競技活動継続時の支援有無・支援元（複数回答）は図表 4-１のとおり

である。 

図表 4-１ 活動継続にあたっての支援の有無・支援元について 

（複数回答） 

 
 

75 名の対象者が何らかの「支援あり」となっており、延べ人数で「雇用

先」（55 名）と「自治体」（21 名）が上位となっている。「雇用先」からの支

援内容については、雇用先企業からの給与以外の強化費や用具・遠征

費の補助、大会・遠征時の特別休暇の付与や職務減免等が含まれており、
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図表 4-4 障害種と調査時身分の関係性について
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競技活動継続時の雇用先からの支援有無と競技レベルの関係性につ

いては図表 4-5 のとおりである。 

図表 4-5 雇用先からの支援の有無と競技レベルの関係性について 

 
 

名のうち、2 名が雇用先からの支援ありと回答していた。 
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  競技活動継続時の雇用先からの支援有無と障害種の関係性について
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図表 4-3 雇用先からの支援の有無と障害種の関係性について 

 
 

「肢体不自由」の選手 65 名のうち、37 名が雇用先からの支援ありと

回答しており、「視覚障害」の選手 27 名のうち、16 名が雇用先からの支

援ありと回答していた。その一方で、「聴覚障害」の選手 8 名のうち、雇用

先からの支援を受けているのは 2 名にとどまっており、障害種間で雇用

先支援の状況に差がみられた。 

また、障害種と調査時身分の関係性をみていくと（図表 4-4 参照）、聴

覚障害のある「選手雇用」の選手は 0 名となっており、肢体不自由・視覚

障害と聴覚障害選手の雇用先支援の差の背景には、これらの雇用形態

の違いが存在していると考えられる。 
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図表 4-4 障害種と調査時身分の関係性について

 
  

33..33  支支援援のの有有無無とと競競技技レレベベルルのの関関係係性性  

競技活動継続時の雇用先からの支援有無と競技レベルの関係性につ

いては図表 4-5 のとおりである。 

図表 4-5 雇用先からの支援の有無と競技レベルの関係性について 

 
 

名のうち、2 名が雇用先からの支援ありと回答していた。 

 

33..22  支支援援のの有有無無とと障障害害種種のの関関係係性性  

  競技活動継続時の雇用先からの支援有無と障害種の関係性について

は図表 4-3 のとおりである。 

図表 4-3 雇用先からの支援の有無と障害種の関係性について 

 
 

「肢体不自由」の選手 65 名のうち、37 名が雇用先からの支援ありと

回答しており、「視覚障害」の選手 27 名のうち、16 名が雇用先からの支

援ありと回答していた。その一方で、「聴覚障害」の選手 8 名のうち、雇用

先からの支援を受けているのは 2 名にとどまっており、障害種間で雇用

先支援の状況に差がみられた。 

また、障害種と調査時身分の関係性をみていくと（図表 4-4 参照）、聴

覚障害のある「選手雇用」の選手は 0 名となっており、肢体不自由・視覚

障害と聴覚障害選手の雇用先支援の差の背景には、これらの雇用形態

の違いが存在していると考えられる。 
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一般雇用における雇用先支援の具体的な内容としては、強化費や遠

征費・用具費等の金銭的な補助はほとんどみられず、大会・遠征時の特

別休暇の付与や職務減免等の勤務時間の短縮が中心となっている。選

手雇用の雇用先支援については、前提として業務をある程度免除され、

競技に専念できる環境が整っており、金銭的な補助については選手個々

に差が見られるが、給与とは別に強化費や遠征費・用具費等の補助が行

われているケースがみられる。両雇用を対比するために、以下では、一般

雇用から選手雇用へ転換した選手の事例についてみていく。 

 

 

 

＊以下の情報はすべて調査時（2020 年度）の情報にもとづく 

識識別別番番号号 1177  

イインンタタビビュューー時時年年齢齢：：30 歳 

性性別別：：男性 

障障害害発発生生年年齢齢：：18 歳 

障障害害内内容容：：交通事故による下肢切断および機能障害 

競競技技歴歴：：20 歳から車いすバスケットボールを始め、2016 年のリオパ

ラリンピック後、日本代表選手に選出され、2018 年の世界

選手権上位入賞を果たす。 

--------------------------------------------------------- 

職職歴歴・・雇雇用用先先支支援援のの変変遷遷：：  

24 歳の時に嘱託の学校職員として就職し（競技に差し障りが出る

ので正規職員として就職せず）、その 3 年後に日本車いすバスケット

ボール連盟の仲介で大手保険会社に選手雇用として入社した。会社

には週に 4 回出社し、退社後、週に５～６日ほど練習している。スポー

ツ継続に関しては、仕事と競技を両立できる環境にあることが大き

い。特に企業就職後はプレーに専念できる環境にあり、競技に関する

金銭的な負担はほとんどない。 

「国内大会」出場レベルの選手 17 名のうち、13 名が雇用先からの支

援なしとなっており、「国際大会出場」「国際大会入賞」「パラリンピック出

場」レベルの選手については、雇用先支援の有無が拮抗している。その

一方で「パラリンピック入賞」レベルの選手 20 名のうち、16 名が雇用先

からの支援あり、「パラリンピックメダリスト」の選手 14 名のうち、11 名が

雇用先からの支援ありとなっており、競技レベルが上がるにつれて、雇用

先からの支援が充足されている。 

また、競技レベルと調査時身分の関係性をみていくと（図表 4-6 参照）、

「国内大会」出場レベルから「パラリンピック出場」レベルまでは一般雇用

の選手が多くなっているが、「パラリンピック入賞」選手、さらに「パラリン

ピックメダリスト」については、「選手雇用」の選手が多数を占めており、ト

ップレベルの選手の多くが「選手雇用」の形態で競技を継続しているもの

と考えられる。 

図表 4-6 競技レベルと調査時身分の関係性について 

 
 

４４..  競競技技継継続続ににおおけけるる「「選選手手雇雇用用」」のの実実態態  

  

雇用先支援の状況について、「一般雇用」選手の 4 割が雇用先から支

援ありと回答しており、一方、「選手雇用」選手のほぼ全員が、雇用先か

らの支援ありと回答していた。 
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一般雇用における雇用先支援の具体的な内容としては、強化費や遠

征費・用具費等の金銭的な補助はほとんどみられず、大会・遠征時の特

別休暇の付与や職務減免等の勤務時間の短縮が中心となっている。選

手雇用の雇用先支援については、前提として業務をある程度免除され、

競技に専念できる環境が整っており、金銭的な補助については選手個々

に差が見られるが、給与とは別に強化費や遠征費・用具費等の補助が行

われているケースがみられる。両雇用を対比するために、以下では、一般

雇用から選手雇用へ転換した選手の事例についてみていく。 

 

 

 

＊以下の情報はすべて調査時（2020 年度）の情報にもとづく 

識識別別番番号号 1177  

イインンタタビビュューー時時年年齢齢：：30 歳 

性性別別：：男性 

障障害害発発生生年年齢齢：：18 歳 

障障害害内内容容：：交通事故による下肢切断および機能障害 

競競技技歴歴：：20 歳から車いすバスケットボールを始め、2016 年のリオパ

ラリンピック後、日本代表選手に選出され、2018 年の世界

選手権上位入賞を果たす。 

--------------------------------------------------------- 

職職歴歴・・雇雇用用先先支支援援のの変変遷遷：：  

24 歳の時に嘱託の学校職員として就職し（競技に差し障りが出る

ので正規職員として就職せず）、その 3 年後に日本車いすバスケット

ボール連盟の仲介で大手保険会社に選手雇用として入社した。会社

には週に 4 回出社し、退社後、週に５～６日ほど練習している。スポー

ツ継続に関しては、仕事と競技を両立できる環境にあることが大き

い。特に企業就職後はプレーに専念できる環境にあり、競技に関する

金銭的な負担はほとんどない。 

「国内大会」出場レベルの選手 17 名のうち、13 名が雇用先からの支

援なしとなっており、「国際大会出場」「国際大会入賞」「パラリンピック出

場」レベルの選手については、雇用先支援の有無が拮抗している。その

一方で「パラリンピック入賞」レベルの選手 20 名のうち、16 名が雇用先

からの支援あり、「パラリンピックメダリスト」の選手 14 名のうち、11 名が

雇用先からの支援ありとなっており、競技レベルが上がるにつれて、雇用

先からの支援が充足されている。 

また、競技レベルと調査時身分の関係性をみていくと（図表 4-6 参照）、

「国内大会」出場レベルから「パラリンピック出場」レベルまでは一般雇用

の選手が多くなっているが、「パラリンピック入賞」選手、さらに「パラリン

ピックメダリスト」については、「選手雇用」の選手が多数を占めており、ト

ップレベルの選手の多くが「選手雇用」の形態で競技を継続しているもの

と考えられる。 

図表 4-6 競技レベルと調査時身分の関係性について 

 
 

４４..  競競技技継継続続ににおおけけるる「「選選手手雇雇用用」」のの実実態態  

  

雇用先支援の状況について、「一般雇用」選手の 4 割が雇用先から支

援ありと回答しており、一方、「選手雇用」選手のほぼ全員が、雇用先か

らの支援ありと回答していた。 
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後に進んできており、パラリンピック開催に向けた障害者スポーツへの認

知度の向上、関心の高まりが影響しているものと考えられる。 

  

55..  障障害害種種別別ににみみたた雇雇用用先先支支援援のの実実態態  

  

障害種別に雇用先支援の有無や実態をみていくと、前述の図表 4-3

から明らかなように、肢体不自由、視覚障害に関しては、過半数の選手

が雇用先からの支援を受けているが、聴覚障害に関しては少数にとどま

っている。また、選手雇用についてみていくと、調査対象者が少数のため、

一概に比較はできないが、聴覚障害のある選手は全員が一般雇用もしく

は大学生となっており、肢体不自由・視覚障害選手と聴覚障害選手間に

は競技支援環境の差が生じているものと推察される。 

肢体不自由選手の雇用先支援についてみていくと、冬季競技に取り組

んでいる下肢切断選手のほとんどが選手雇用、もしくは一般雇用であっ

ても所属先からの十分な支援を得ている点が特徴的である。以下では、

冬季競技に取り組む下肢切断選手の事例をみていく。 

＊以下の情報はすべて調査時（2021 年度）の情報にもとづく 

識識別別番番号号 3355  

イインンタタビビュューー時時年年齢齢：：40 歳 

性性別別：：男性 

障障害害発発生生年年齢齢：：32 歳 

障障害害内内容容：：労災事故による右大腿切断 

競競技技歴歴：：障害受傷前からスノーボードを行っており、障害受傷後、数か月

のリハビリを経てスノーボードを再開した。2017 年ワールドカッ

プスノーボードクロス・バンクドスラロームメダリスト、2018 年平

昌パラリンピックバンクドスラローム入賞 

--------------------------------------------------------- 

職職歴歴・・雇雇用用先先支支援援のの変変遷遷：：  

障害受傷後も、以前から務めていた会社に勤務し、パラスノーボー

ド開始後にアスリート雇用に転換し、競技連盟のアスリート助成を受

 

上記の識別番号 17、38 ともに一般雇用から選手雇用へ転換（識別番

号 38 は勤務形態の変更）したことで、雇用先からの金銭的支援を得な

がら、競技力向上に傾注できる環境を確保することができた典型事例で

あるといえる。両者以外にも、国際レベルで競技に取り組んでいる現役

選手のうち、複数名が選手雇用に転換し、競技に専念できる環境が整っ

ており、転職、転籍等を経ていない選手についても職務減免や職場の理

解によって競技を継続している。 

パラリンピックを頂点とした障害者スポーツの高度化に伴って、国際大

会への参加や海外遠征等が増加し金銭的な負担が増加していく中で、

「所属先からの支援が重要」との声が多くの選手から挙がっていた。選手

雇用への転換や職場の理解、各種支援は東京 2020 オリンピック・パラ

リンピック競技大会（2021 年に開催延期）の開催が決定した 2013 年以

＊以下の情報はすべて調査時（2021 年度）の情報にもとづく 

識識別別番番号号 3388  

イインンタタビビュューー時時年年齢齢：：36 歳 

性性別別：：女性 

障障害害発発生生年年齢齢：：先天性 

障障害害内内容容：：先天性弱視 

競競技技歴歴：：２歳から地元のスイミングクラブで水泳を始め、中学校から

高校までは部活動で競技を続け、大学入学後にパラ水泳に

出会った。2008 年北京パラリンピック入賞、2016 年リオパ

ラリンピック出場 

--------------------------------------------------------- 

職職歴歴・・雇雇用用先先支支援援のの変変遷遷：：  

大学卒業後、現在の所属先に就職し、当初はフルタイムで働いて

いたが、会社との話し合いで時短勤務が認められるようになり、現在

は午前中のみ勤務をし、午後は競技活動に充てられるようになって

いる。また、競技に関する経費については、給与とは別にすべて会社

が負担してくれている。 
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後に進んできており、パラリンピック開催に向けた障害者スポーツへの認

知度の向上、関心の高まりが影響しているものと考えられる。 

  

55..  障障害害種種別別ににみみたた雇雇用用先先支支援援のの実実態態  

  

障害種別に雇用先支援の有無や実態をみていくと、前述の図表 4-3

から明らかなように、肢体不自由、視覚障害に関しては、過半数の選手

が雇用先からの支援を受けているが、聴覚障害に関しては少数にとどま

っている。また、選手雇用についてみていくと、調査対象者が少数のため、

一概に比較はできないが、聴覚障害のある選手は全員が一般雇用もしく

は大学生となっており、肢体不自由・視覚障害選手と聴覚障害選手間に

は競技支援環境の差が生じているものと推察される。 

肢体不自由選手の雇用先支援についてみていくと、冬季競技に取り組

んでいる下肢切断選手のほとんどが選手雇用、もしくは一般雇用であっ

ても所属先からの十分な支援を得ている点が特徴的である。以下では、

冬季競技に取り組む下肢切断選手の事例をみていく。 

＊以下の情報はすべて調査時（2021 年度）の情報にもとづく 

識識別別番番号号 3366  

イインンタタビビュューー時時年年齢齢：：40 歳 

性性別別：：男性 

障障害害発発生生年年齢齢：：32 歳 

障障害害内内容容：：労災事故による右大腿切断 

競競技技歴歴：：障害受傷前からスノーボードを行っており、障害受傷後、数か月

のリハビリを経てスノーボードを再開した。2017 年ワールドカッ

プスノーボードクロス・バンクドスラロームメダリスト、2018 年平

昌パラリンピックバンクドスラローム入賞 

--------------------------------------------------------- 

職職歴歴・・雇雇用用先先支支援援のの変変遷遷：：  

障害受傷後も、以前から勤めていた会社に勤務し、パラスノーボー

ド開始後に選手雇用に転換し、競技連盟のアスリート助成を受けなが

 

上記の識別番号 17、38 ともに一般雇用から選手雇用へ転換（識別番

号 38 は勤務形態の変更）したことで、雇用先からの金銭的支援を得な

がら、競技力向上に傾注できる環境を確保することができた典型事例で

あるといえる。両者以外にも、国際レベルで競技に取り組んでいる現役

選手のうち、複数名が選手雇用に転換し、競技に専念できる環境が整っ

ており、転職、転籍等を経ていない選手についても職務減免や職場の理

解によって競技を継続している。 

パラリンピックを頂点とした障害者スポーツの高度化に伴って、国際大

会への参加や海外遠征等が増加し金銭的な負担が増加していく中で、

「所属先からの支援が重要」との声が多くの選手から挙がっていた。選手

雇用への転換や職場の理解、各種支援は東京 2020 オリンピック・パラ

リンピック競技大会（2021 年に開催延期）の開催が決定した 2013 年以

＊以下の情報はすべて調査時（2021 年度）の情報にもとづく 

識識別別番番号号 3388  

イインンタタビビュューー時時年年齢齢：：36 歳 

性性別別：：女性 

障障害害発発生生年年齢齢：：先天性 

障障害害内内容容：：先天性弱視 

競競技技歴歴：：２歳から地元のスイミングクラブで水泳を始め、中学校から

高校までは部活動で競技を続け、大学入学後にパラ水泳に

出会った。2008 年北京パラリンピック入賞、2016 年リオパ

ラリンピック出場 

--------------------------------------------------------- 

職職歴歴・・雇雇用用先先支支援援のの変変遷遷：：  

大学卒業後、現在の所属先に就職し、当初はフルタイムで働いて

いたが、会社との話し合いで時短勤務が認められるようになり、現在

は午前中のみ勤務をし、午後は競技活動に充てられるようになって

いる。また、競技に関する経費については、給与とは別にすべて会社

が負担してくれている。 
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以上の事例にみられるように、前段のパラスポーツ選手と比べ多くの

デフスポーツ選手は厳しい競技環境に置かれているといえよう。識別番

号 99 はインタビュー中で、「（自身は一般雇用で）アスリート雇用の規模

を拡大してもらえれば、もっと多くの障害者（＝デフ＊筆者補足）アスリー

トが学校卒業後も競技を続けられると思う。」と述べており、昨年、東京で

デフリンピックが開催されたが、雇用先支援のみならず、デフスポーツ選

手を取り巻く環境は依然として厳しいものであると推察される。 

＊以下の情報はすべて調査時（2024 年度）の情報にもとづく 

識識別別番番号号 9999  

イインンタタビビュューー時時年年齢齢：：33 歳 

性性別別：：男性 

障障害害発発生生年年齢齢：：先天性 

障障害害内内容容：：先天性聴覚障害 

競競技技歴歴：：小学校５年生からバドミントンを始め、小学校・中学校は地

元のクラブで、高校では部活動で競技を継続し、大学入学

後、デフバドミントンと出会い、学内のサークルおよび社会人

クラブで活動しながら、2 年次から日本代表に入った。デフ

バドミントン国際大会入賞。 

--------------------------------------------------------- 

職職歴歴・・雇雇用用先先支支援援のの変変遷遷：：  

大学卒業後、就職をしてから約６年間は、仕事を終えてからほぼ

毎日のように複数の社会人クラブで練習していた。結婚後、現在の

居住地に引っ越し、フルタイムの仕事と子育てを両立しながら、週に１

回～２回程度、社会人クラブと大学で練習をしている。2019 年の世

界選手権でメダル獲得後は、会社の理解が得られるようになり、週５

日の勤務のうち、２日は在宅勤務が認められるようになった。 

 

前述の識別番号 38 と同様に、識別番号 36 も転職ではなく、勤務形

態の変更により「選手雇用」として競技を継続しているが、本調査では、

ほかの冬季競技の選手も雇用形態等の違いはあるが、勤務先や他の支

援を受けながら競技に専念できる環境が整っている。以上の冬季競技選

手の状況について、その背景にあるのは夏季競技選手と比べて、競技継

続に当たり多大な金銭的負担が生じるという点である。各種調査から指

摘されているが、冬季競技は海外遠征が多く、それに付随して旅費や用

具運搬等の費用が多額となり、選手自身の自己負担額が夏季競技より

多いという報告もみられる。このような状況の中で、国際レベルで競技を

継続していくには、雇用先を中心とした金銭的な支援がなければ競技継

続そのものが難しく、結果として夏季競技よりも「選手雇用」の選手が多

くみられるものと考えられる。 

また、本節冒頭で、聴覚障害のある選手は雇用先からの支援を十分に

受けられていないと指摘したが、以下では、聴覚障害選手の事例につい

てみていく。 

  

ら、競技に専念できている。東京パラリンピック開催決定後の、各種助

成制度の充実が競技の継続に好影響を与えている。 
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以上の事例にみられるように、前段のパラスポーツ選手と比べ多くの

デフスポーツ選手は厳しい競技環境に置かれているといえよう。識別番

号 99 はインタビュー中で、「（自身は一般雇用で）アスリート雇用の規模

を拡大してもらえれば、もっと多くの障害者（＝デフ＊筆者補足）アスリー

トが学校卒業後も競技を続けられると思う。」と述べており、昨年、東京で

デフリンピックが開催されたが、雇用先支援のみならず、デフスポーツ選

手を取り巻く環境は依然として厳しいものであると推察される。 

＊以下の情報はすべて調査時（2024 年度）の情報にもとづく 
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イインンタタビビュューー時時年年齢齢：：33 歳 

性性別別：：男性 

障障害害発発生生年年齢齢：：先天性 

障障害害内内容容：：先天性聴覚障害 
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後、デフバドミントンと出会い、学内のサークルおよび社会人

クラブで活動しながら、2 年次から日本代表に入った。デフ
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--------------------------------------------------------- 

職職歴歴・・雇雇用用先先支支援援のの変変遷遷：：  

大学卒業後、就職をしてから約６年間は、仕事を終えてからほぼ

毎日のように複数の社会人クラブで練習していた。結婚後、現在の

居住地に引っ越し、フルタイムの仕事と子育てを両立しながら、週に１

回～２回程度、社会人クラブと大学で練習をしている。2019 年の世

界選手権でメダル獲得後は、会社の理解が得られるようになり、週５

日の勤務のうち、２日は在宅勤務が認められるようになった。 

 

前述の識別番号 38 と同様に、識別番号 35 も転職ではなく、勤務形
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援を受けながら競技に専念できる環境が整っている。以上の冬季競技選

手の状況について、その背景にあるのは夏季競技選手と比べて、競技継

続に当たり多大な金銭的負担が生じるという点である。各種調査から指

摘されているが、冬季競技は海外遠征が多く、それに付随して旅費や用

具運搬等の費用が多額となり、選手自身の自己負担額が夏季競技より

多いという報告もみられる。このような状況の中で、国際レベルで競技を

継続していくには、雇用先を中心とした金銭的な支援がなければ競技継

続そのものが難しく、結果として夏季競技よりも「選手雇用」の選手が多

くみられるものと考えられる。 

また、本節冒頭で、聴覚障害のある選手は雇用先からの支援を十分に

受けられていないと指摘したが、以下では、聴覚障害選手の事例につい

てみていく。 

  

けながら、競技に専念できている。東京パラリンピック開催決定後の、

各種助成制度の充実が競技の継続に好影響を与えている。 
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66..22  支支援援のの有有無無とと障障害害種種のの関関係係性性  

自治体からの支援の有無と障害種の関係性については図表 4-8 のと

おりである。 

図表 4-8 自治体からの支援の有無と 

障害種の関係性について 

 
 

「肢体不自由」の選手 65 名のうち、17 名が自治体からの支援あり、

「視覚障害」の選手 27 名のうち 4 名が自治体からの支援ありと回答し

ている一方で、「聴覚障害」の選手は自治体からの支援を受けておらず、

障害種間で支援状況の差がみられた。 

 

   

66..  自自治治体体かかららのの支支援援  

  

66..11  支支援援のの有有無無とと調調査査時時身身分分のの関関係係性性  

自治体からの支援の有無と調査時身分の関係性については図表 4-7

のとおりである。 

図表 4-7 自治体からの支援の有無と調査時身分の関係性について 

 
 

「一般雇用」の選手 45 名のうち、11 名が自治体からの支援あり、「選

手雇用」の選手 36 名のうち、6 名が自治体からの支援ありと回答してい

た。「大学生」の選手 7 名のうち、3 名が自治体からの支援ありとなって

おり、選手雇用の選手と比べ、一般雇用、大学生のほうが相対的に自治

体支援を受ける割合が高くなっている。 
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66..44  支支援援をを受受けけるる選選手手のの実実態態 

自治体からの支援については、都道府県もしくは都道府県のパラスポ

ーツ協会等の金銭的な支援が中心となっており、一部、都道府県の強化

指定選手は施設の優先利用等の支援が行われている。以下では、より具

体的に自治体支援の実態を検討するため、全 100 名の選手のうち、「自

治体支援」のみを受けている 8 名の実態についてみていく。 

障害種では肢体不自由６名、視覚障害２名となっており、競技レベルは

「国内大会」１名、「国際大会出場」２名、「国際大会入賞」３名、「パラリン

ピック出場」２名となっている。さらに、前述の調査時身分をみると、一般

雇用の選手が相対的に高い割合で自治体支援を受けており、これらを

勘案すると、全国障害者スポーツ大会や国内大会への出場を目標とする、

もしくはこれから国際大会を目指していく選手に対して有効な支援として

機能しているものと推察される。以下では、自治体支援によって競技を

継続している選手の事例をみていく。 

＊以下の情報はすべて調査時（2023 年度）の情報にもとづく 

識識別別番番号号 7755  

イインンタタビビュューー時時年年齢齢：：25 歳 

性性別別：：女性 

障障害害発発生生年年齢齢：：先天的 

障障害害内内容容：：二分脊椎 

競競技技歴歴：：小学校からチェアスキーや車椅子マラソン等をやっていた

が、恐怖心のないカーリングを中学校のころから始め、高校

生の時に世界選手権に出場し、現在は公務員として働きなが

ら週に 2～3 回練習している。 

--------------------------------------------------------- 

職職歴歴・・雇雇用用先先支支援援のの変変遷遷：：  

高校、専門学校を卒業後、地元の医療機関に勤務し、その後地元

の町役場に転職し現在に至る。スポーツにかかる経費は大会によって

国や自治体から助成金が出ることがあるが、自己負担が生じないわ

66..33  支支援援のの有有無無とと競競技技レレベベルルのの関関係係性性  

競技活動継続時の自治体からの支援有無と競技レベルの関係性につ

いては図表 4-9 のとおりである。 

図表 4-9 自治体からの支援の有無と競技レベルの関係性について 

 
 

「国際大会出場」レベルの選手 9 名中 3 名、「国際大会入賞」レベルの

選手 32 名中 11 名、「パラリンピック出場」レベルの選手 8 名中 3 名が

自治体支援を受けており、ほかの競技レベルの選手と比べて、この３者が

相対的に支援を受ける割合が高くなっている。 
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生の時に世界選手権に出場し、現在は公務員として働きなが

ら週に 2～3 回練習している。 

--------------------------------------------------------- 

職職歴歴・・雇雇用用先先支支援援のの変変遷遷：：  

高校、専門学校を卒業後、地元の医療機関に勤務し、その後地元

の町役場に転職し現在に至る。スポーツにかかる経費は大会によって

国や自治体から助成金が出ることがあるが、自己負担が生じないわ
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競技活動継続時の自治体からの支援有無と競技レベルの関係性につ

いては図表 4-9 のとおりである。 
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相対的に支援を受ける割合が高くなっている。 
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ック競技大会開催決定後、選手雇用制度の拡大や選手に対する各種支

援が拡充されてきたが、全国障害者スポーツ大会や国内大会への出場

を目標とする、もしくはこれから国際大会を目指していく選手に対しても

助成金が支給されるなど、自治体ごとの支援体制についても拡充されて

いる状況が示唆された。また、選手雇用ではなく、一般雇用でこれらの助

成を受けて競技を継続している選手が複数名いることから、このような

自治体支援は単なる競技力向上のみならず、スポーツ参加の裾野を広

げていくための重要な制度といえるのではないだろうか。 

 

（第 4 章担当：河西正博） 

 

識別番号 75 は雇用先からの支援を受けておらず、国や自治体等から

の支援を受けて競技を継続している状況である。また、「東京パラリンピ

ック開催決定」が前述の選手雇用の拡大のみならず、自治体等の支援の

拡充にも影響していることを読み取ることができる。 

また、本事例のほかに、同様の支援を受けている選手の状況をみると、

事例が少数のため詳述することはできないが、①大学生選手が競技を続

けていくためのステップ、②「選手雇用」普及以前、進路選択時に「選手

雇用」がなかった選手たちにとって重要な支援、③マイナー競技、非パラ

競技（全スポ大会競技を含む）選手にとって重要な支援として自治体支

援が機能しているものと考えられる。 

 

77..  ままととめめ  

  

本章では、競技活動時の経済的支援および社会的支援の実態につい

て明らかにすることを目的に、調査中の主たる「活動継続時の支援元」に

ついて、雇用先と自治体を中心に検討してきた。 

雇用先の支援については、パラリンピック出場選手を中心に「選手雇

用」が広がってきており、パラリンピックを含めた競技的な障害者スポー

ツの取り組みが高度化していく中で、「選手雇用」もしくは「一般雇用」で

あったとしても、競技に専念できる環境が整えられなければ、世界レベル

での競技継続は難しくなっていくものと考えられる。 

また、障害種別では、聴覚障害のある選手の「選手雇用」や各種支援

が充足されておらず、厳しい競技環境に置かれていることが明らかにな

った。2025 年に開催された東京デフリンピックを契機として、今後、聴覚

障害選手への支援体制が拡充されていくのか注目されるところである。 

もう一方の自治体支援について、前述のとおり、東京 2020 パラリンピ

けではないので、さらに各種支援が充実していってほしいと思う。東

京パラリンピック開催決定後、自治体の助成金制度が作られたことが

競技継続によい影響を与えている。 
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ック競技大会開催決定後、選手雇用制度の拡大や選手に対する各種支
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の支援を受けて競技を継続している状況である。また、「東京パラリンピ
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拡充にも影響していることを読み取ることができる。 
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雇用」がなかった選手たちにとって重要な支援、③マイナー競技、非パラ

競技（全スポ大会競技を含む）選手にとって重要な支援として自治体支

援が機能しているものと考えられる。 

 

77..  ままととめめ  

  

本章では、競技活動時の経済的支援および社会的支援の実態につい

て明らかにすることを目的に、調査中の主たる「活動継続時の支援元」に

ついて、雇用先と自治体を中心に検討してきた。 

雇用先の支援については、パラリンピック出場選手を中心に「選手雇

用」が広がってきており、パラリンピックを含めた競技的な障害者スポー

ツの取り組みが高度化していく中で、「選手雇用」もしくは「一般雇用」で

あったとしても、競技に専念できる環境が整えられなければ、世界レベル

での競技継続は難しくなっていくものと考えられる。 

また、障害種別では、聴覚障害のある選手の「選手雇用」や各種支援

が充足されておらず、厳しい競技環境に置かれていることが明らかにな

った。2025 年に開催された東京デフリンピックを契機として、今後、聴覚

障害選手への支援体制が拡充されていくのか注目されるところである。 

もう一方の自治体支援について、前述のとおり、東京 2020 パラリンピ

けではないので、さらに各種支援が充実していってほしいと思う。東

京パラリンピック開催決定後、自治体の助成金制度が作られたことが

競技継続によい影響を与えている。 
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活動継続時の支援元については、「選手雇用」では雇用先からの支援

が得られるが、「一般雇用」では雇用先からの支援があるのは約 4 割で

あった。それら雇用先支援選手の多くがパラリンピック上位という競技成

績を持っていた。障害種別では、肢体不自由と視覚障害が中心で聴覚障

害は少数であり、本調査対象者の聴覚障害選手には「選手雇用」はなか

ったが、東京2025デフリンピック開催に伴って、聴覚障害選手も選手雇

用が増加している現状は、確認されている（齊藤，赤羽根，中島，2025）。

雇用先支援については、特に下肢切断競技者の割合が高く、冬季競技

選手のほぼ全員が「雇用先支援あり」と回答しており、夏季競技と比べ費

用負担が重く、「選手雇用」もしくは「雇用先支援」がなければ競技継続

が難しい可能性も指摘された。これらの背景をもとに、選手にとってスポ

ーツ（競技）に専念できる環境があり、かつモチベーションを保つためにど

のような要因が関連しているのか、障害種・発症時期・競技種目の異なる

６事例をもとに検討してく。対象者のプロフィールを図表 5-１にまとめた。 

  

図図表表 55--１１  事事例例対対象象者者ののププロロフフィィーールル 

 
 

３３..  事事例例  

 

事例１〈識別番号58〉：競泳を専門とするパラリンピアンの女性である。先

天的肢体不自由（左上腕および右大腿骨欠損）であるが、小学校から大

学まで一般学校に在籍し、元々体を動かすことやスポーツが好きで、ス

キーや外で友達と遊んだりしていた。水泳を始めたきっかけは、学校の体

育（水泳）授業に参加したいという思いである。障害者交流センターで水

泳を習い始め、中学でも、母親の送迎で週 3～4 日泳いでいた。高校 1

年でジャパンパラに初出場し、日本代表監督の目に留まり、育成選手とな

り高校 2 年で国際クラス分けを受け海外の試合にも出場するようになる。

１１..  傾傾向向  

 

受傷・発症時またはスポーツ開始時から現在までのスポーツに対する

モチベーションを５段階評価で図式化した。視覚障害、身体障害（肢体不

自由・切断等）、聴覚障害という障害種と、障害発症時期（先天的か後天

的か）で比較検討した。モチベーションが変動する要因として「競技成績」

「パラリンピック/デフリンピック大会」、「競技環境」、「ライバル・理解者の

存在」が示された。 

スポーツを継続するためには、何らかの形で競技に対するモチベーシ

ョンが維持されなければならない。モチベーションとは「行動を生じさせ、

その行動を継続し、何らかの目標に方向づける一連の心理的な過程（日

本スポーツ振興センター,2025）」と説明されており、内発的動機づけと

外発的動機づけとして捉えることができる。内発的動機づけとは、「スポ

ーツをすること自体が楽しい（興味）」、「もっと上手くなりたい（意欲）」の

ような自分の内側に沸き起こった興味・関心・意欲である。それに強く影

響するのが「自己の能力を十分発揮できている（有能感）」や「自分で考

えて行動している（自己決定感）」である。一方で外発的動機づけとは、

「勝ったら賞金がもらえる（外的報酬）」、「怒られたくない（賞罰）」などで

あり、短期間で効果が上がるが外的報酬がなくなった時や苦しい時に諦

めてしまうなど、長続きしないと言われている。本章では、パラアスリート

のモチベーションの維持に影響を与えた要因について、内発的動機づけ

という視点から、スポーツへの興味・関心・意欲、目標、社会的状況・環

境・条件、重要な他者に着目して質的に分析した。 

  

２２..  前前章章ままででととのの関関連連性性  

 

スポーツを継続するための外的条件として、情報、競技環境、重要な他

者と障害種別の傾向が示されている。肢体不自由の場合、先天性ではパ

ラスポーツ関係者と家族の影響が大きいこと、20 歳代以降では家族、視

覚障害の場合は学校での運動経験や指導者・支援者の存在が大きい。さ

らに、経済的な支援制度があることも継続の条件として指摘されている。 
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覚障害の場合は学校での運動経験や指導者・支援者の存在が大きい。さ

らに、経済的な支援制度があることも継続の条件として指摘されている。 
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事例２〈識別番号 46〉：ボッチャを専門とする日本代表を目指す女性選

手である。脳性麻痺による肢体不自由があり、中学校と高等学校の途中

まで特別支援学校に在籍、現在は在宅勤務をしている。これまでに障害

に伴う手術を計 11 回受けており、ボッチャ開始前は日常生活で歩くこと

を意図した手術を、ボッチャ選手になってからは、日常生活機能よりもパ

フォーマンス重視の方向性での手術を行った。スポーツ（ボッチャ）を始

めるに当たっては、ボッチャの先輩選手、選手関係者（選手の父）、母親、

リハビリ機関の理学療法士が重要な他者として挙げられた。特に、治療

のために入院した際に理学療法士による情報提供があり、それが母親に

よる練習場所への移動支援へと繋がり、さらにボッチャの先輩選手による

影響でパフォーマンスが維持されてきたという過程を見ることができる。

環境要因として、当該地域にボッチャの県協会があり、練習の機会が提

供されていたことが大きい。 

初めてボッチャを体験したのは中学部在学中であったが、その時は教

員の知識不足あるいは経験不足の影響から面白いスポーツだとは感じ

られなかった。しかし、同性の選手の存在、先輩選手、コーチ、母親らの

影響や支援があったことから、ボッチャを継続できた。ボッチャにおいて

できるだけよいパフォーマンスを期待して何回かの手術をしており、中に

は体の機能を低下させる（歩けなくなる）可能性のある手術も含まれてい

た。 

ボッチャ継続の内発的動機づけとしては、自分自身で考え自分の体を

使って主体的に参加できることのうれしさを感じられたことをきっかけに、

試合で勝てないことの悔しさと、勝てるかもしれないという可能性を認識

できたことが指摘できる。また、それらの状況を踏まえ自分の身体状況を

自己研究・自己分析することによる可能性を見出し、そうすることでパフ

ォーマンスに対する向上心が生じ、さらには支援者への恩返しにも向か

っている。 

現在クラス変更の可能性があり、そのことに対する気持ちの整理をし

ようと努力している段階である。 

 

  

障害者水泳のチームに所属しロールモデルとなる選手にも出会う。その

ころから徐々にパラリンピック出場を意識するようになるが、2016 年リオ

大会には出場できなかった。その後、クラス変更による泳法修正、震災

（メキシコ）による大会中止などを経て東京パラリンピック代表となる。大

会開催延期で一時落ち込むが、泳法修正への時間を得たとポジティブに

とらえ練習し、翌年の東京パラリンピックに出場した。学生の間はほぼ自

己負担であり親が金銭的負担をしてくれた。現在企業で週半日から 1 日

ではあるが会社で他の社員と一緒に働く形である。当初の選手雇用から

自らの意思で変更し、所属企業の社員とのコミュニケーションをとってつ

ながりを持つ中で競技生活を続け、次のパラリンピックを目指しているが、

引退後も同社で働き続けたいと思っている。 

競泳継続の内発的動機づけとしては、家族の支援、幼少期からの多様

なスポーツ経験が有能感を育んでいたこと、練習成果が認められ国際大

会参加へつながったこと、よりレベルの高い選手との出会いにより向上心

や競争心が培われたこと、パラリンピック出場という目標、ロールモデル

の存在があったこと、そして仲間の存在と居場所感を感じられていること

である。 

 

図表 5-2〈識別番号 58〉 事例 1 女性 26 歳 肢体不自由（先天的） 
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の存在があったこと、そして仲間の存在と居場所感を感じられていること

である。 

 

図表 5-2〈識別番号 58〉 事例 1 女性 26 歳 肢体不自由（先天的） 
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ったことが影響を及ぼしている。 

自分のチームを立ち上げた時から「ブラインドサッカーの普及や選手育

成にかかわりたい」と考えており、このことから日本ブラインドサッカー協

会は、パラスポーツ競技団体のマネジメントに関して日本でトップの競技

団体であり、競技団体の着実な発展と成長が選手の境遇や競技強化に

影響を与えていることが伺えた。 

 

図表 5-4 事例 3〈識別番号 89〉 男性 33 歳 視覚障害（先天的） 

 
 

事例４〈識別番号100〉：ビーチバレーボールとバレーボールを専門とする

デフリンピアンの男性である。早期教育から中学部まで 15 年間ろう学校

で教育を受け、高校、大学は一般校に在籍した。ろう学校中学部でバレ

ーボールを始め、高校進学後は関西のデフバレーボールチームに所属、

高校 2 年（2009 年）の時に当時最年少で台北デフリンピックに出場、大

学 3 年生（2013 年）でもソフィアデフリンピックに出場したが、2014 年

に友人からビーチバレーボールの誘いを受け二足の草鞋を履くようにな

る。大学卒業後は市役所に勤務し、バレーボールとビーチバレーボールを

並行して行っていたが、2018 年一般企業に転職後はビーチバレーに専

念し、ビーチバレー大阪代表として、またデフビーチバレー日本代表とし

図表 5-3 事例 2〈識別番号 46〉 女性 25 歳 肢体不自由（先天的） 

 
 

事例３〈識別番号 89〉：ブラインドサッカーとゴールボールを専門としたパ

ラリンピアンの男性である。1 歳３か月で病気を発症し、全盲となる。幼稚

部から専攻科まで視覚特別支援学校に在籍し、様々な視覚障害者向け

のスポーツを経験した。小学 5 年で担任からブラインドサッカーを紹介さ

れクラブチームに加入、中学 3 年で日本代表入りを果たした。高等部で

はゴールボール部とフロアバレーボール部に入り、土日にブラインドサッ

カーをやっていた。高等部 3 年の 2009 年にゴールボール日本代表チ

ームに招集され、以降 2014 年までゴールボールに専念した。2015 年に

ブラインドサッカーに戻り、自分のチームを立ち上げ、2022 年に日本代

表チームに復帰、2023 年にパリパラリンピック出場権を得た。 

内発的動機づけとして、「とにかくスポーツすることが好き」であること

が指摘できる。それを育んだのは、生育環境・教育環境である。1 歳 3 か

月で眼球を摘出し全盲になったが、体を動かすのが好きで様々な遊びや

運動に参加していた。障害のない子どもと遊ぶこともしばしばだったこと、

幼稚部から視覚特別支援学校に通っていたことから体育等でも障害に

配慮された教材が使われていたものと推測され、体を動かす機会が保証

されていたことが指摘できる。身体を動かすことが好きだったこと、ブライ

ンドサッカーの情報を得たこと、高校時にブラインドスポーツの部活があ
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図表 5-5 事例 4〈識別番号 100〉 男性 33 歳 聴覚障害（先天的） 

 
 

事例５〈識別番号 26〉：陸上競技走り高跳びを専門とするパラリンピアン

の男性である。大学入学直前に事故により受傷、下肢を切断するが義足

をつけてスポーツの場に復帰した。大学卒業後、母校の科目履修生とし

てアテネパラリンピックに出場、自らスポンサーを集め、2005 年 4 月か

らプロアスリートとして活動、2004 年には芸能プロダクションにも所属

した。スポンサーがない苦しい時期もあったが、アルバイト等でつなぎ、

2009～2015 年はスポーツメーカー契約社員として競技に専念できた。

母校の大学院に戻り修士号を取得、2015年から金融証券会社に所属し、

今後も現役を続けるが指導者としての道も切り拓き、指導者として勉強

をしながら、選手とともに高めていきたいと考えている。さらに、一般の人

と同じ土俵でマスターズでの競技（義足側で踏み切らなければ出場でき

るという約束を取り付けている）を考えている。現在所属している会社と

は一線での現役引退後のことは詰め切れていないが、現在の業務であ

る社員の健康管理に関する仕事の継続、社内パラリンピックチームの指

導者、一般社員と同じ仕事をするという可能性もある。 

内発的動機づけとしては、元々アスリートであったことから、競技に復

帰するという強い意思を持ち続けたことである。その背景には、急性期・

て活躍している。デフファミリーとして生まれ、幼少期から学齢期をろう学

校で過ごし、コミュニケーションに不自由することなく遊びや多様な運動

経験をすることで現在の競技力の基礎が培われた。中学部ではろう学校

特有の限定された部活動としてバレーボールに接することになったが、ネ

ット型競技であるバレーボール特有の面白さに魅かれていった。高校か

らは将来を見据え一般校に進学、聴者のコミュニティに入っていく。しか

しデフバレーとの関わりは続いており、最年少でデフリンピック参加を果

たすなど、特定のチームにこだわらないハイブリッド型でバレーボールと

かかわっていった。 

バレーボール選手として 2 度、ビーチバレーボール選手としても 2 度、

合計 4 度のデフリンピック参加を果たし、東京大会で 5 度目の代表を目

指している。デフビーチバレーボール協会のＵ氏から強く影響を受け、自

身の成長も含め、現在はビーチバレーボール選手としてデフコミュニティ

と聴者のコミュニティの両方でパフォーマンスを発揮することを求めてい

る。デフビーチバレーの選手が健常者の試合で活躍することで、デフスポ

ーツの認知度と競技力も高まる。また、ビーチバレーの試合では健常者と

ペアを組むこともあるので、デフスポーツのみにこだわるのではなく、そ

れぞれの環境で自己のパフォーマンスを発揮させることにこだわりを持

って練習や試合にのぞんでいる。先輩たちの努力を無駄にしないために

も、現役の自分たちが健常者の大会で結果を残し、デフビーチバレーボ

ールの存在を知って応援してもらえるよう頑張っていきたい。それが、結

果としてデフスポーツの競技力を高め、社会における聴覚障害者の理解

や取り巻く環境の改善につながるものだと確信しているからである。 

内発的動機づけとして、限定された状況下でもスポーツ活動の場を自

己選択・決定し、それに対して成果を求める姿勢を持ち続けたことが指摘

できる。それを支えたのは、自らがプレーをして楽しいことだけでなく、自

らがプレーすることの社会的意義を見出したことである。デフコミュニティ

と聴者のコミュニティの両方で競技することで、ろうの子どもたちにとって

のロールモデルとしての役割、デフスポーツの競技力を高め、社会におけ

る聴覚障害者の理解や取り巻く環境の改善につながるという社会的使

命に気づいているからである。 
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パラリンピック選手発掘プログラムを経てローイング選手としてトレーニン

グを開始、着実に力をつけ2021年東京パラリンピック混合舵手つきフォ

アに出場した。同時にクロスカントリースキー選手として、2022 年北京

パラリンピックへの出場を果たし、夏・冬両大会に出場するパラリンピアン

として現在もトレーニングを続けている。ローイングの競技をやりながらト

レーニングとして始めたクロスカントリースキー競技、現在はそちらを主と

しており、ローイングはロサンゼルス大会で新しいクラスが増えて、もしチ

ャンスがあればという意識でいる。スキーと重ならないところで練習や合

宿に参加しながら競技活動は続けているが、位置づけとしてはスキーを

メインでやる上で、フィジカルトレーニングの一環という位置づけでローイ

ングを継続している。 

内発的動機づけという視点では、まず、自分がスポーツをすることに対

する気づきを得たことを指摘したい。視覚障害があることで、スポーツに

積極的ではなかった学齢期を経て、大学で同世代の視覚障害者と出会

い、パラスポーツと出会った。そこから自分がパラリンピックの日本代表

になるチャンスがあることを知った時に、本気で競技スポーツと向き合う

ことができ、本質的に障害をプラスに捉えることができたという意味では

パラリンピック、パラスポーツとの出会いが障害受容への大きなきっかけ

であった。さらに、研究職としての専門性が競技継続への影響としては大

きい。自らトレーニング方法を調べ、クロストレーニングの一環としてロー

イングとクロスカントリースキーを行うことや、目標値を計算して具体的に

目標を立てながら実践することでモチベーションを高く保つことにもつな

がっている。コロナ禍で集団練習ができない環境であっても、自らできる

ことを見つけ競技に向かう姿勢を示す、競技継続のために選手雇用や家

族（子育て）との時間も含めた競技環境のあり方などを開拓していくこと

で、2030 年への目標に向かって着実に自己実現を果たしている。 

  

リハビリ期を担当する医師がパラスポーツの知識を持っていたことであ

り、予後にスポーツを実施することを想定した手術や治療ができた。そし

てその医療関係者が国内でも有数のスポーツを理解した義肢装具士に

つないでくれ、さらに障害者スポーツセンターでのリハビリにつながった。

そのリハビリ中に陸上競技と出会っている。スポーツ継続に関しては、生

活する経済的基盤がしっかりしていることが重要であるが、本件の場合、

自らスポンサー探し・契約をするなど主体的な活動の成果が示された。さ

らに大学での練習環境と運動部や学生としての仲間がいたこと、目標記

録の達成を通してスポーツの継続が可能となっていた。受傷後に地元で

スポーツができる受け皿と仲間の存在が重要であることが示された。 

 

図表 5-6 事例 5〈識別番号 26〉男性 41 歳 下腿切断（受傷後 23 年） 

 
 

事例６〈識別番号 95〉：ローイングとクロスカントリースキーという夏と冬

２大会でのパラリンピアンの男性である。15 歳の時に黄斑ジストロフィー

による視覚障害（弱視）となる。進学した大学の視覚障害者のための学部

で、視覚障害柔道選手と出会い 20 歳で柔道を始めた。理学療法士の資

格取得後、別の大学研究員を経てＫ大学大学院に進学、実験助手として

も勤務する。2016 年に、パラリンピック東京大会出場を目指し、東京都
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図表 5-6 事例 5〈識別番号 26〉男性 41 歳 下腿切断（受傷後 23 年） 
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ための受け皿があったことである。その受け皿は、パラスポーツの協会で

あったり、クラブであったり、学校の部活動の場合もあるが、それらの集

団において、競う仲間の存在やそうなりたいと思えるロールモデルの存

在、そしてスポーツをすることに理解を示してくれる人々に巡り会えたこ

とである。 

3 つ目は、目標設定である。客観的に目標設定ができ、それを達成す

るための方法を自らが主体的に探っていた。例えば、競技力向上のため

にどうすれば良いかを積極的に学ぼうとする姿勢が見られることである。

方法は様々であるが、事例２、５、６は実際に専門的知識を学ぶ、大学院

で得た知識を具現化するなどの行動を起こしている。受け身ではなく、自

らが主体的に行動する、アスリートとしてどうあるべきかを考え、その後

の方向性を見据えて行動を起こしていくことである。 

以上のことから、競技を継続するにあたって、競技環境として身近に活

動の場があること、それらをつないでくれる人や仕組みが構築されてい

ることがモチベーションを継続するために重要である。やりたいが場所が

ない、指導者がいない、仲間がいない、理解者・支援者がいない、経済的

に厳しいなどの継続阻害要因は、当然のことながらモチベーションの低

下をもたらす。今回事例としてあげた 6 名は、ファーストアクセスから次

のステップへとつながる中で、スポーツでの成功体験があり、興味・関

心・意欲が形成されていった。さらに、目標設定が的確に行われ、自己決

定のもとで自らを高める姿勢が涵養されたと考えられる。 

最後に、100 名のインタビューでは「生涯現役」という発言も散見され

た。これは、比較的競技歴の浅い選手や暦年齢の低いアスリートにその

傾向があり、現実の目標達成が最優先で、それ以降のことは考えられな

い、その時に考えるという意図が伺えた。アスリートのデュアルキャリアや

セカンドキャリアは、障害の有無にかかわらず重要視されなければならな

い課題であるが、特に障害のあるアスリートにとっては、第一線からの引

退後にスポーツとどう関わっていくかを定義づけられるかが重要である。

スポーツを生活の中にどうデザインしていけるか、スポーツを生活の中心

に置いて生活リズムを形成していると言い切るアスリートも散見されたこ

とから、競技だけでなく生涯スポーツが生活を豊かにすることにつながる

図表 5-7 事例 6〈識別番号 95〉男性 37 歳視覚障害（発症後 22 年） 

 
 

４４..  ままととめめとと提提言言  

 

アスリートのモチベーションについて共通している点が 3 つあった。 

1 つ目は、学齢期もしくはパラスポーツを開始してまもない時期に「楽

しい」と感じる経験が得られたことである。幼少期から体を動かすことが

好きだったという事例１、３、４、５は、学齢期から自らに合った外遊びやス

ポーツを経験することによって、運動有能感が形成されたものと推察され

る。一方で、事例 2 は最初の経験が十分ではなかったことから自分には

主体的に取り組めるスポーツはないと感じていた。事例６も視覚障害に

よる見えづらさからスポーツに対する苦手意識があった。しかし、事例 2

では専門的知識を持つ指導に触れたことがきっかけでスポーツ本来の持

つ楽しさに気づき、そのメリットを享受することができ、さらなる意欲へと

つながっていった。同様に事例６も、障害特性に合う様々なスポーツを授

業で経験することで、自らが「スポーツをする主体」へと意識変容を遂げ

ていった。 

2つ目は、継続にあたっての身近な活動場所と集団への所属意識が見

られたことである。その要因としてパラスポーツに接した後に、継続する
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陸上競技へと移行した。大学入学後は陸上競技部で練習を重ね、シドニ

ーパラリンピックに出場、その後 6 大会連続でパラリンピックに出場して

いる。大学卒業後、「プロの義足アスリート」を目指し、100 社を回ったが、

支援に応じてくれたのは 3 社だった。こうして 2005 年からプロアスリー

トとしての活動を開始した。その後、2009 年にはスポーツメーカーの契

約社員に、2015 年には金融証券会社に正社員として入社し、現在に至

る。 

識別番号 39 は 1982 年生まれ、18 歳の時に骨肉腫を発症し、約 1

年間入院、左大腿に障害を負った。退院後、神戸市の広報誌で見つけた

障害者スポーツセンターのバドミントン教室に通い始め、当該センターの

指導員の誘いを受けシッティングバレーボールを始めた。その後、2008

年と２012 年にパラリンピックに出場する。障害者雇用枠で金融証券会

社に入社、選手雇用ではないため当初は海外遠征 1 回 30 万円～40 万

円を自己負担していた。他のメンバーもアルバイトや副業などを行って経

費をまかなっていた。2008 年以降、国からの強化費やスポンサー支援

が徐々に整い始め選手の負担は軽減された。2019 年選手を引退し、指

導者としての道を歩んでいる。 

識別番号 25 は 1985 年生まれ、2004 年プールへの飛び込み事故

で頸髄損傷、四肢麻痺となった。その後 1 年半をかけたリハビリの中で基

礎的な日常生活技術を身につけるとともに、競技性のある運動やトレー

ニングを行うことで体力や技術を向上させた。ここでのスポーツとの出会

いが、その後の生活に大きな影響を与えた。国立職業リハビリテーション

センターに移り、さらに 1 年間をかけてリハビリを実施する中で車いすラ

グビーに惹かれていく。2008 年にクラブチームに入り本格的に車いすラ

グビーを行うようになる。2013 年、東京オリンピック・パラリンピック招致

が決定するまでは遠征費など自費でまかなっていたがその後は、地方自

治体や競技団体からの各種補助金等により負担が軽くなった。現在では

パラアリーナで十分な練習を積むことが可能となっている。また、現在は

金融会社に選手雇用で採用され競技に専念できる環境を得ている。 

識別番号 60 は 1997 年生まれ、先天性の左手指欠損である。5 歳で

ラグビーを始めて以降、空手、陸上競技、ボクシングなど多様なスポーツ

本調査のインタビューを受けてくださった識別番号 19、31、26、39、

25、60、29（以上生年の早い順）の事例から、東京 2020 パラリンピッ

ク競技大会（正確には大会開催が決まった 2013 年）前後の選手の状況

や社会的な状況を比較し、その変化をみていく。 

識別番号 19 は 1955 年生まれ、1978 年にけがで脊髄損傷となった。

その後約 1 年間のリハビリ期間中にパラスポーツに関する情報や関係者

との出会い、車いすバスケットボールチームへの参加を経験する。1980

年にオランダでパラリンピックを目の当たりにし、大会への出場を目指す

ことになった。1988 年のソウル大会出場を目指したが日本代表になれず、

車いすテニスに転向し、1992年のバルセロナ大会出場を果たした。当時

はパラスポーツ選手のための選手雇用などはなかった。この間は練習時

間を確保しかつ、遠征費等を得るために非常勤職をかけ持ちする生活が

続いた。常勤職の有給休暇日数では遠征や合宿に参加することができな

いこともあり、非常勤職を選択している。 

識別番号 31 は 1966 年生まれ、1996 年 30 歳の時に視覚障害とな

った。その後スポーツに関する情報を求めて、市役所、県障害者スポーツ

協会などを訪れるが、以前やっていた柔道に関する十分な情報を得るこ

とはできなかった。その後も自ら情報を収集することで、ようやく柔道を

やっている道場に出会う。しかし、障害を理由に何度も参加を拒否される。

10 回目の訪問で偶然柔道をやっていたころの自分を知っている人と出

会い、入会が許可された。識別番号 31 はその後も自転車の練習会場、

トレーニングジム、陸上競技場でも同様の経験をするが、その都度、人間

関係を粘り強く作り上げ、クリアしていった。自ら施術診療所を経営する

こともあったが、就労していない時期もあり、その間は妻の就労によって

支えられることもあった。スポンサーや補助金制度により 2014 年からは

競技に専念している。また今後を見据えて新たなスポンサーを探してい

る。 

識別番号 26 は 1980 年生まれ。1999 年 2 月に交通事故により右

脚下腿を切断した。大学入学を 1 年延ばし、その間に病院での治療、義

足の型取り、リハビリ等を行い、障害者スポーツセンターでリハビリやトレ

ーニングを行ったことがきっかけで陸上競技と出会い、ハンドボールから
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支えられることもあった。スポンサーや補助金制度により 2014 年からは
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る。 

識別番号 26 は 1980 年生まれ。1999 年 2 月に交通事故により右
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ーニングを行ったことがきっかけで陸上競技と出会い、ハンドボールから
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得ようとするもののすぐには情報を入手できなかった事例である。識別

番号 60 は大学入学後、パラスポーツ専門の教員からパラスポーツへの

導きがあり、スムーズにラグビーからパラスキーへ移行したことが読み取

れる。 

2006年以降はリハビリテーション期間に制限が設けられ、従来のよう

に長いリハビリテーション期間の最中にパラスポーツに出会うということ

が少なくなったと推察される。社会復帰する最低限の力を身につけたころ

に保険適用のリハビリテーション期間が終了することで、リハビリテーシ

ョンの場でスポーツと出会うということは少なくなっていると考えられる。

一方でインターネットの普及率は 2010 年で 78.2％であり、自ら望めば

情報が手に入りやすくなっている。とりわけ 2013 年、東京オリンピック・

パラリンピック招致が決定して以降は各種メディアに載るパラスポーツ関

連の情報も増えている。パラスポーツに関する新聞記事数の増加を見て

もそのことは明らかである。 

選手生活を送るための経済的な基盤については識別番号 19 と 39 は

選手生活全期間、識別番号 31 は 2015 年まで、識別番号 26 は大学卒

業後から契約社員となるまで、識別番号 25 は 2014 年ころまで、共通し

て一般雇用あるいは遠征や合宿の時間を得るために非常勤職で得た収

入を海外遠征等競技生活のために使う生活スタイルであった。また識別

番号26はプロのパラアスリートとしての競技生活を切り拓いた一人であ

るが、100 社に依頼をして支援してくれたのは 3 社という状況であった。 

2012 年日本スポーツ振興センターの、スポーツ振興くじやスポーツ

振興基金を財源とした助成対象にパラスポーツ関連団体、選手も含まれ

るようになる。2012 年には組織基盤強化事業としての国際交流推進ス

タッフ育成やスポーツ活動推進事業、スポーツ団体大会開催助成の対象

として日本パラスポーツ協会や関連団体が対象となった。2014 年には

スポーツ団体選手強化活動助成の対象団体として日本パラスポーツ協

会が含まれるようになった。2016 年からはアスリート助成の対象にも加

えられた。これらのお金の多くは日本パラスポーツ協会を通して、競技団

体そして条件を満たす選手に助成されるようになり、選手の競技生活を

支援する制度が整った。 

に親しむ。ラグビーをプレーしつつも大学 1 年時に大学の障害者スポー

ツ専門の教員に勧められアルペンスキーも本格的に始めた。スキーでの

最初の海外遠征は 2016 年、用具や旅費はスポーツマネジメント会社が

負担してくれた。その後も、競技団体からの補助、企業スポンサー大学か

らの奨学金(パラアスリート支援)などにより、経済的な支援を受けること

ができた。大学 3 年時には平昌パラリンピックに出場し、入賞を果たす。

大学卒業後は選手雇用で雇用され、遠征費等を負担してもらっている。

スキーシーズン終了後は国内でナショナルトレーニングセンター等を活用

し、ウェイトトレーニング、低酸素室を利用したトレーニングなどを実施し

ている。これらの練習メニューは国立スポーツ科学センターが作成してい

る。現在の所属先企業は現役引退後も雇用継続の可能性がある。 

識別番号 29 は 1998 年生まれ、中学校 3 年の時に交通事故に遭い

大腿部を切断した。リハビリの中で障害者スポーツの知見のある医師に

出会い、その医師が主宰する義足の陸上競技クラブに加わる。陸上競技

への関心はロールモデルとなる選手が識別番号 29 に会いに来てくれた

ことが大きい。高校の陸上部にも受け入れられ活動を継続した。大学 1

年の時にはリオデジャネイロパラリンピックに出場し走り幅跳びで 4 位入

賞を果たした。この間、高校 3 年生の時から企業スポンサーの支援を受

け、プロ選手として活動を継続している。 

図表 6-1 は今回登場していただいた 7 人のパラアスリートの競技歴と

経済的な基盤及びスポーツ環境等に関する記述と社会情勢の変化につ

いてまとめたものである。識別番号 60 以外は後天的に障害を持った選

手である。識別番号 19 はパラスポーツが日本に根付き始めたころに障

害を負っている。パラスポーツに関する情報はリハビリテーション機関や

その関係者からの人づてに得ている。また、このころはリハビリテーション

の期間が制限されておらず、長い、リハビリテーション期間の最中パラス

ポーツに関する情報を得、スポーツに出会っている。識別番号 26、識別

番号 39、識別番号 25 にも同様の状況が見られる。パラスポーツの情報

も少なく、インターネットの普及率も低かった当時はリハビリテーション機

関等パラスポーツに関連する機関でなければ情報が得にくかったことが

推察できる。識別番号 31 は自らパラスポーツに関する情報を積極的に
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2012 年には企業からの支援を受けつつ競技を継続したいパラスポー

ツ選手と障害者の法定雇用率を上げたり、パラスポーツ選手を雇用する

ことで社内活性化や企業イメージの向上等を図ったりしたい企業をつな

ぐ株式会社つなひろワールドが設立された。2014 年からは同様のマッチ

ングを行う JOC の就職支援制度アスナビの対象としてパラスポーツ選

手も含まれるようになった。こうした制度のほかにも選手と企業を結びつ

ける機会は飛躍的に多くなった。2013 年以降も現役を続けた識別番号

26、識別番号 25、この時期以降に活躍を始めた識別番号 60、識別番

号 29 は識別番号 19 の時代の選手と比べると企業からの支援、さらに

は日本財団パラリンピックサポートセンターを通じての支援、2013 年以

降広がった自治体からの支援などを受けることができ、経済的な不安は

少ないといえる。これらの制度の多くは 2013 年、東京 2020 大会の招

致が決まって以降に設けられたものである。100 社を回って 3 社の賛同

しか得られなかった識別番号 26 と、高校 3 年生からスポンサーを得る

ことができた識別番号 29 の違いがこの間の変化を象徴している。これら

の制度の多くは現在も継続されており、パラリンピックのレガシーであり、

選手の競技生活に大きな影響を与えている。 

識別番号 25 はパラアリーナを拠点として活動していた。識別番号 60

はスキーのシーズンオフには国立スポーツ科学センター（JISS）がつくっ

てくれた練習メニューをナショナルトレーニングセンター（NTC）でこなす

ことが多い。トップ選手の練習環境も東京パラリンピックを契機に整えら

れたものであり、競技力向上に大きな影響を与えていると考えられる。 

最後に 7 人の選手は、先天的障害、後天的障害の違いはあるものの

全員スポーツが子どものころから身近にあり、スポーツ好きだったという

ことが共通する。子どものころからスポーツを経験できる環境とスポーツ

嫌いを生まない指導が障害のある人のスポーツ実施を促進させるため

の大きな課題といえる。 

 

106



2012 年には企業からの支援を受けつつ競技を継続したいパラスポー

ツ選手と障害者の法定雇用率を上げたり、パラスポーツ選手を雇用する

ことで社内活性化や企業イメージの向上等を図ったりしたい企業をつな

ぐ株式会社つなひろワールドが設立された。2014 年からは同様のマッチ

ングを行う JOC の就職支援制度アスナビの対象としてパラスポーツ選

手も含まれるようになった。こうした制度のほかにも選手と企業を結びつ

ける機会は飛躍的に多くなった。2013 年以降も現役を続けた識別番号

26、識別番号 25、この時期以降に活躍を始めた識別番号 60、識別番

号 29 は識別番号 19 の時代の選手と比べると企業からの支援、さらに

は日本財団パラリンピックサポートセンターを通じての支援、2013 年以

降広がった自治体からの支援などを受けることができ、経済的な不安は

少ないといえる。これらの制度の多くは 2013 年、東京 2020 大会の招

致が決まって以降に設けられたものである。100 社を回って 3 社の賛同

しか得られなかった識別番号 26 と、高校 3 年生からスポンサーを得る

ことができた識別番号 29 の違いがこの間の変化を象徴している。これら

の制度の多くは現在も継続されており、パラリンピックのレガシーであり、

選手の競技生活に大きな影響を与えている。 

識別番号 25 はパラアリーナを拠点として活動していた。識別番号 60

はスキーのシーズンオフには国立スポーツ科学センター（JISS）がつくっ

てくれた練習メニューをナショナルトレーニングセンター（NTC）でこなす

ことが多い。トップ選手の練習環境も東京パラリンピックを契機に整えら

れたものであり、競技力向上に大きな影響を与えていると考えられる。 

最後に 7 人の選手は、先天的障害、後天的障害の違いはあるものの

全員スポーツが子どものころから身近にあり、スポーツ好きだったという

ことが共通する。子どものころからスポーツを経験できる環境とスポーツ

嫌いを生まない指導が障害のある人のスポーツ実施を促進させるため

の大きな課題といえる。 
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図図表表 66--１１  選選手手ののススポポーーツツキキャャリリアアとと社社会会変変化化  
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高3プロアスリート

選手雇用
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ここまで見てきた調査結果を、最初に示した障害者のスポーツ実施に

関する 7 つの視点からまとめ、考えられる提言を述べる。今回の調査は

あくまで 100 人の事例調査であり、共通する 7 つの視点とはいえ、内容

は多岐にわたり多様である。ここで得られた知見をパラスポーツの普及・

強化の施策へとつなげるためには量的な調査の実施が必要であろう。今

回の調査結果は、そうした政策につなげるための量的調査実施の際の基

礎資料としての価値が高いと考える。 

 

11．．ススポポーーツツをを始始めめるる前前のの状状況況（（ススポポーーツツへへのの関関心心のの有有無無））  

 

・スポーツへの関心はすべての出発点となる条件である 

・幼少期の楽しい運動経験が将来のスポーツ継続に直結している 

・後天的障害者では受傷前のスポーツ経験がスポーツへの再社会化に

影響を与えている 

・スポーツを始める前の関心形成に関する施策が必要 

 

インタビュー結果から、障害のある人がスポーツを実施するための最

も基礎的な前提条件として、スポーツそのものへの関心や好意的態度が

存在していることが確認された。多くの選手は障害の発生時期にかかわ

らず、幼少期から身体を動かすことが好きであったり、学校体育や地域

スポーツ活動を通じて「楽しい経験」や「達成感」を積み重ねたりしていた。 

特に先天的障害のある選手では、障害のない子どもたちと一緒に遊び

やスポーツを経験したことが、その後パラスポーツへ移行する際の心理

的ハードルを大きく下げていた。一方、後天的障害者においては、受傷前

に部活動や、地域クラブ・民間クラブなどでのスポーツ経験があり、スポ

ーツへの関心があった人は、障害が発生後に再びスポーツに向かう傾向

が強かった。しかし、受傷前にスポーツ経験が乏しい人が、障害後すぐに

スポーツに関心を持つケースは限定的であり、何らかの強い外的要因

（リハビリ現場での体験、メディアでのパラスポーツ観戦など）が必要であ

った。 

このことは、障害者スポーツ推進においては、単なる「障害者向けプロ

グラムの整備」だけでは不十分であり、障害の有無を問わず幼少期から

豊かなスポーツ経験を保障する社会環境づくりが極めて重要であること

を示唆している。 

障害の有無にかかわらず、幼少期からスポーツに親しむ機会を保障す

ることが、将来的な障害者スポーツ参加の基盤形成に直結すると考えら

れる。それゆえ、障害者スポーツ推進施策は、障害発生後の支援に限定

せず、子ども期からの包括的なスポーツ環境整備を重視する必要がある。 

具体的には、学校体育において運動嫌い、スポーツ嫌いを生まないこ

と、普通学校と特別支援学校が連携したインクルーシブ体育授業の制度

化、共生型地域スポーツクラブの整備支援、障害のある子どもが自然に

スポーツ経験を積める環境づくりを国や自治体が行うべきであろう。た

だし、インクルーシブすればよいというわけではなく、適切な配慮が伴わ

なければポジティブな運動経験とならない場合がある。例えば視覚障害

が進行し、だんだん見えにくくなってくると、周りの仲間と同じように活動

できなくなったり、障害があることを隠そうとして、スポーツに対して消極

的になったり、という事例が複数確認された。子どもや児童・生徒の困り

ごとに気づき、その部分をアダプテッドして、参加しやすくすること、また、

障害のある子どもや児童・生徒が特別扱いされていると周りの子どもた

ちに感じさせないような配慮が必要である。 

そのためには学校であれ、地域や民間のスポーツクラブであれ、スポ

ーツの指導者が障害のある子どもに対する指導の知識と経験を持って

いることが非常に重要である。障害があろうとなかろうとスポーツや運動

を楽しく感じさせるスキルが重要である。 

 

22．．障障害害者者ススポポーーツツにに関関すするる情情報報をを得得てていいるる  

 

・先天的障害者：家族・学校、パラスポーツ関係者からの情報提供が中心 

・後天的障害者：医療・リハビリ現場が主要な情報源 

・体系的な情報提供体制が十分でなく、偶然性に依存した情報取得が多

い 

・障害者スポーツ情報提供体制の構築が必要 
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100 名のインタビューから、障害者スポーツに関する情報入手の経路

には明確な傾向が見られた。先天的障害者ではパラスポーツ関係者や、

家族・親族や学校関係者からの情報提供が多く、後天的障害者では医

療関係者（医師、理学療法士）が中心的役割を果たしていた。 

また、近年の若年層ではパラスポーツ指導者や競技団体関係者に加

え、メディアや SNS を通じた情報取得も増加している。しかし、依然とし

て「偶然の出会い」に依存する側面があり、体系的かつ網羅的な情報提

供システムは十分に整備されているとは言い難い。 

先天的障害者の場合は学校や療育機関で体育やリハビリテーションに

かかわる人がパラスポーツに関する情報を把握しており、関心のある子

どもや親を子どものスポーツ活動へと導けることが必要である。リハビリ

テーション期間を十分に確保できたかつてのリハビリテーション機関や視

覚特別支援学校などにおいては、パラスポーツの情報取得、ファーストア

クセス、さらにはスポーツの受け皿と受け皿へのアクセスに関する課題を

一括して解決できる仕組みが存在した。これらは障害のある人がスポー

ツに入ってきやすい仕組みのヒントとなろう。  

また、後天的障害者の多くは、もし医療現場でパラスポーツの情報に

触れていなければ、スポーツ実施、あるいは再開のきっかけを得られな

かった可能性を示唆している。これは医療とスポーツの連携の重要性を

裏付ける結果である。障害のある人に確実にスポーツに関する情報が提

供される仕組みを作る必要がある。例えば、医療機関において、リハビリ

テーションに関わる医師、看護師、理学療法士や作業療法士、義肢装具

士などがパラスポーツに関する情報を持ち合わせていることや、地域の

障害者スポーツ協会やパラスポーツ指導者協議会と医療機関が連携し、

障害を持った人にパラスポーツに関する情報が行き渡るようにするべき

である。医療関係者の養成・育成研修の中でパラスポーツに関わる情報

を提供したり、医療機関にパラスポーツに関する情報冊子やパンフレット

が置いてあり、誰もが必ず目にすることができるようにすることが考えら

れる。 

この課題を解消するため、国および自治体は障害者スポーツに関する

情報を集約・発信して、必要な情報が障害のある人に届く制度を整備す

る。さらに障害発生時、退院時、復学時、就労時といったライフイベントご

とに適切な情報が確実に提供される仕組みを構築すべきである。あわせ

て、医療機関・教育機関・福祉機関・競技団体間の情報連携を制度化し

（例えば自治体レベルで関係者が一堂に会する協議会の設置など）、個

人の状況に応じたスポーツ参加支援を可能とする体制整備が求められ

る。 

具体的には、それぞれの地域における障害のある人のスポーツへの社

会化（どのようにしてスポーツを始めるようになるか）のビジョンを策定す

ることが重要である。そのビジョンに沿ってパラスポーツの情報を提供す

る施策を展開するべきである。先天的な障害のある人であれば、療育施

設・学校（特別支援学校・普通学校）から地域のスポーツ組織へという流

れを想定し、療育施設や学校とパラスポーツとの連携を図ること。例えば、

特別支援学校をパラスポーツ協会関係者やパラスポーツセンター、パラ

スポーツチームの選手やコーチが訪れ、障害のある子どもたちにスポー

ツキャリアの可能性を示す事業や、特別支援学校の児童・生徒が社会見

学の一環としてパラスポーツセンターなどを訪問したり、地域の総合的な

障害者スポーツ大会を観戦する事業などが考えられる。 

後天的障害者であれば、リハビリテーションを行う医療機関にパラス

ポーツ関係者が定期的に訪れ、スポーツ相談を行ったり、地域のパラス

ポーツチームやクラブ、関連組織、パラスポーツ紹介動画にアクセスでき

る QR コードなどの一覧を掲載したパンフレットを常時置いたりすること

などが挙げられる。 

 

33．．障障害害者者ススポポーーツツのの場場へへののフファァーースストトアアククセセススががああるる  

 

・情報だけでは参加につながらない 

・ファーストアクセスには人的支援が不可欠 

・ファーストアクセス時の心理的ハードルへの配慮や体験と勧誘が継続

への転換点となる 

・情報取得がファーストアクセスにつながる仕組みを検討すべき 
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100 名のインタビューから、障害者スポーツに関する情報入手の経路

には明確な傾向が見られた。先天的障害者ではパラスポーツ関係者や、

家族・親族や学校関係者からの情報提供が多く、後天的障害者では医

療関係者（医師、理学療法士）が中心的役割を果たしていた。 

また、近年の若年層ではパラスポーツ指導者や競技団体関係者に加

え、メディアや SNS を通じた情報取得も増加している。しかし、依然とし

て「偶然の出会い」に依存する側面があり、体系的かつ網羅的な情報提

供システムは十分に整備されているとは言い難い。 

先天的障害者の場合は学校や療育機関で体育やリハビリテーションに

かかわる人がパラスポーツに関する情報を把握しており、関心のある子

どもや親を子どものスポーツ活動へと導けることが必要である。リハビリ

テーション期間を十分に確保できたかつてのリハビリテーション機関や視

覚特別支援学校などにおいては、パラスポーツの情報取得、ファーストア

クセス、さらにはスポーツの受け皿と受け皿へのアクセスに関する課題を

一括して解決できる仕組みが存在した。これらは障害のある人がスポー

ツに入ってきやすい仕組みのヒントとなろう。  

また、後天的障害者の多くは、もし医療現場でパラスポーツの情報に

触れていなければ、スポーツ実施、あるいは再開のきっかけを得られな

かった可能性を示唆している。これは医療とスポーツの連携の重要性を

裏付ける結果である。障害のある人に確実にスポーツに関する情報が提

供される仕組みを作る必要がある。例えば、医療機関において、リハビリ

テーションに関わる医師、看護師、理学療法士や作業療法士、義肢装具

士などがパラスポーツに関する情報を持ち合わせていることや、地域の

障害者スポーツ協会やパラスポーツ指導者協議会と医療機関が連携し、

障害を持った人にパラスポーツに関する情報が行き渡るようにするべき

である。医療関係者の養成・育成研修の中でパラスポーツに関わる情報

を提供したり、医療機関にパラスポーツに関する情報冊子やパンフレット

が置いてあり、誰もが必ず目にすることができるようにすることが考えら

れる。 

この課題を解消するため、国および自治体は障害者スポーツに関する

情報を集約・発信して、必要な情報が障害のある人に届く制度を整備す

る。さらに障害発生時、退院時、復学時、就労時といったライフイベントご

とに適切な情報が確実に提供される仕組みを構築すべきである。あわせ

て、医療機関・教育機関・福祉機関・競技団体間の情報連携を制度化し

（例えば自治体レベルで関係者が一堂に会する協議会の設置など）、個

人の状況に応じたスポーツ参加支援を可能とする体制整備が求められ

る。 

具体的には、それぞれの地域における障害のある人のスポーツへの社

会化（どのようにしてスポーツを始めるようになるか）のビジョンを策定す

ることが重要である。そのビジョンに沿ってパラスポーツの情報を提供す

る施策を展開するべきである。先天的な障害のある人であれば、療育施

設・学校（特別支援学校・普通学校）から地域のスポーツ組織へという流

れを想定し、療育施設や学校とパラスポーツとの連携を図ること。例えば、

特別支援学校をパラスポーツ協会関係者やパラスポーツセンター、パラ

スポーツチームの選手やコーチが訪れ、障害のある子どもたちにスポー

ツキャリアの可能性を示す事業や、特別支援学校の児童・生徒が社会見

学の一環としてパラスポーツセンターなどを訪問したり、地域の総合的な

障害者スポーツ大会を観戦する事業などが考えられる。 

後天的障害者であれば、リハビリテーションを行う医療機関にパラス

ポーツ関係者が定期的に訪れ、スポーツ相談を行ったり、地域のパラス

ポーツチームやクラブ、関連組織、パラスポーツ紹介動画にアクセスでき

る QR コードなどの一覧を掲載したパンフレットを常時置いたりすること

などが挙げられる。 

 

33．．障障害害者者ススポポーーツツのの場場へへののフファァーースストトアアククセセススががああるる  

 

・情報だけでは参加につながらない 

・ファーストアクセスには人的支援が不可欠 

・ファーストアクセス時の心理的ハードルへの配慮や体験と勧誘が継続

への転換点となる 

・情報取得がファーストアクセスにつながる仕組みを検討すべき 
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情報が存在しても、それだけではスポーツ参加には結びつかない場合

がある。そこにはスポーツへの関心、少なくともスポーツが嫌いではない

ことに加え、実際にスポーツの場へ足を運ぶ最初の機会（ファーストアク

セス）が必要である。多くの選手は、指導者や知人の付き添い、家族の支

援、あるいはリハビリ現場での体験プログラムを通じて初めて競技の現

場にアクセスしていた。また、ファーストアクセスの場で競技を体験し、楽

しさを実感し、周囲から勧誘されることで継続的活動へと発展するケース

が多かった。このことは、単なる競技の体験にとどまらない。その競技を

やっている場所を知り、スポーツの現場へのアクセス方法を知り、そして、

同様の障害のある人の存在を知り、同様の障害のある人たちがスポーツ

をしている姿を見ることで自分のスポーツ実施についての可能性を知る

ことが含まれる。それゆえにファーストアクセスは極めて重要である。 

また、「知らない場所に一人で行く不安」がスポーツ参加の阻害要因と

なっている場合もあった。このことからファーストアクセスの支援の重要

性が示唆された。こうした心理的負担や移動上の困難により、個人単独

での参加は大きな障壁となる場合があるからだ。 

これらを踏まえ、自治体や地域の障害者スポーツ協会等はスポーツに

関する情報を提供することに加えて、医療機関、学校、福祉施設等と連

携し、スポーツ現場への同行支援や体験プログラムを恒常的に提供する

「初期参加支援」などの制度を検討することや、パラスポーツ発掘イベン

ト等に引き続き、継続的にスポーツを実施する場所への最初のアクセス

の支援、障害者スポーツセンター等における定期的なパラスポーツ体験

プログラムの開催等により、障害のある人が安心してスポーツ活動へ移

行できる仕組みを検討すべきであろう。 

今回の報告書の第 3 章で記述した情報提供者、スポーツ開始場所、

開始時の重要他者は、いずれもファーストアクセスに深く関わっているも

のと考えられる。視覚障害に関しては視覚特別支援学校の影響が大きく、

先述のように情報提供から、ファーストアクセス、スポーツ実践の受け皿

から、日常的なアクセスまでをカバーしていることもまれではなかった。

それだけに視覚障害においては視覚特別支援学校の教員の影響が大き

いことが考えられ、視覚障害スポーツに関する情報や指導経験のある教

員が配置されることが望ましいと思われる。ただし、普通学校に通学する

視覚障害者も少なくないことを考えると、普通学校においてもパラスポー

ツに関する情報を有している教員の存在は重要である。 

「2. 障害者スポーツに関する情報を得ている」とも重複するが、先天

的な障害の場合、障害種別によらず、家族や学校（特別支援学校・普通

学校）関係者、一般のスポーツ指導者などの影響を受けていることがあ

る。どのようなスポーツが可能か、どこに行けばそれができるのか、どこに

行けば指導が受けられるのか、といった情報が学校、一般スポーツ施設、

医療機関などから家族に提供されることが重要である。とりわけ、子ども

たちが必ず通学する学校関係者や療育関係者が情報を有していること

が重要である。 

後天的な障害者の場合は医療関係者や障害者スポーツ関係者から、

本人や家族に情報が伝わり、ファーストアクセスに結びつくことが考えら

れる。この点で医療関係者と障害者スポーツ関係者、あるいは医療関係

者と福祉関係者の連携は重要である。 

 

44．．障障害害者者ススポポーーツツをを継継続続すするるたためめのの受受けけ皿皿ががああるる  

 

・全選手にクラブ、チームなどスポーツ継続拠点が存在していた 

・帰属意識が継続を支えている 

・地域におけるパラスポーツクラブ・チームを支援、育成することが必要 

・全てのスポーツ指導者がパラスポーツに関する知識や指導技術を身に

つけることが必要 

 

全インタビュー対象者には、競技を続けるための「受け皿」となるクラ

ブ・チーム、学校部活動、競技団体が存在していた。この受け皿は単なる

練習場所ではなく、仲間とのつながり、帰属意識、指導体制を含む「社会

的基盤」として機能している。受け皿の有無が競技継続を決定づける要

因の一つと考えられる。今回の調査では、自分でクラブやチームを作った

という人もいたが、多くのパラアスリートたちは偶然の出会いを通じて自

分のやりたいパラスポーツのチームやクラブと出会い、競技を継続させて
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情報が存在しても、それだけではスポーツ参加には結びつかない場合

がある。そこにはスポーツへの関心、少なくともスポーツが嫌いではない

ことに加え、実際にスポーツの場へ足を運ぶ最初の機会（ファーストアク

セス）が必要である。多くの選手は、指導者や知人の付き添い、家族の支

援、あるいはリハビリ現場での体験プログラムを通じて初めて競技の現

場にアクセスしていた。また、ファーストアクセスの場で競技を体験し、楽

しさを実感し、周囲から勧誘されることで継続的活動へと発展するケース

が多かった。このことは、単なる競技の体験にとどまらない。その競技を

やっている場所を知り、スポーツの現場へのアクセス方法を知り、そして、

同様の障害のある人の存在を知り、同様の障害のある人たちがスポーツ

をしている姿を見ることで自分のスポーツ実施についての可能性を知る

ことが含まれる。それゆえにファーストアクセスは極めて重要である。 

また、「知らない場所に一人で行く不安」がスポーツ参加の阻害要因と

なっている場合もあった。このことからファーストアクセスの支援の重要

性が示唆された。こうした心理的負担や移動上の困難により、個人単独

での参加は大きな障壁となる場合があるからだ。 

これらを踏まえ、自治体や地域の障害者スポーツ協会等はスポーツに

関する情報を提供することに加えて、医療機関、学校、福祉施設等と連

携し、スポーツ現場への同行支援や体験プログラムを恒常的に提供する

「初期参加支援」などの制度を検討することや、パラスポーツ発掘イベン

ト等に引き続き、継続的にスポーツを実施する場所への最初のアクセス

の支援、障害者スポーツセンター等における定期的なパラスポーツ体験

プログラムの開催等により、障害のある人が安心してスポーツ活動へ移

行できる仕組みを検討すべきであろう。 

今回の報告書の第 3 章で記述した情報提供者、スポーツ開始場所、

開始時の重要他者は、いずれもファーストアクセスに深く関わっているも

のと考えられる。視覚障害に関しては視覚特別支援学校の影響が大きく、

先述のように情報提供から、ファーストアクセス、スポーツ実践の受け皿

から、日常的なアクセスまでをカバーしていることもまれではなかった。

それだけに視覚障害においては視覚特別支援学校の教員の影響が大き

いことが考えられ、視覚障害スポーツに関する情報や指導経験のある教

員が配置されることが望ましいと思われる。ただし、普通学校に通学する

視覚障害者も少なくないことを考えると、普通学校においてもパラスポー

ツに関する情報を有している教員の存在は重要である。 

「2. 障害者スポーツに関する情報を得ている」とも重複するが、先天

的な障害の場合、障害種別によらず、家族や学校（特別支援学校・普通

学校）関係者、一般のスポーツ指導者などの影響を受けていることがあ

る。どのようなスポーツが可能か、どこに行けばそれができるのか、どこに

行けば指導が受けられるのか、といった情報が学校、一般スポーツ施設、

医療機関などから家族に提供されることが重要である。とりわけ、子ども

たちが必ず通学する学校関係者や療育関係者が情報を有していること

が重要である。 

後天的な障害者の場合は医療関係者や障害者スポーツ関係者から、

本人や家族に情報が伝わり、ファーストアクセスに結びつくことが考えら

れる。この点で医療関係者と障害者スポーツ関係者、あるいは医療関係

者と福祉関係者の連携は重要である。 

 

44．．障障害害者者ススポポーーツツをを継継続続すするるたためめのの受受けけ皿皿ががああるる  

 

・全選手にクラブ、チームなどスポーツ継続拠点が存在していた 

・帰属意識が継続を支えている 

・地域におけるパラスポーツクラブ・チームを支援、育成することが必要 

・全てのスポーツ指導者がパラスポーツに関する知識や指導技術を身に

つけることが必要 

 

全インタビュー対象者には、競技を続けるための「受け皿」となるクラ

ブ・チーム、学校部活動、競技団体が存在していた。この受け皿は単なる

練習場所ではなく、仲間とのつながり、帰属意識、指導体制を含む「社会

的基盤」として機能している。受け皿の有無が競技継続を決定づける要

因の一つと考えられる。今回の調査では、自分でクラブやチームを作った

という人もいたが、多くのパラアスリートたちは偶然の出会いを通じて自

分のやりたいパラスポーツのチームやクラブと出会い、競技を継続させて
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いた。裏を返せば、そうした受け皿が居住地近くにない人はスポーツを継

続することが難しく、結果として今回の調査対象とはならなかった可能性

がある。 

このことに加え、2023 年スポーツ庁のスポーツ審議会健康スポーツ

部会障害者スポーツ振興ワーキンググループが公表した中間報告が示

すように、障害のある人がより身近なスポーツ施設で日常的にスポーツ

を継続させることができるようにするためには、地域の全てのスポーツ施

設が障害のある人にとっても使いやすく、パラスポーツに関するノウハウ

を持った人材が、より身近に配置されるべきである。各自治体や日本ス

ポーツ協会をはじめスポーツ指導者を養成する機関はパラスポーツのチ

ームやクラブの組織化、育成、スポーツ指導者養成に際してはパラスポー

ツに関する知識や情報を有する指導者の養成及び育成が必要である。

既存の地域スポーツクラブへの障害者スポーツ機能の付加や、地域移行

される部活動においても障害のある子どもたちを受け入れできるよう支

援すべきである。 

現在、JPSA、JSPO、JOC によって共同で指導者の共通フレームワー

クづくりが進められているが、共通フレームワーク、指導者養成の講習内

容の一つとして障害者のスポーツ指導の基礎知識を必ず扱うべきである。 

 

55．．継継続続的的ななアアククセセスス方方法法のの確確保保  

 

・継続的スポーツ活動には移動手段が不可欠 

・幼少期においては家族負担に依存する傾向 

・近隣のスポーツ施設やクラブ等での受け入れ体制やアクセス（移動・施

設利用）支援の充実が必要 

 

交通手段、送迎、施設利用制度など、継続的に通える仕組みの有無が

参加継続を左右していることは明らかである。とりわけ、車いす利用者で

まだ運転免許を取得できない年齢の子どもたちの移動に関しては親が

送り迎えできることがスポーツ継続の条件となる。スポーツを行う場所が

遠い場合、あるいは公共交通機関の便が悪い場合、そして、親が仕事等

で送り迎えの時間が取れないような状況においては子どもたちは継続的

なスポーツ実施が困難になる。他方、子どもたちのスポーツ実施場所が

居住地に近ければ、通うことが可能かもしれない。 

識別番号 43 の選手は移動手段がなく、自分で運転免許を取得して

から車いすテニスの練習に通えるようになった。もし近隣に利用可能なテ

ニスクラブやテニスコートがあり、指導者がいて、障害のない人とともに

テニスの練習ができる環境が整っていれば中学校・高校時代から車いす

テニスに取り組めたかもしれない。あるいは自治体に移動支援があり、ス

ポーツの実施にも利用できる制度であれば継続的なスポーツ実施が可

能であったはずである。今回の調査対象となった人はどのような形であ

れ、この点がクリアされている人ばかりである。継続的なスポーツ実施に

おける移動手段の確保は非常に大きな課題である。 

子ども期の運動、スポーツ経験が少なく、スポーツに関心を持てずに

いる人や自分にはスポーツが難しいと思い込んでしまう人を生まないた

めにも障害のある子どもたちのスポーツ参加支援が必要である。パラス

ポーツセンターが実施する子ども対象プログラムや地域クラブにおける

障害のある子どもの参加に際しての移動の経費を補助する制度などは

検討されるべきである。 

 

66．．社社会会的的支支援援・・経経済済的的支支援援  

 

・競技レベルや障害の内容によって支援の在り方は様々である 

・本調査の対象者に関しては雇用先と自治体支援を受けている人が多い 

・選手雇用制度が競技継続を支えているが聴覚障害に関しては支援が

少ない 

・経済的支援制度の住み分け、共生社会形成に向けての選手自身の姿

勢が重要 

 

本調査においては社会的支援や経済的支援に関するインタビュー内

容やスポーツ継続における重要な他者に関する項目がこれに該当する。

スポーツを実施するにあたって、選手は多様な支援を様々な人から受け
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ていた。障害のある子どもたちに対しては当然家族の支援が大きいし、

競技レベルが高く国際大会に出場するような選手は雇用先の勤務時間

や経済的な支援、自治体からの助成金などによる支援を受けていた。 

経済的な支援に関しては 75 名が何らかの支援を受けており、主な支

援元は雇用先（55 名）と自治体（21 名）であった。東京パラリンピック招

致決定以降、顕著に増えてきた選手雇用制度は競技専念を可能にする

重要な基盤となっている。一般雇用においても大会参加や合宿参加時の

職務上の配慮などがなされていた、しかし、聴覚障害のある選手では支

援が乏しい現状も浮き彫りとなった。 

これら経済的な支援を受けられるのは国際大会で活躍が期待されるト

ップレベルの選手が多い。一部、そのレベルを目指す選手への支援もみ

られたが、持続可能な選手育成、国際大会での活躍を考えると、準パラリ

ンピックレベルの選手への支援があってもよいと思われる。支援元により、

企業はトップレベルの選手、競技団体や自治体はそこを目指す選手への

支援等、選手のレベルに応じた住み分けを考えてもよいかもしれない。 

また、支援を受ける選手たちは一方的に支援を受けるだけではなく、

自分の活躍や行動が企業や自治体、次世代にどのような好影響を与え

ることができるかを考え、理解し、そのための社会的貢献活動に積極的

に取り組む姿勢が必要である。単に支援を受けて強くなるだけではなく、

そのことが共生社会の形成にどう役立つか選手自身も考える必要がある。 

  

77．．モモチチベベーーシショョンンのの維維持持  

 

・成功体験が意欲を強化 

・仲間とロールモデルが重要 

・目標設定が継続を支える 

・デュアルキャリア・セカンドキャリア、生涯スポーツへの支援が重要 

 

本研究では、アスリートのモチベーション形成・維持に共通する要因と

して三点が明らかとなった。第一に、学齢期または競技開始初期に「楽し

い」と感じる肯定的経験を得ていることである。幼少期からの運動経験

は運動有能感の形成につながり、当初苦手意識を抱いていた場合でも、

専門的指導や障害特性に配慮した多様な運動経験を通じて、主体的に

スポーツへ取り組む意識へと変容していた。第二に、身近な活動拠点と

集団への所属が継続を支えていた点である。協会、クラブ、学校等の受

け皿において、仲間やロールモデル、理解者の存在が競技意欲を高めて

いた。第三に、客観的な目標設定と主体的な努力であり、専門知識の習

得や実践を通じて競技力向上を図る姿勢が確認された。以上のことから、

身近な競技環境と支援体制の整備がモチベーション維持に不可欠であ

ることが示唆された。また、将来を見据えたデュアルキャリアや生涯スポ

ーツへの支援も重要であり、競技引退後もスポーツと関わり続けられる

仕組みの構築が求められる。 

（第 7 章担当：藤田紀昭） 
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おおわわりりにに  

  

本調査は 2019 年 3 月から始まり、100 人目となる 2025 年 1 月ま

での間、一人ひとりとじっくりと向き合い、オンラインも含め、ライフストー

リーを語っていただいた。調査にあたっては、練習場所、勤務場所、キャ

ンパスライフを送る場所、生活圏に近い会議室などを訪問することで、背

景となる生活も含む雰囲気を把握することができた。生活の中にスポー

ツがどのように取り込まれていったのかを言語化するために、時には過

去の嫌な思い出に触れることもあったが、私どもの問いかけに丁寧に耳

を傾け、素直な言葉で語ってくださったことに、この場をお借りして感謝

の意を表したい。 

さて、本調査期間中に２つの東京大会開催決定・実施があった。それ

は、パラリンピックとデフリンピックである。パラスポーツやデフスポーツに

かかわる国際大会の開催決定は、第６章にも記載があるように、選手強

化をはじめとする支援体制、大会開催に向けた国の施策に大きな影響を

与え、障害者のスポーツ環境を劇的に変化させた。さらに、スポーツ基本

法と第３期スポーツ基本計画には障害者のスポーツを推進するための文

言や数値目標も掲げられた。東京開催決定前のスポーツ環境を知る立

場からすれば画期的であり、調査対象者の語りとしてもリアルに示されて

いる。これらの変化が大会終了とともに収束するのではなく、その影響が

国内に浸透していくことが必要である。 

スポーツは、トップアスリートだけのものではなく、グラスルーツレベル

から幅広く人々の生活に位置付けられるものである。そのために何が必

要か、今回の調査対象となった皆さまから貴重な道標をいただいた。そ

れは、できることに目を向けて創意工夫を重ねるというチャレンジマイン

ドである。この考え方は「その人にあったスポーツ（アダプテッド・フィジカ

ルアクティビティ、アダプテッド・スポーツ）」と一致する。しかし、スポーツ

のメリットを享受できていない多くの障害のある人が存在することを忘れ

てはいけない。加えて、本調査では知的障害や精神障害のある人を対象

としたインタビューには着手できていないことから、それらを踏まえた上

で今回得られた知見を基に、どの時期にどのような経験や支援があれば

スポーツを日常生活に取り込むことができるのかについて、立場の異な

る人々が一緒に考え、それぞれの視点で実践できることを行動に移して

いく、そのような社会になることを願っている。 

本調査にあたり、インタビューに応じてくださった皆さま、事務局として

ご支援いただいたヤマハ発動機スポーツ振興財団の皆さまに改めて感

謝を申し上げます。 

 

  （齊藤まゆみ） 
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ルアクティビティ、アダプテッド・スポーツ）」と一致する。しかし、スポーツ

のメリットを享受できていない多くの障害のある人が存在することを忘れ

てはいけない。加えて、本調査では知的障害や精神障害のある人を対象

としたインタビューには着手できていないことから、それらを踏まえた上

で今回得られた知見を基に、どの時期にどのような経験や支援があれば

スポーツを日常生活に取り込むことができるのかについて、立場の異な

る人々が一緒に考え、それぞれの視点で実践できることを行動に移して

いく、そのような社会になることを願っている。 

本調査にあたり、インタビューに応じてくださった皆さま、事務局として

ご支援いただいたヤマハ発動機スポーツ振興財団の皆さまに改めて感

謝を申し上げます。 

 

  （齊藤まゆみ） 
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附録 

キャリア調査インタビュー一覧 

 
※本文中の「識別番号」は、一覧の「通し番号」「識別記号」の 

番号と同じ調査対象者である 
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